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税務訴訟資料 第２６２号－５２（順号１１９０２） 

東京地方裁判所 平成●●年（○○）第●●号 更正及び加算税賦課決定取消請求事件 

国側当事者・国（江東東税務署長） 

平成２４年３月２日認容・控訴 

判 決

原告           Ｖ 

（以下「原告Ｖ」という。） 

原告           乙 

（以下「原告乙」という。） 

原告           丙 

（以下「原告丙」という。） 

原告           丁 

（以下「原告丁」という。） 

原告           戊 

（以下「原告戊」という。） 

上記５名訴訟代理人弁護士 豊嶋 秀直 

才口 千晴 

中込 秀樹 

長島 安治 

宰田 高志 

間瀬 まゆ子 

被告 国 

同代表者法務大臣 小川 敏夫 

処分行政庁 江東東税務署長 

音 政次 

被告指定代理人 磯村 建 

山口 克也 

服部 文子 

宇野 憲之 

八重樫 司 

石井 和義 

主 文

１ 江東東税務署長が原告らそれぞれに対して平成１９年２月１３日付けでした、別紙Ａ「処分目録」

記載１～５の各処分をいずれも取り消す。 

２ 訴訟費用は被告の負担とする。 

事実及び理由 
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第１ 請求（なお、別紙Ａ「処分目録」で定める略称等は、以下においても用いることとする。） 

 主文と同旨 

第２ 事案の概要等 

１ 事案の要旨 

 本件は、原告らが、平成１６年２月２８日の亡Ｅの死亡によって開始した相続（以下「本件相

続」という。）に係る相続税の申告をしたところ、江東東税務署長から、平成１９年２月１３日

付けで別紙Ａ「処分目録」記載１～５の各(1)記載の各相続税に係る更正処分及び同各(2)記載の

各過少申告加算税賦課決定処分（同別紙記載１～５の各括弧書内の一部取消し及び減額の前後を

問わず、上記の各相続税に係る更正処分を、以下「本件各更正処分」といい、上記の各過少申告

加算税賦課決定処分を、以下「本件各賦課決定処分」という。）を受けたことにつき、①本件各

更正処分は、本件相続に係る相続財産（以下「本件相続財産」という。）中の株式会社Ｔ（以下

「Ｔ」という。）及びＵ株式会社（以下「Ｕ」といい、Ｔと併せて「本件各会社」という。）の各

株式の価額の評価等を誤ってされたものであり、相続税法２２条に違反するものである、②仮に

上記①の点に誤りがなかったとしても、原告らにおいては、申告に係る納付すべき相続税額が過

少であったことにつき国税通則法（以下「通則法」という。）６５条４項にいう正当な理由があ

ったというべきであるなどと主張して、本件各更正処分及び本件各賦課決定処分（これらを併せ

て、以下「本件各処分」という。）の取消しを求める事案である。 

２ 関係法令等の定め 

 別紙１「関係法令等の定め」に記載したとおりである（同別紙で定める略称等は、以下におい

ても用いることとする。）。 

３ 前提事実（証拠等の掲記のない事実は、当事者間に争いがないか、当事者において明らかに争

わない事実である。本項に掲げた事実を、以下「前提事実」という。） 

(1) 原告ら、Ｃ及びＤは、いずれも平成１６年２月２８日に死亡した亡Ｅの子であり、本件相

続における共同相続人である（亡Ｅと原告ら、Ｃ及びＤとの親子関係につき甲２の１～５。な

お、上記共同相続人を総称して、以下「本件相続人ら」という。）。 

(2)ア Ｔは、昭和●年に設立された合成樹脂及び金属等による容器・キャップ・医療用具・医

薬部外品等の製造及び販売等を目的とする資本金の額が４億３２００万円の株式会社であ

る（乙６）。本件相続の開始の日の直前期末である平成１５年５月３１日の時点における同

社の総資産価額（帳簿価格）は２１２０億７５６８万０５６５円、従業員数は５２９１名で

あり、当該直前期末以前１年間である平成１４年６月１日から平成１５年５月３１日までの

事業年度における同社の取引金額は１８８２億０００１万０６３７円であって（甲３）、同

社は大会社に当たる。 

 イ Ｕは、昭和●年に設立された不動産の取得及び管理等を目的する資本金の額が９億９０

００万円の株式会社である（乙７）。本件相続の開始の日の直前期末である平成１５年２月

２８日の時点における同社の総資産価額（帳簿価格）は９８億２２２２万８８２１円、従業

員数は５名以下であり、当該直前期末以前１年間である平成１４年３月１日から平成１５年

２月２８日までの事業年度における同社の取引金額は３億６８４５万２４４８円であって

（甲３）、同社は中会社に当たる。 

 ウ 本件相続の開始の時点（平成１６年２月２８日）において、Ｔは、Ｕの発行済株式総数

１９８万株のうち１６５万９２４０株（発行済株式総数の８３．８％）を有しており、また、
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Ｕは、Ｔの発行済株式総数８６４万株のうち６４５万３４００株（発行済株式総数の約７４．

７％）を有していたものである。なお、Ｔの株式（以下「Ｔ株式」という。）及びＵの株式

（以下「Ｕ株式」といい、Ｔ株式と併せて「本件各会社株式」という。）は、いずれも取引

相場のない株式に当たるところ、本件相続の開始の時点におけるＴ株式の価額を大会社につ

いての原則的評価方式である類似業種比準方式を用いて評価すると、１株当たり４６５３円

となる。 

(3) 本件相続財産には、Ｔ株式６４万６４００株及びＵ株式１７万８２００株が含まれている。 

(4) 原告らによる本件相続に係る相続税の申告（以下「本件申告」という。）、本件各処分、本

件各処分についての原告らの異議申立て及びこれらに対する江東東税務署長の各決定（以下

「本件各異議決定」という。）、これらの各決定を不服としての原告らの審査請求及びこれらに

対する国税不服審判所長の各裁決（以下「本件各裁決」という。）並びに江東東税務署長が平

成２３年２月２８日付けでした本件相続に係る相続税の納付すべき税額を減額する内容の各

更正処分（以下「本件各再更正処分」という。）及び本件各賦課決定処分に係る過少申告加算

税の額を減額する内容の各賦課決定処分（以下「本件各変更決定処分」という。）の経緯は、

それぞれ、被告別表１「課税の経緯」の１－１から１－５までの各表の「期限内申告」欄、「本

件各処分」欄、「異議申立て」欄及び「同上決定」欄、「審査請求」欄及び「同上裁決」欄並び

に「本件各再更正処分」欄に記載されているとおりである。 

(5) 原告らは、平成２１年１月２１日、本件訴えを提起した（当裁判所に顕著な事実）。 

４ 本件各処分の根拠及び適法性に関する被告の主張並びに相続税額に関する原告らの主張 

(1) 本件各処分の根拠及び適法性に関する被告の主張の要点は、後記６に被告の主張の要点と

して掲げたもののほか、別紙２「本件各処分の根拠等に関する被告の主張」に記載のとおりで

ある（なお、同別紙で定める略称等は、以下においても用いることとする。）。 

(2) 相続税額に関する原告らの主張の要点は、後記６に原告らの主張の要点として掲げたもの

のほか、別紙３「相続税額に関する原告らの主張」に記載のとおりである。 

５ 争点 

(1) 本件相続開始時に本件各会社が有していた資産（本件各会社株式を除く。）の価額に係る評

価額（争点１） 

(2) Ｔが株式保有特定会社（評価通達１８９の(2)）に該当するか否か（争点２） 

(3) 本件各会社株式の「時価」（相続税法２２条）の評価方式及びその金額（争点３） 

(4) 原告らにつき通則法６５条４項に規定する正当な理由が認められるか否か（争点４） 

６ 争点に関する当事者の主張の要点 

(1) 本件相続開始時に本件各会社が有していた資産（本件各会社株式を除く。）の価額に係る評

価額（争点１） 

ア 原告らの主張の要点 

 本件相続開始時に本件各会社が保有していた資産（本件各会社株式を除く。）の評価額は、

①Ｔについては、原告別紙３の「Ｔの資産及び負債」と題する表の「資産の部」の各「科目」

欄（「有価証券（Ｕ株式）」、「合計」、「株式等の価額」及び「株式保有割合」の各欄を除く。

同原告別紙の個々の「科目」欄については、以下「原告別紙３の『現金』欄」のように略称

する。）にそれぞれ対応する「原告らの主張」欄に記載されているとおりであり、②Ｕにつ

いては、原告別紙１の「Ｕの資産及び負債」と題する表の「資産の部」の各「科目」欄（「有
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価証券（Ｔ株式）」及び「合計」の各欄を除く。同原告別紙の個々の「科目」欄については、

以下「原告別紙１の『現金』欄」のように略称する。）にそれぞれ対応する「原告らの主張」

欄に記載されているとおりである。なお、原告らにおいて被告の主張と異なる評価額を主張

している資産に関する原告らの主張は、次のとおりである。 

(ア) 本件相続開始時にＴが保有していた資産の評価額について 

ａ Ｕ株式以外の株式（その内訳は、甲２の１～５の各表１－５の付表１参照） 

(a) Ｆ株式会社（以下「Ｆ」という。）の株式（甲２の１～５の各表１－５の付表１No．

５及び表３－１～６参照） 

 Ｆの資産のうち、①仮払金（法人税２４０８万２９００円及び都民税５０６万９９

００円）は、資産性がないことから０円と評価すべきであり、②事業税還付金の額は

７４５万３２００円が正しい。また、③平成１５年５月にされた減額更正による還付

金１億０３４６万０９００円を未収税金として計上すべきであり、さらに、④平成１

６年の固定資産税６万７４００円が負債として未払計上されていないので、これを負

債に計上すべきである。以上を前提とすればＦの株式の１株当たりの評価額は２万１

８３６円とすべきであり、Ｔが保有する８１８１株の評価額は合計１億７８６４万０

３１６円となる。 

(b) Ｇ（以下「Ｇ社」という。）の株式（甲２の１～５の各表１－５の付表１No．２及

び表２－１～３参照） 

① 本件各異議決定及び本件各裁決においては、Ｇ社の資産及び負債につき、直前期

末である平成１５年１２月３１日の時点における為替レートである１米ドル当た

り１１８．３０円を用いて米ドルを用いた評価額から円を用いた評価額への換算を

行っているところ、上記の換算については、課税時期（課税時期が土曜日であった

ためその前日である平成１６年２月２７日）の時点における為替レートである１米

ドル当たり１０８．５７円を用いて行うべきである（評価通達４－３）。 

② Ｇ社は、Ｈ（アメリカ合衆国法人。以下「Ｈ社」という。）に対して２５５万２

２６３．５０米ドルの債権を有していたが、同社が同国の連邦倒産法第１１章（い

わゆるチャプター１１）の適用を受けて倒産したため、同社の再生計画に基づき、

債権額の２０％である５０万９４１８．７２米ドルについて、平成１６年１月７日

以降、３か月ごとに２４回に分割して１回当たり２万１２２５．７８米ドルずつの

弁済を受けることとなった。評価通達によれば、上記債権のうち上記の５０万９４

１８．７２米ドルを超える部分は、債権の価額には算入されず（同通達２０５の(2)

のいわゆる柱書）、また、２２回目以降の弁済額合計６万３６７７．３４米ドル）

も、同様に債権の価額に算入されないことになるから（同通達２０５の(2)ロ）、Ｈ

社に対する上記債権の評価額は、４４万５７４１．３８米ドルとなる。 

③ 以上を前提とすると、Ｇ社の株式の１株当たりの評価額は２８８万６６１５円と

すべきであり、Ｔが保有する９００株の評価額は合計２５億７９９５万３５００円

（原告らの主張のまま。原告別紙３中の「Ｕ以外の株式等」と題する表参照）とな

る。 

ｂ 仮払金 

 原告別紙３の「Ｔの資産及び負債」と題する表の「資産の部」の「仮払金」の内訳は、
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同原告別紙の「仮払金」と題する表に記載されているとおりであるところ、これらの仮

払金のうち「永年勤続表彰者」及び「給料」については、いずれも資産性がなく０円と

評価すべきである。また、「海外旅費」については、１万米ドルのキャッシュであるた

め、課税時期（課税時期が土曜日であったので、その前日である平成１６年２月２７日）

における為替レートである１０８．５７円によって円を用いた評価額への換算をすべき

であり、その評価額は１０８万５７００円となる。 

ｃ 前払費用 

 前払費用は、短期間で費用化されるものであり、資産性が無いものであるから、０円

と評価すべきである。 

ｄ 外貨預金 

 本件相続開始当時、Ｔは、Ｉに係る当座預金１万０５７５．９１米ドルを保有してい

たところ（原告別紙３の「当座預金」と題する表参照）、本件各異議決定及び本件各裁

決においては、上記預金は１３１万１６７２円と評価されていた。この評価額は、直前

期末である平成１５年１２月３１日の時点における為替レートである１米ドル＝１１

８．３０円を用いて邦貨への換算を行ったものであるが、課税時期（課税時期が土曜日

であったためその前日である平成１６年２月２７日）の時点における為替レートである

１米ドル＝１０８．５７円を用いて行うべきであり、そうすると、Ｉに係る当座預金の

評価額は１１４万８２２７円となる。 

ｅ 機械装置 

 純資産価額の算定上、建物（建物に含まれる建物付属設備を含む。）以外の減価償却

資産は、通常、未償却残高で評価されるところ、その減価償却資産について特別償却（通

常より割増をした償却）が行われている場合には、通常の減価償却が行われた場合より

未償却残高が少なくなっている。機械装置（甲２の１～５の各表１の付表２「資産の部」）

については、特別償却を行わなかった場合の未償却残高を計算し、これを評価額とする

のが相当であるというべきであり、その総額は４８５億８８２８万３２８１円となる

（甲４６の１～３、５１の１～３の２、５２、５３）。 

ｆ 土地 

(a) Ｔが保有する原告別紙１７記載の各土地の評価額（時価）は、 低でも本件各裁

決が用いた路線価による評価額（倍率方式による評価額を含む。以下同じ。甲３の別

表４参照）に１．２５を乗じた額（路線価による評価額を０．８で割り戻した額。以

下「路線価割戻評価額」という。）であるものというべきであり、また、上記各土地

のうち原告らにおいて行った価格調査（いわゆる簡易鑑定）による評価額が路線価割

戻評価額を超えるもの（同別紙において「価格調査による額により評価」したとされ

ているもの。）については、当該調査による評価額（甲２３の１～８。以下「簡易鑑

定による評価額」という。）を採用すべきである。 

(b) すなわち、路線価は、「評価上の安全性をも考慮して評定した価額（地価公示価格

と同水準価格の８割程度の価格）」（甲５５）により評定されているものである。本件

においては、Ｔが保有する上記各土地を路線価により評価すると、Ｔの有する各資産

の評価額の合計額のうちに占める「株式等の価額の合計額（相続税評価額によって計

算した金額）」の割合が２５％を超え、Ｔ株式は株式保有特定会社の株式として評価
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すべきこととなる結果、被告の主張によれば１株当たり１万９００２円（本件相続財

産に含まれる６４万６４００株では合計１２２億８２８９万２８００円）となる一方、

路線価と比較してより「時価」に近い価格である路線価割戻評価額及び簡易鑑定によ

る評価額により上記各土地を評価すると、Ｔが株式保有特定会社に該当しないことに

なり、Ｔ株式については原則的評価方式である類似業種比準価額方式により評価すべ

きことになって、その評価額は１株当たり４６５３円（６４万６４００株では合計３

０億０７６９万９２００円）となる。このように、Ｔ株式を評価するに当たり、同社

が保有する資産を評価の安全性を考慮した価額である路線価により評価すると、そう

でない場合と比較して、その評価額が４倍に跳ね上がるというのであるから、上記各

土地を評価通達の定める路線価方式により評価することは著しく不適当であり、それ

以外の、客観的時価を超えることがなく、しかし客観的時価により近似する価額を求

め得るような方法で評価するのが相当である（東京高裁平成１１年８月３０日判決・

税務訴訟資料２４４号４００頁参照）。 

そして、路線価割戻価額及び簡易鑑定による評価額を用いた前記(a)のような評価

方式は、客観的時価を超えることがなく、しかし客観的時価により近似する価額を求

め得るような方法として合理的なものというべきである。 

(c) したがって、Ｔが保有する原告別紙１７記載の各土地の評価額（時価）は、同原

告別紙の各「主張額」欄記載の価額（単位・円）に記載されているとおりである。 

(イ) 本件相続開始時にＵが保有していたＧ社の株式（甲２の１～５の各表１７－５の付表

３No.２参照）の評価について 

前記(ア)ａ(b)のとおり、Ｇ社の株式の１株当たりの評価額は２８８万６６１５円とす

べきであるから、Ｕが保有する４０株評価額は合計１億１４６６万４６００円となる（原

告らの主張のまま。原告別紙１中の「Ｔ以外の株式」と題する表参照）。 

イ 被告の主張の要点 

本件相続開始時に本件各会社が保有していた資産（本件各会社株式を除く。）の評価額は、

①Ｔについては、被告別表１３の「１．資産及び負債の金額（課税時期現在）」欄の「資産

の部」の各「科目」欄（「有価証券（株式及び出資）」欄中の「Ｕ」欄、「合計」欄を除く。）

に対応する各「相続税評価額」欄に記載されているとおりであり、②Ｕについては、被告別

表９の「１．資産及び負債の金額（課税時期現在）」欄の「資産の部」の各「科目」欄（「有

価証券（株式及び出資）」欄中の「Ｔ」欄、「合計」欄を除く。）に対応する各「相続税評価

額」欄に記載されているとおりである。なお、これらの各資産のうち、前記ア(ア)及び(イ)

に掲げられているものに関する被告の主張は、次のとおりである。 

(ア) 本件相続開始時にＴが保有していた資産の評価額について 

ａ Ｕ株式以外の株式 

(a) Ｆの株式 

① Ｆの株式に関する原告らの主張（前記ア(ア)ａ(a)）のうち、仮払金（同①）、事

業税還付金（同②）及び未払固定資産税（同④）に関する部分は、相当なものとい

うべきである。 

② 平成１５年５月にされた減額更正による還付金（前記ア(ア)ａ(a)③）について

は、原告らは、その金額を明らかにする資料等を提出していないが、国税に関する
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ものについては、甲１１の１に記載された原告ら主張額（法人税還付金額について

は、平成１３年３月期１４２６万６６００円及び平成１４年３月期４７８４万１８

００円。消費税還付金については、平成１３年３月期２０９万１３００円及び平成

１４年３月期７４５万０６００円。）のとおりである。一方、地方税に関するもの

（地方税還付金及び事業税還付金）については、平成１３年３月期分については、

甲１１の１に記載された原告ら主張額（地方税還付金２９５万３２００円、事業税

還付金４２１万６１００円）であるが、平成１４年３月期分については、法人税額

が４８２４万７７００円から４０万５９００円に減額となっていることから、地方

税還付金は９９０万３１００円、事業税還付金は１４８１万９７００円ということ

になる。したがって、上記還付金の金額は、合計１億０３５４万２４００円という

ことになる。 

③ 前記①及び②を前提にすると、Ｆの株式の評価額は、１株当たり２万１８３５円

（被告別表２１の第３表「４．株式及び株式に関する権利の価額」欄内の「株式の

評価額」欄の金額）となり、Ｔが保有するＦの株式８１８１株の評価額は、合計１

億７８６３万２１３５円となる。 

(b) Ｇ社の株式 

 ①本件においては、原告らが主張するとおり、１米ドル当たり１０８．５７円とし

て、Ｇ社の保有する資産及び負債の価額の邦貨換算をすることが相当である。②また、

Ｇ社のＨ社に対する２５５万２２６３．５０米ドルの債権については、同社の再生計

画において切り捨てられる金額及び課税時期後５年を経過した日後に弁済されるこ

ととなる部分の金額の合計額２１０万６５２２．１２米ドル（前記①による邦貨換算

後の金額２億２８７０万５１０６円。なお、原告らは、この額を２億２８７０万４０

００円と算定しているが、これは、原告らの計算過程における１ドル未満の金額を切

り捨てているなどの端数計算の相違に起因するものと考えられる。）を除いて評価す

るのが相当である。 

 以上を前提とすれば、Ｇ社の株式の評価額は、１株当たり２８６万６６１４円（被

告別表２２の第３表「４．株式及び株式に関する権利の価額」欄内の「株式の評価額」

欄の金額）となり、Ｔが保有するＧ社の株式９００株の評価額は、合計２５億７９９

５万２６００円となる。 

ｂ 仮払金 

(a) 原告らは、仮払金のうち１１億７４９５万２３００円が法人税に係るものである

旨主張するが、原告らの主張する上記金額は、法人税に係る仮払金９億７３７６万３

６００円及び住民税に係る仮払金２億０１１８万８７００円の合計金額である。そし

て、上記法人税及び住民税に係る仮払金については、原告ら主張のとおり、資産性は

認められない。 

(b) 原告らが資産性がないと主張する仮払金のうち、永年勤続表彰者に係る金員並び

に給与及び海外旅費については、原告らはこれらの仮払金の資産性がないことを立証

する証拠を提出しておらず、また、被告が調査した限りにおいても、原告らの上記主

張を裏付ける事実は見当たらないから、資産性がないものとは認められない。 

ｃ 前払費用 
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 原告らは、前払費用は短期間で費用化されるものであり、資産性がないものであるか

ら、零円で評価すべきである旨主張する。しかし、前払費用の資産計上の要否について

は、課税時期における資産性（財産性）有無により決すべきものであるところ（乙２３）、

原告らは、上記前払費用が資産性がないものであることを立証する証拠を提出しておら

ず、また、被告が調査した限りにおいても、原告らの上記主張を裏付ける事実も見当た

らないから、原告らが主張する前払費用については、資産性がないものとは認められな

い。 

ｄ 外貨預金 

(a) 本件においては、原告らが主張するとおり、１米ドル当たり１０８．５７円とし

てＴが保有する外貨預金の邦貨換算をするのが妥当である。 

(b) 原告らは、Ｉに係る当座預金１３１万１６７２円について、誤った為替相場（平

成１５年５月３１日時点の為替相場である１米ドル当たり１１８．３０円）に基づい

て１万０５７５．９１米ドルを円換算したものであると主張するようであるが、そも

そも、原告らが主張する１万０５７５．９１米ドルを上記為替相場（１米ドル当たり

１１８．３０円）に従って換算しても、１３１万１６７２円とはならない（１万０５

７５．９１米ドル×１１８．３０円≒１２５万１１３０．１５円となる。）。また、甲

１９の２には、平成１５年５月３１日現在のＩの当座預金として１３１万１６７２円

と記載されている一方で、甲１９の４には、ＴがＩの当座預金として１万０５７５．

９１米ドルを保有していることを証する記載は見当たらず、被告の調査した限りにお

いても、１万０５７５．９１米ドルを保有している事実は見当たらない。したがって、

原告らの上記主張は、その金額の算定根拠を欠いている。 

ｅ 機械装置 

 原告らは、特別償却が行われている機械装置について、特別償却を行わなかった場合

の未償却残高４８５億８８２８万３２８１円を評価額とすべきである旨主張する。 

 しかし、被告が主張するＴの株式保有割合約２５．９％（株式保有特定会社の判定上

の割合は、１％未満の端数を切り捨てた２５％となる。）は、Ｔの保有する株式及び出

資の価額の合計額７９５億５１５８万１０００円（被告別表１３の㋑欄の金額）を同社

の総資産価額３０６９億９８３５万５０００円（同別表の①欄の金額）で除して算出さ

れたものであるところ、仮に、上記総資産価額に、原告らの主張する機械装置の未償却

残高の増加額（すなわち純資産価額の増加額）２億００１０万７６２７円を加算して株

式保有割合を算出したとしても同社の株式保有割合は約２５．８％（同別表の㋑欄の金

額７９５億５１５８万１０００円を、同別表の①欄の金額３０６９億９８３５万５００

０円に機械装置の未償却残高の増加額２億００１０万７６２７円を加算し、１０００円

未満の端数を切り捨てた金額３０７１億９８４６万２０００円で除して算出）となるに

すぎず、Ｔが株式保有特定会社に当たるか否かの判定には特段の影響はない。 

 また、Ｔ株式について、評価通達１８９－３に定めるＳ１＋Ｓ２方式により評価する

場合、Ｓ１の金額（株式保有特定会社が有する株式等と当該株式等に係る受取配当収入

がなかったとした場合の同社株式の会社規模に応じた原則的評価方式による評価額。評

価通達１８９－３の(1)）は、類似業種比準方式により評価した金額（被告別表１８⑫

欄の金額）又は純資産価額方式により評価した金額（同別表１８⑬欄の金額）のいずれ
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か低い金額となる（同別表１８⑮欄の金額）。そして、被告主張に係るＴ株式のＳ１の

金額は、類似業種比準方式により評価した金額４５０４円（同別表１８⑮欄の金額）と

なるところ、仮に、同社の資産の価額に、原告らの主張する機械装置の未償却残高の増

加額（すなわち純資産価額の増加額）２億００１０万７６２７円を加算して純資産価額

方式により評価したとしてもなお、類似業種比準方式により評価した金額の方が低額と

なることに変わりはない。なお、Ｔ株式に係るＳ１の金額を類似業種比準方式により算

出する場合に、上記純資産価額の増加額が影響することはなく、したがって、仮に、原

告ら主張に係る機械装置の評価額を前提としても、結局のところ、被告主張に係るＴ株

式の評価額に影響はなく、その結果、Ｕ株式の評価額にも影響がない。 

以上のとおり、仮に、原告ら主張に係る機械装置の評価額を前提としても、被告主張

に係るＴの株式保有特定会社の判定や本件各会社の株式に係る各評価額には何ら影響

はない。 

ｆ 土地 

(a) 株式保有特定会社の判定は、飽くまでも、課税時期において評価会社の有する「各

資産をこの通達に定めるところにより評価した価額の合計額のうちに占める株式及

び出資の価額の合計額の割合」（株式保有割合）が評価通達１８９の(2)に定める基準

（大会社につき２５％、中会社及び小会社につき５０％）を超えているか否かによっ

て行われるべきものであるから、路線価割戻価額を基に株式保有割合を計算するとい

う原告ら主張の方法に合理性がないことは明らかである。 

(b) 原告らは、評価通達は、その６において、同通達に定める評価方式を画一的に適

用すると著しく課税の公平を欠くこととなる場合に、個々の財産の価額に応じた適正

な時価評価が行えるよう定めているところ、本件では、評価の安全性を考慮した結果

として、かえって株価が跳ね上がるという事態が生じているのであり、これは正に、

「評価通達に定める評価方式を画一的に適用することによって実質的な租税負担の

公平を著しく害することが明らかな場合」に当たる旨主張する。 

 しかしながら、そもそも本件各会社株式の評価額は、別紙２「本件各処分の根拠等

に関する被告の主張」の第３の２のとおり算定されるべきであり、当該算定された評

価額が正に適正な評価額であるから、「株価が跳ね上がる」と認識すること自体が誤

りである。 

また、その点はおくとしても、原告らは、路線価割戻評価額により評価すべきもの

とする各土地（原告別紙１７記載の各土地のうち、簡易鑑定による評価額により評価

したもの以外のもの。）について、「評価通達に定められた評価方式を画一的に適用す

ることによって、かえって実質的な租税負担の公平を著しく害することが明らか」な

具体的事情を何ら主張立証していない。原告らは、結局のところ、Ｔの株式保有割合

を引き下げる手段として、同社が保有する土地の一部につき、その評価額をし意的に

引き上げているにすぎない。 

(c) 特定の納税者あるいは特定の相続財産についてのみ評価通達に定める方式以外の

方法によってその評価を行うことは、たとえその方法による評価額がそれ自体として

は相続税法２２条の定める時価として許容できる範囲内のものであったとしても、納

税者間の実質的な租税負担の公平を欠くことになるため許されないというべきであ
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って、評価通達に定める評価方式を画一的に適用することによって、かえって実質的

な租税負担の公平を著しく害することが明らかな場合に初めて、評価通達６により国

税庁長官の指示を受けて評価することとなるというべきところ、原告らは、簡易鑑定

による評価額（甲２３の１～８）によるべきとする各土地（原告別紙１７記載の各土

地のうち、「価格調査による額により評価」したとされているもの。）について、評価

通達に定める評価方式によらず調査価格によるべきとする根拠、すなわち「評価通達

に定められた評価方式を画一的に適用することによって、かえって実質的な租税負担

の公平を著しく害することが明らか」な具体的な事情を一切明らかにしていない。仮

に、原告らにおいて路線価割戻評価額により評価すべきものとした各土地についてと

同様、「本件では、評価の安全性を考慮した結果として、かえって株価が跳ね上がる

という事態が生じて」いることをその根拠とするのであれば、原告らの主張が失当で

あることは、前記(b)で述べたとおりである。 

(イ) 本件相続開始時にＵが保有していたＧ社の株式の評価について 

 前記(ア)ａ(b)のとおり、Ｇ社の株式の１株当たりの評価額は２８６万６６１４円とす

べきであるから、Ｕが保有する４０株評価額は合計１億１４６６万４５６０円となる。 

(2) Ｔが株式保有特定会社（評価通達１８９の(2)）に該当するか否か（争点２） 

ア 原告らの主張の要点 

(ア) 評価通達の定めの非合理性 

ａ 会社の有機的事業体としての価値を反映した上場会社に対する株式市場の評価を基

にして類似業種の非上場会社の株式を評価する類似業種比準方式は、少なくとも上場会

社との比較に適している大会社の株式については、純資産価額方式よりも明らかに優れ

ている。また、会社の有機的事業体としての価値が各会社資産の時価を単純に合計した

ものを上回る保証はなく、純資産価額方式による評価が株式の 低限の価額を示すとい

うこともない。したがって、Ｔのような大会社の株式については、原則として類似業種

比準方式をもって評価すべきであり、純資産価額方式そのもの又は純資産価額方式を加

味した別の評価方式を用いることが許容されるのは、そのような原則からの逸脱に関し

て合理的な必要性が存在する場合において、その必要性の面から合理的な範囲内に限ら

れるものというべきである。 

ｂ 前記ａのとおり、大会社の株式については類似業種比準方式をもって評価するのが原

則ではあるが、株式を保有させる目的で用意した持株会社に保有株式を譲渡して、その

譲渡された株式の時価が持株会社の株式の評価額に反映されないような状態を作出す

ることによる節税ないし租税回避行為に対応するため、そのような持株会社の株式につ

いて、類似業種比準方式ではなく、純資産価額方式又は純資産価額方式を加味した評価

方式を用いることは合理的であり、その意味では、株式保有特定会社の株式について特

別の評価方式が設けられていること自体には合理性がある。 

 しかし、資産中に占める土地等の割合が７０％以上（土地等以外の資産の割合が３

０％以下という非常に低い割合）となっている会社のみを土地保有特定会社とする評価

通達１８９の(3)に定める土地保有特定会社に関する基準とは異なり、大会社につき株

式保有割合が２５％で株式等以外の資産の割合が７５％と相当高い割合となっている

会社をも一律に株式保有特定会社とする同通達１８９の(2)の定める基準は、合理性に
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欠ける。すなわち、そのような基準では、被告の主張するように、平均的な会社におけ

る株式等以外の資産の割合が８０％台であったとしても、それが７５％へと平均的な会

社のそれから多少低下するだけで、株式保有特定会社に該当することになってしまい、

問題であるし、類似業種比準方式において標本会社とされる会社には、株式保有割合が

１００％に近い持株会社も含まれており、形式的に株式保有割合が高い持株会社である

ことのみをもって、類似業種比準方式による評価という原則から逸脱する合理性はない。

節税ないし租税回避行為としての要素が現に存在するか、少なくともそのような要素の

存在が明らかに推認できるような状況において初めて、株式保有特定会社の株式として

の特別の評価方式を用いることに合理性があるというべきである。 

ｃ 被告が評価通達１８９の(2)に定める基準の合理性の根拠として掲げる法人企業統計

に基づく数値でも、有価証券が総資産に占める割合は、本件相続が生じた平成１５年度

において１７．３９％であり、２５％から大きく離れた数値とはいえない。しかも、か

かる法人企業統計に基づく数値は、簿価に基づく数値であって、一般的な企業における

時価による株式保有割合が１０％台であることについては何も裏付けがないところ、時

価と簿価はかい離していることが一般的であるし、かかる時価と簿価のかい離が非常に

大きなものとなっていることもよくあることである（Ｔも、簿価によれば株式保有割合

は約３．６％である。）。被告は、あたかも原告らの側で一般的な企業における時価によ

る株式保有割合が２５％以上であることを示す必要があるかのように主張するが（後記

イ(ア)ｅ）、株式保有割合２５％以上という基準の合理性については、そのような基準

を定立した被告側においてその裏付けを示すべきである。 

ｄ 例えば、株式保有割合５０％超というようなその数値だけで持株会社と分類すること

に合理性のある数値を用いるのならばともかくとして、株式保有割合２５％以上という

数値のみをもって持株会社と位置づけることは通常はない数値であり、かつ、一般的な

企業における株式保有割合と著しくかい離していることが明らかでもない数値をもっ

て、一律に株式保有特定会社としてしまうという基準は、相当ではない。株式保有割合

２５％以上という数値を用いるのならば、せいぜい株式保有割合２５％以上の会社につ

いては節税ないし租税回避行為としての要素が存在するか否かを重点的に審査すると

でもいうように、株式保有特定会社としての 終的な認定に必ずしも直結しない基準と

して用いるのが、合理性の面から許容できる限度であるものというべきである。 

(イ) 評価会社と他の会社との間で株式の持ち合い関係がある場合における、株式保有割合

の計算方法 

ａ 通達は、税務当局における法令の統一的な執行を確保する機能を果たすための上級行

政庁から下級行政庁への命令ないし指針であり、税務当局における一種のマニュアルと

しての役割を果たすものである。通達に正面から定められていない事項につき、通達の

部分的な文言にこだわり、それ自体を解釈の対象とするのは、マニュアルに正面から定

められていない事項につき、その部分的な文言にこだわり、それのみに基づきマニュア

ル対象業務の解決を図ろうとするのと同様であって、正しい手法とはいえない。 

 評価通達１８９の(2)は、評価会社の株式保有割合の計算において分母及び分子に当

てはめるべき評価会社の各資産の評価につき、「この通達に定めるところ」による旨を

定めているところ、同項が株式保有割合という株式保有特定会社に該当するか否かの基
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準に関する定めであることからすれば、同項にいう「この通達に定めるところ」とは、

同通達のそれ以外の部分を指すと考えるのが自然であるとも考えられるのであって、そ

こに株式保有特定会社等の株式の評価に関する定めも含まれるのかどうかは、同通達の

文言自体から明らかなわけではなく、評価会社が保有する他の会社の株式の評価につき、

当該他の会社が株式保有特定会社に該当することを考慮しなければならないかどうか

につき正面から答える定めが同通達にあるわけでもない。 

ｂ 被告が主張するように、評価会社の株式保有割合を計算するに当り、評価会社と株式

の持ち合い関係がある他の会社が株式保有特定会社に該当するか否かを判断しなけれ

ばならないとすると、当該他の会社が保有する株式を発行している評価会社が株式保有

特定会社に該当するか否かをまず判断しなければならないことになるから、判断しなけ

ればならないことが堂々巡りをしてしまう結果となり、妥当ではない。評価会社が株式

保有特定会社に該当するか否かを判断するために評価会社の株式保有割合を計算する

場合において、評価会社と他の会社との間で株式の持ち合い関係があるときは、当該他

の会社が株式保有特定会社に該当するか否かに関係なく、評価会社が保有する当該他の

会社の株式を原則的評価方式で評価して評価会社の株式保有割合を計算すべきである。 

 平成１６年１２月に東京国税局課税第一部の資産課税課及び資産評価官が作成した

資産税審理研修資料（甲４）においても、上記のような株式保有割合の計算方法が支持

されている。被告は、甲４は、簡便性の見地から採り得る判定方法として示されたもの

にすぎず、本件においてはそのような簡便な判定方法を用いるのは合理性がない旨主張

するが、いくら精緻な計算により株式保有割合を計算しようとも、その計算された株式

保有割合が２５％以上であることにより、持株会社としての実態があることが裏付けら

れるとはいえないし、ましてや節税ないし租税回避行為としての要素があるなどとは結

論付けられない。そうである以上は、株式保有割合を無駄に精緻に行うことよりも、持

株会社としての実態があるか否かを考慮する方が、株式保有特定会社の株式としての特

別の評価方式を用いる場合を画する基準として、はるかに合理的である。 

(ウ) Ｔが株式保有特定会社に該当しないこと 

ａ Ｔは、５０００人以上の従業員を擁し、化粧品、シャンプー・リンス、薬品、洗剤、

食品等のペットボトル、容器等の製造販売により売上高１８８２億円を有する一流企業

であり、また、被告の主張によっても、Ｔの株式保有割合は２６％程度であって、それ

は異常と決め付けられるような数値ではない。上記のように大半のリソースは自ら行う

事業に用いており、またほとんどの利益は自ら行う事業から得ているＴは、株式保有目

的の持株会社には該当せず、ましてや原告ら株主が本来直接保有しているはずの株式を

間接保有に切り替えるために用意した持株会社ではない。したがって、前記(ア)ｄにお

いて述べたとおり、株式保有割合２５％以上という基準を、節税ないし租税回避行為と

しての要素が存在するか否かを重点的に審査する対象を画するというような株式保有

特定会社としての 終的な認定に必ずしも直結しない基準として用いた場合、Ｔは、株

式保有特定会社として取り扱われるべき会社ではない。 

ｂ 別紙３「相続税額に関する原告らの主張」第１の１の第１段落のとおり、本件各会社

がそれぞれ保有する資産等を本件各異議決定及び本件各裁決に記載されている価額で

評価した場合（ただし、Ｔ保有のＵ株式は、前記(イ)ｂにおいて述べたところに従い、
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原則的評価方式により評価した。）であっても、Ｔの株式保有割合は約１８％にすぎず、

大会社を株式保有特定会社と評価すべき基準として評価通達１８９の(2)が定める２

５％を下回るので、Ｔが株式保有特定会社に当たらないことは明らかである。 

ｃ 仮に、被告主張のとおり、株式保有割合の計算に当たってＴ保有のＵ株式を株式保有

特定会社の株式として評価すべきものであるとしても、前記(1)アにおいて述べた本件

各会社の保有する資産等の正しい評価額を反映させると、別紙３「相続税額に関する原

告らの主張」第１の１の第２段落のとおり、Ｔの株式保有割合は約２４．６％となり、

２５％に達しないことになるから、やはりＴは株式保有特定会社に当たらないこととな

る。 

ｄ 被告は、株式保有割合を算出する算式の分子となる「株式及び出資の価額の合計額」

に含めていなかったＪ優先株式（甲２の１～５の各表１－５の付表４のNo.１参照）に

つき、評価通達１８８－４及び１８８－５の定めを挙げるとともに、国税庁のホームペ

ージに掲載された種類株式の評価に関する質疑応答事例の写し（乙３１）を提出して、

同通達１８９の(2)にいう「株式」とは旧商法上の株式をいうから、上記「株式及び出

資の価額の合計額」に含めるべきものである旨主張する。 

 しかし、評価通達１８８－４及び１８８－５は、いずれも特殊な種類株式の評価に関

する定めであって、「株式」の意義について定めたものではなく、また、乙３１におい

ても「株式とは何か」が定義されているわけではないから、上記のような被告の主張の

根拠とはならない。乙３１では、被告のいう「Ｊ優先株式とその内容がほぼ同一の株式」

を、株式であるにもかかわらず「利付公社債」という債券に準じて評価すべきものとさ

れているのであるから、株式保有特定会社の判定に際して問題となる「株式」の解釈に

当たっても、実質的に債券と同様の性質を有する株式はこれを除くという結論を導くこ

とも容易である（本件各異議決定においては、このように解釈したからこそ、わざわざ

「有価証券（株式及び出資）」とは区別して「有価証券（その他）」という項目を立てた

上で、Ｊ優先株式を後者に含めることとし、その価額を「株式及び出資の価額の合計額」

から除外したのではないかと考えられる。）。 

 また、仮に、Ｊ優先株式の価額が「株式及び出資の価額の合計額」に加算されるとし

ても、Ｔの株式保有割合が２５％未満となることに変わりはない。 

イ 被告の主張の要点 

(ア) 財産評価の原則と評価通達の定めの合理性 

ａ 相続税法２２条にいう「時価」とは、相続開始時における当該財産の客観的な交換価

格をいうものと解すべきであるが、課税実務上は、評価通達に定められた画一的な評価

方式によって相続財産を評価することとされている。これは、相続財産の客観的な交換

価格を個別に評価する方法を採ると、その評価方式、基礎資料の選択の仕方等により異

なった評価額が生ずることを避け難く、また、課税庁の事務負担が重くなり、課税事務

の迅速な処理が困難となるおそれがあること等から、あらかじめ定められた評価方式に

より画一的に評価する方が、納税者間の公平、納税者の便宜及び徴税費用の節減という

見地から見て合理的であるという理由に基づくものと解される。 

 そうすると、特に租税平等主義という観点からして、評価通達に定められた評価方式

が合理的なものである限り、これを画一的に適用するという形式的な平等を貫くことに
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よって、かえって実質的な租税負担の公平を著しく害することが明らかな場合を除き、

特定の納税者ないし相続財産についてのみ同通達に定める方式以外の方法によって評

価を行うことは、その方法による評価額がそれ自体としては相続税法２２条の定める時

価として許容できる範囲内のものであったとしても、納税者間の実質的負担の公平を欠

き、許されないというべきである。殊に、本件各会社株式のような取引相場のない株式

にあっては、市場価格が形成されていないため、合理的と考えられる評価方式によって

時価を評価するほかなく、同通達の定める評価方式が合理性を有する限り、それによっ

て得られた評価額をもって「時価」と推定することを妨げないというべきである。 

ｂ 評価通達は、評価会社の事業規模に応じて異なる評価方式を採用し、そのうち類似業

種比準方式は、大会社（上場会社に匹敵するような事業規模の評価会社）の株式につい

て適用される方式である。 

 しかし、大会社の中には、上場会社に比べて会社の総資産のうちに占める各資産の保

有状況が株式や土地などの特定の資産に偏った会社等も見受けられる。このような会社

の株式の価額は、その保有する株式や土地等の価値に依存する割合が高いものと考えら

れ、かかる会社の株式については、一般の評価会社に適用される類似業種比準方式によ

り適正な株価の算定を行い難く、同方式による評価額と適正な時価との間に開差を生ず

ることになる。そして、この開差がこれを利用した租税回避行為の原因にもなっている

ことから、課税の公平の観点から、そのような開差の是正及び評価の一層の適正化を図

る目的で、平成２年８月３日付け直評１２・直資２－２０３をもって評価通達の一部改

正（この改正を、以下「評価通達の平成２年改正」という。）が行われたものであり、

同改正により定められた同通達１８９は、評価会社の資産の保有状況、営業の状態等が

一般の会社と異なる「株式保有特定会社」等の株式につき、「特定の評価会社の株式」

として特別な評価方式により評価することとした（具体的な評価方式は、同通達１８９

－２以下において定められている。）。 

ｃ ①株式保有特定会社に該当するか否かを判断する際の株式保有割合を大会社２５％、

中会社及び小会社５０％とし、②株式保有特定会社の株式の評価方式としてＳ１＋Ｓ２

方式を設けた評価通達の平成２年改正の背景と趣旨について、当該改正当時の担当官は、

次のとおり説明している（乙１１）。 

(a) 前記①について 

 株式保有割合２５％又は５０％という基準は、当時の会社の株式保有割合の実態を

調査した上で設けたものであるところ、大会社についての２５％という数値自体、一

般の会社に比べたらかなり異常な数字である。すなわち、法人企業統計等では、資本

金１０億円以上の会社の株式保有割合７．８％との数字があるが、これを実際の相続

税評価額ベースに直すとそれを若干下回ると考えられ、２５％でも一般会社の３、４

倍という数字になるから、そこで線引きをする理由はある。 

(b) 前記②について 

 株式保有特定会社の株式の評価においてＳ１＋Ｓ２方式が採用された理由は、純資

産価額方式に対して簡便法を設ける必要があることと、実際に事業を行っている部分

について、類似業種比準方式をできるだけ認めたいということの２点にある。 

ｄ(a) 甲５においては、評価通達１８９の(2)において株式保有特定会社に該当する基準
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が大会社につき株式保有割合２５％と定められている根拠につき、大会社に属する会

社の株式保有割合の実態を調査した上で、その平均的な保有割合の倍くらいの数値と

して２５％の基準を設定した旨述べられている。これを法人企業統計（乙１２の１・

２）の数字で実際に確認してみると、平成元年度（調査期間は平成元年４月１日～平

成２年３月３１日）では、資本金１０億円以上の金融業及び保険業を除くすべての業

種の営利法人（本邦に本店を有する合名会社、合資会社、合同会社及び株式会社をい

う。）全数について、流動性資産の「有価証券」（売買目的有価証券及び１年内に満期

の到来する有価証券等をいう。）と固定資産の「投資有価証券」（関係会社株式等が投

資有価証券に区分される。）を合計した有価証券（以下、単に「有価証券」という。）

の全資産（ただし、評価通達により純資産価額を計算する際、「繰延資産」は資産に

計上していないことから、当該計算においても控除。以下同じ。）に占める割合は１

１．７８％であり、固定資産の「投資有価証券」のみが総資産に占める割合は７．３

８％である。また、評価通達改正年の平成２年度（調査期間は平成２年４月１日から

平成３年３月３１日）の上記営利法人における、有価証券が総資産に占める割合は１

２．３０％であり、固定資産の「投資有価証券」のみが総資産に占める割合は７．８

８％であって、上記の２５％という基準の根拠とされた数値と整合している。 

 なお、これを相続開始日である平成１６年２月２８日を含む平成１５年度（調査期

間は平成１５年４月１日～平成１６年３月３１日）について確認すると、上記営利法

人において、有価証券が総資産に占める割合は１７．３９％であり、固定資産の「投

資有価証券」のみが総資産に占める割合は１６．３１％である（乙１３）から、上記

通達改正当時の数値に比し、資本金１０億円以上の法人における株式保有割合は上昇

している。この理由としては、①平成９年の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関

する法律（以下「独占禁止法」という。）の改正により、持株会社の規制が解かれた

ことや、②当該持株会社が解禁されたことを契機として、企業の組織再編に必要な商

法等の整備が進められたことなどが挙げられるが、当該数値は、評価通達１８９の(2)

に定める２５％の基準に比し、なお低い水準であって、平成１５年度の法人企業統計

に表れた株式保有割合の数値が、平成２年の評価通達改正時における平成元年度及び

同２年度の各数値よりも高いことをもって、上記評価通達１８９の(2)が定める基準

が直ちにその合理性を失うものではない。 

(b) また、評価通達１８９－３に定めるＳ１＋Ｓ２方式については、前記ｃ(b)のとお

り、株式保有特定会社においても実際に事業を行っていることが評価額に反映される

ようにするために、本来の事業に係る部分については類似業種比準方式により評価す

ることを認め、評価会社の所有する資産のうち株式等についてのみ純資産価額として

の価値を反映させようとするものであり、それらの株式等の影響を排除した後の「一

般の評価会社」としての会社の事業実態に応じた原則的評価方式による評価額をも併

せ考慮しているのであるから、このようなＳ１＋Ｓ２方式によって評価することも株

式保有特定会社の株式の評価方式として合理的な方法というべきである。 

ｅ 法人企業統計における企業の有する資産の価額が簿価に基づき計算されていること

は否定しないが、各企業によって、所有する資産の種類、取得時期及び取得価額、有価

証券の時価等は千差万別であり、全ての法人について、簿価により株式保有割合を算出
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した方が相続税評価額により算出されたそれよりも割合が低くなるというような状況

になるとは限らない。むしろ、乙１１でも指摘されているように、相続税評価額に置き

換えることによって土地の含み益も顕在化することになるから、その場合、株式保有割

合は更に低いものになることが十分想定される。したがって、平成１５年度において、

法人企業統計の対象法人における株式保有割合を時価に基づいて計算すると、法人企業

統計に基づく平均値を超えて２５％以上となっているものと見ることはできないから、

評価通達１８９の(2)に定める前記ｃ①の基準（大会社に関するもの）が不合理である

とはいえない。 

(イ) 評価会社と他の会社との間で株式の持ち合い関係がある場合における株式保有割合

の計算方法に関する原告らの主張について 

ａ 原告らは、評価会社と評価会社が保有する株式の発行会社との間で株式の持ち合い関

係がある場合には、当該発行会社が株式保有特定会社に該当するか否かに関係なく、そ

の評価会社が保有する株式を原則的評価方式で評価して評価会社が株式保有特定会社

に該当するか否かを判断することが妥当であり、甲４によれば、このような判定方法は

税務当局においても採用されているなどと主張する。 

 しかし、評価通達１８９の(2)は、評価会社の株式保有割合の算定に当たっては「評

価会社の有する各資産をこの通達に定めるところにより評価した価額」による旨定めて

いるのであるから、評価会社の保有する取引相場のない株式についても「この通達に定

めるところにより評価」すること、すなわち、同通達１８９が準用する同通達１７８た

だし書にいう「特定の評価会社の株式」に当たるか否かを考慮した上で、評価会社の株

式保有割合を決定することは明らかである。また、甲４は、その体裁から明らかなとお

り、東京国税局管内の資産課税部門の審理担当職員が担当する納税相談事務ないし納税

申告書等の審理事務に資する目的の下、各税務署等に寄せられた個別の相談事例を基に

して各法令や関係通達の適用に当たり留意すべき事項を掲載した部内研修の資料であ

り、その位置付けは飽くまで研修教材にすぎないのであって、税務執行に当たり統一的

に事務処理を行うための基準を定めた行政部内における上級官庁から下級官庁に対す

る職務命令である通達とはその性格をおよそ異にするものである。 

ｂ 甲４に記載された株式保有特定会社該当性の判定方法（以下「甲４記載の判定方法」

という。）は、以下の考え方に基づくものである。 

 すなわち、評価会社と同社が保有する取引相場のない株式の発行会社の間で相互に株

式を持ち合っている場合には、一方の会社の総資産価額（相続税評価額）の計算上、他

方の会社の株式の価額が影響し、これが互いに連鎖することから、株式保有割合、すな

わち各社が株式保有特定会社に当たるか否かについても一義的に確定できない場合が

あり、かかる場合は、いずれか一方の会社が株式保有特定会社に該当するか否かを判定

するに先立ち、他方の会社の株式に係る評価上の区分（評価方式）を仮に決定し、その

価額を算定しなければならないという循環に陥ることになる。この点、理論上は、相互

に取引相場のない株式を持ち合っている各評価会社の一方が「株式保有特定会社」に当

たるか否かの判定に当たっては、他方の会社の株式についても純資産価額方式（相続税

評価額）により評価した価額をもって算定するのが相当であると考えられるが、その一

方で、評価会社が保有する取引相場のない株式の発行会社の中には上場会社に匹敵する
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ような事業規模の会社もあり、それらの会社の株式について一律に純資産価額方式（相

続税評価額）によるとすることは、評価通達の合理性を担保している一要素である納税

者の便宜及び徴税費用の節減という「簡便性」の見地に照らし、煩瑣な点は否定できな

いことなどからすれば、相互に株式を持ち合う各評価会社のいずれもが株式保有特定会

社に当たるか否かを一義的に確定できない場合は、株式保有割合の算定に当たり、ある

程度簡便性に考慮した方法によることも許容されるものと解され、株式保有割合が極め

て高い場合（明らかに株式保有特定会社に当たるような場合）などではない限り、相互

保有株式につき「一般の評価会社」に適用される事業規模に応じた原則的評価方式によ

る価額をもって評価会社の株式保有割合を算定することにも相応の合理性があると考

えられる。そこで、甲４においては、相互に株式を持ち合っている評価会社がそれぞれ

「株式保有特定会社」に該当するか否かを判定するに当たっては、原則として双方の会

社の株式を事業規模に応じた原則的評価方式で評価し、株式保有割合を算定することと

しているのである（同号証１３１ページ）。 

 このように、甲４記載の判定方法は、相互に株式を持ち合っている評価会社がそれぞ

れ「株式保有特定会社」に該当するか否かを判定するに当たり、そのいずれもが「株式

保有特定会社」に該当するか否かが不明な場合において、専ら簡便性の見地から採り得

る判定方法として示されたものであって、その研修教材としての性格から、自ずと一般

的・標準的な事例に対して採用されることを想定したものである。したがって、甲４記

載の判定方法を個別事案に対して採用するに当たっては、相続税法２２条にいう「当該

財産の取得の時における時価」に照らして妥当性があるか否かを検証することが不可欠

である。甲４記載の判定方法は、本件のように相互に株式を持ち合う評価会社の一方が

明らかに株式保有特定会社に当たるような事例にまで一律に採り得る方法として示さ

れたものではない。 

ｃ これを本件についてみれば、①Ｕは、保有するＴ株式を除いても株式保有特定会社に

該当するのであって（別紙２「本件各処分の根拠等に関する被告の主張」第３の１(4)

ウ）、Ｕ株式の評価上の区分は一見して明らかであるから、本件は、そもそも、甲４記

載の判定方法が前提とするような、相互に取引相場のない株式を持ち合う各評価会社の

株式の評価方式を決定するに当たり、一方の株式の評価方式を仮に決定しなければなら

ないという循環に陥る事例ではない。②また、評価通達１８９の(1)～(5)に掲げる「特

定の評価会社の株式」について、類似業種比準方式の適用を制限し、あるいは排除し、

原則として純資産価額方式（相続税評価額）により評価することとしている（同通達１

８９－２～１８９－５）理由は、そのような会社の株式については類似業種比準方式に

より適正な株価の算定を行い難いという点にあるが、本件のように相互に株式を持ち合

う一方の会社が一見して「特定の評価会社」に該当する事例においても、同社株式につ

き事業規模に応じた原則的評価方式による価額をもって他方の会社の株式保有割合を

算定すると、評価通達１８９の(2)が準用する同通達１７８ただし書の定めに背理し、

評価通達が評価の適正化を図るため「特定の評価会社の株式」という評価上の区分を設

け、別途評価方式を定めた評価通達の平成２年改正の趣旨をも没却する。③さらに、原

告らも、仮に本件においてＵがＴ株式を保有していなかったとした場合、すなわち、両

社が株式の持ち合い関係にない場合には、Ｔの株式保有割合を算定するに当たり、同社
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が保有するＵ株式につき株式保有特定会社の株式として評価することを争うものでは

ないと考えられるが、原告らの主張に従うと、この場合、ＵがＴ株式をわずか数株でも

保有するに至り、両社が株式の持ち合い関係になりさえすれば、Ｕ株式は併用方式によ

り評価することになって不合理である。 

 このように、Ｔの株式保有割合の算定に当たり、総資産の大半を株式等で占めている

Ｕ株式をあえて「一般の評価会社」に適用される併用方式により評価するということに

は合理性が認められず、Ｔの株式保有割合は、Ｕ株式につき「株式保有特定会社の株式」

として評価した価額をもって算定すべきである。 

(ウ) Ｔが株式保有特定会社に該当すること 

ａ 前記(1)イにおいて述べた本件各会社の保有する資産等の評価額を前提とすれば、別

紙２「本件各処分の根拠等に関する被告の主張」第３の１(4)オの第１段落のとおり、

Ｔの総資産価額（相続税評価額）は３０６９億９８３５万５０００円となり、そのうち

株式等の価額（評価通達１８９の(2)における「株式及び出資の価額の合計額」）は７９

５億５１５８万１０００円となるから（被告別表１３の㋑の金額）、Ｔの株式保有割合

は、約２５．９％となり、Ｔが株式保有特定会社に該当することは明らかである。 

ｂ なお、別紙２「本件各処分の根拠等に関する被告の主張」第３の１(4)オの第２段落

のとおり、本件各更正処分（ただし、本件各再更正処分による減額前のもの。）におい

て、Ｊ優先株式については、評価通達１８９の(2)における「株式及び出資の価額の合

計額」には含まれないものとされていたが、同通達１８８－４及び１８８－５の定めに

おける「株式」の意義との対比からすれば、Ｊ優先株式もその価額を同通達１８９の(2)

における「株式及び出資の価額の合計額」に含めるべき株式に当たるものというべきで

あるから、Ｔの株式保有割合の算定上の「株式及び出資の価額の合計額」は、Ｊ優先株

式の価額１０億円を含む７９５億５１５８万１０００円（被告別表１３の㋑の金額）と

すべきである。 

 ただし、Ｊ優先株式をもって、その価額を同通達１８９の(2)における「株式及び出

資の価額の合計額」に含める株式に当たらないものと解してＴの株式保有割合を算定し

たとしても、（７９５億５１５８万１０００円－１０億円）÷３０６９億９８３５万５

０００円≒２５．５％となるから、Ｔが株式保有特定会社に該当することに変わりはな

い。 

(3) 本件各会社株式の「時価」（相続税法２２条）の評価方式及びその金額（争点３） 

ア 原告らの主張の要点 

(ア) Ｔ株式につき原則的評価方式を用いるべきこと 

 既に述べたとおり、Ｔは株式保有特定会社には該当しないから、Ｔ株式の時価について

は、評価通達１７９に定める原則的評価方式（大会社であるＴにおいては同通達１７９の

(1)に定める方式）によるべきである。したがって、本件相続開始時点におけるＴ株式の

時価は、１株当たり４６５３円（本件相続財産に含まれる６４万６４００株では、合計３

０億０７６９万９２００円）ということになる（別紙３「相続税額に関する原告らの主張」

第１の２(2)）。 

 なお、Ｕ株式については、株式保有特定会社の株式として評価することになるところ、

上記のようなＴ株式の時価、前記(1)アにおいて述べたＵ保有の資産及び負債の価額（原
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告別紙１参照）等を前提とすれば、本件相続開始時点におけるＵ株式の時価は、１株当た

り１万９１３２円（本件相続財産に含まれる１７万８２００株では、合計３４億０９３２

万２４００円）ということになる（別紙３「相続税額に関する原告らの主張」第１の２(2)）。 

(イ) 原告らが本件申告において用いた評価方式の合理性 

ａ 原告らは、本件申告において、本件各会社がいずれも株式保有特定会社に該当するこ

とを前提とした上で、まずＵが保有するＴ株式の類似業種比準方式に基づく価額を基に

Ｕ株式をＳ１＋Ｓ２方式で評価し、その結果得られたＵ株式の評価額を基にＴ株式をＳ

１＋Ｓ２方式で評価して、本件相続に係る相続財産中の本件各株式の評価額（時価）を

算出したものであるが、これは次のような考え方に基づく。 

 すなわち、いずれも株式保有特定会社であるＡ社及びＢ社が互いの株式を持ち合って

いる場合に、両社の株式を純資産価額方式ないしＳ１＋Ｓ２方式で評価しようとすると、

いずれの会社についても保有する持合い株式が当該会社の発行する株式の評価に影響

を与えてしまい、評価が循環してしまうという問題が生ずる。そこで原告らは、２つの

株式保有特定会社が株式の持合いを行っている場合に、まず出発点としてどちらかの株

式の評価を決めなければならないとすれば、持合い株式の価額による評価の影響を比較

的受けにくい方の会社の株式をまず出発点として決めるのが適切であると考え、本件で

は、Ｔの方がＵより株式保有割合が低いことは明白であり、また、既に述べたとおりＴ

は上場企業と何ら変わらない事業実態があるので、Ｕ株式の価額によりＴ株式の評価が

受ける影響は比較的軽微であることが合理的に推測できることから、まず、Ｕ株式をＳ

１＋Ｓ２方式で評価するために用いるＵ保有のＴ株式の価額を算出する目的に限定し

て、Ｔ株式を類似業種比準方式により評価した。これは、たとえ 終的には相続財産と

してのＴ株式を純資産価額方式ないしＳ１＋Ｓ２方式で評価する必要があるとしても、

上場企業と変わらない事業実態があり、かつ、保有するＵ株式の価額により評価に影響

を受けにくい会社の株式であるＴ株式を、まず評価の循環を絶つ目的で、Ｔ保有のＵ株

式の評価を決めずに実行できる唯一の評価方式である類似業種比準方式を用いて評価

することが、適切かつ も問題の少ない方法であると考えられたからである。 

 本件申告において原告らが用いた上記のような評価方式は、① 終的には通達に定め

る株式保有特定会社の株式の評価方式を用いて本件各会社株式を評価していること、②

一連の評価の過程においては類似業種比準方式を用いてはいるが、それは相続財産につ

いてではなく、持合い株式について評価の循環を絶つのに必要な限度で用いるのみであ

ること、③Ｔは、上場企業と変わらない事業実態があり、株式保有割合も低く、その株

式の評価に類似業種比準方式を用いることに本来問題はないはずであること、④保有す

る株式の価額に影響されずに評価する唯一の方式が類似業種比準方式であること、⑤ま

ず、持合い株式の価額による評価の影響を比較的受けにくい方の会社の株式につき、保

有する株式の価額に影響されない方式で評価するなど、持合い株式に関する評価の循環

の絶ち方による影響を 小限にすることにも 大限の配慮を払っているものというべ

きことに照らせば、評価の循環をどこかで絶たなければならないという所与の条件の下

では極めて合理的なものであったというべきである。 

ｂ 被告別表１４－３の「本件設例１」においては、Ａ社及びＢ社の間に株式の持ち合い

はなく、Ａ社株式が２億円、Ｂ社株式が２０００万円であるから、Ａ社の純資産額（持
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ち合い株式は含まれない。）の額は２億円であり、Ｂ社の純資産額（持ち合い株式は含

まれない。）の額は２０００万円ということになる。ところが、同「本件設例２」にお

いて調整計算を行わない場合として示されている計算においては、Ａ社株式の１株当た

りの価額は「（200,000,000円＋20,000,000円×90％）÷100,000株」であり、Ｂ社株式

の１株当たりの価額は「（20,000,000円＋200,000,000円×80％）÷2,000株」であると

されているから、Ａ社のＢ社株式を除いた純資産額は２億円であり、Ｂ社のＡ社株式を

除いた純資産額は２０００万円であることが前提とされているように見受けられるが、

Ａ社のＢ社株式を除いた純資産額が２億円であるならＡ社の純資産額は２億円より高

いはずであり、Ｂ社株式の１株当たりの価額の計算においてＡ社株式分として加算され

る金額は「200,000,000円×80％」より大きいはずであるし、また、Ｂ社のＡ社株式を

除いた純資産額は２０００万円であるならＢ社の純資産額は２０００万円より高いは

ずであり、Ａ社株式の１株当たりの価額の計算においてＢ社株式分として加算される金

額は「20,000,000円×90％」より大きいはずである。つまり、被告が「本件設例２」に

おいて調整計算を行わない場合として示している計算の中では、持合株式の評価におい

て、その持合株式の発行会社が保有する持合株式の存在を完全に無視しているから、そ

れぞれの株式が過少に評価されるのは当たり前である。 

 原告らが主張する前記ａの方式においては、本件相続財産中のＴ株式をＳ１＋Ｓ２方

式により評価する中で、Ｔ保有のＵ株式をＳ１＋Ｓ２方式により評価してその価値を反

映させており、また、本件相続財産中のＵ株式につきＳ１＋Ｓ２方式で評価する中で、

Ｕ保有のＴ株式の評価には類似業種比準方式を用いているが、Ｔ株式の類似業種比準価

額は、Ｔ保有のＵ株式の価額を含むＴの純資産価額や、Ｔがその保有するＵ株式につき

受ける利益を含むＴの利益などに基づいて計算されており、Ｔ保有のＵ株式の価値が反

映されているのであって、原告らの主張は、被告が「調整計算を行わない場合」として

示しているものとは完全に異なるものである。 

(ウ) 本件において被告が主張する評価方式は納税者に対して強制されるべきものではな

いこと 

ａ 取引相場のない株式の評価方式においては、同じ株式の評価でも様々な合理的な評価

方式が存在する可能性がある。もちろん、課税事務処理の合理化や公平性の観点から、

通達に規定される典型的な場面における評価方式の統一化という要請はあるものの、通

達に少なくとも直接的には規定されていないような非典型的な場面における評価方式

については、これを税務当局の考えに基づき統一化しようとすることは、税務当局の独

断専行というべきものである。相続税につき採られている申告納税方式は、納税者の申

告における判断を第一とし、それに誤りがある場合にのみ税務当局が更正をすることに

より税額を確定させていく課税方式であり、納税者の申告における判断が特に「誤り」

に該当しないのに、税務当局の判断で納税者の申告における判断を覆すのは、申告納税

方式の基本的な考え方に反する。相続税のような申告納税方式が採られている税に関し

ては、通達に直接的な定めがない評価に関する問題については、納税者が申告において

採用した方式が合理的である限り、更正の対象とすべきではない。 

ｂ 株式を持ち合う関係にある２つの株式保有特定会社の一方が大会社である場合にお

いては、本件において被告が適用を主張する連立方程式を用いた評価方式は、納税者が
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申告において採用した合理的な評価方式を排除してまで適用を強制されるべきもので

はない。通達に直接的に定められている評価方式であれば、合理性がある限りは、他に

も合理的な方法があり得る場合であっても、通達に定める方式で統一することも正当化

されるかもしれないが、被告が主張する評価方式は、公刊物でない文献（乙８）や、公

刊物でも単に筆者の「個人的見解」を示しただけの文献（乙９、１０）において示され

ているものにすぎず、そのような評価方式が他の合理的な評価方式を排除すると解する

のは不当であり、そのような理解は、納税義務の発生についての予測可能性の確保とい

う意味での租税法律主義に反する。 

 しかも、これらの文献の事例では、株式の持ち合いをしている会社がいずれも中会社

ないしは小会社であって、評価会社が保有する株式の評価に直ちに左右されずに評価会

社の株式の評価を決める方法として根拠ある評価方式がないため、通達所定の評価方式

の欠如という問題の解決を図って連立方程式に基づく数式を編み出しているものと考

えられる。これに対し、本件のように株式を持ち合う関係にある２つの株式保有特定会

社の一方が大会社である場合には、前記(イ)のとおり、原則的評価方式である類似業種

比準方式は、評価会社の保有株の評価に直ちに左右されないため、まず出発点としてそ

の大会社の株式でもう一方の会社に保有されるものを類似業種比準方式で評価し、それ

を基に当該もう一方の会社を純資産価額方式ないしＳ１＋Ｓ２方式で評価した上で、出

発点において類似業種比準方式で評価した大会社の株式も純資産価額方式ないしＳ１

＋Ｓ２方式で評価するという合理的な方法があるので、連立方程式に基づく数式を用い

なくとも、合理的な評価計算を行うことが可能であり、状況が異なる。 

ｃ 被告が主張する評価方式は、相続財産である個人保有の株式保有特定会社Ａ社の株式

と株式保有特定会社Ｂ社の保有するＡ社の株式とは、その評価において必ず合致しなけ

ればならないとの考え方を前提としたものであると思われる。 

 しかし、上記のような前提を採ることが相当であるとは考えられない。確かに、同じ

Ａ社の株式であれば誰が保有しているものであろうとも同じ価額を有していると考え

る方が妥当なようにも見えるが、評価の目的により同じものの評価額が異なるのは、例

えば相続税の計算目的での評価と遺産分割目的での評価とが異なることが通常である

のと同様に、不合理なことではない。まず評価の循環を絶つ目的でＵ保有のＴ株式を類

似業種比準方式により評価することは前記(イ)のとおり十分合理性を有するのであり、

その結果として、Ｕ株式をＳ１＋Ｓ２方式で評価するための前提としてのみされるＵ保

有のＴ株式の評価と、本件相続財産自体の評価としてされるＴ株式の評価とが異なるこ

ととなっても不都合はなく、むしろ通達に定めのない数式などを用いずに評価を行う上

では必要なことである。 

イ 被告の主張の要点 

(ア) 被告が主張する評価方式の合理性 

 別紙２「本件各処分の根拠等に関する被告の主張」第３の１及び前記(2)イにおいて述

べたとおり、①本件各会社は、いずれも株式保有特定会社に当たるから、本件各会社株式

の価額は、いずれも評価通達１８９－３の定める方式により評価すべきであるところ、②

本件各会社株式については、いずれもＳ１＋Ｓ２方式による評価額が純資産価額方式によ

る評価額よりも低い価額が算定されることから、本件各会社株式については、いずれもＳ
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１＋Ｓ２方式により評価するのが相当である。 

本件各会社のように相互に株式を持ち合っている「株式保有特定会社」の場合は、それ

ぞれのＳ２の金額の計算上、所有する他方の会社の株式の価額を算入する必要があり、一

見、相互の株式の価額が計算上循環し、その価額を確定することができないかのように見

える。しかしながら、相互に株式を持ち合っている株式保有特定会社の貸借対照表の関係

を図示すれば、被告別表１４－１上段の概要図のとおりであり、これらの関係を数式化す

れば、同表下段のとおりとなって、両社の１株当たりの純資産価額（相続税評価額）の計

算上算入される持ち合い株式の各価額は、所与の数値を基にこの数式を用いて求めること

ができる。この方法によれば、一方の会社の株式についてＳ１＋Ｓ２方式によって得られ

た１株当たりの価額（ただし、Ｓ２の金額の計算上、法人税額等相当額を控除しないもの）

が他方の会社の純資産価額（相続税評価額）に算入される当該株式の１株当たりの価額と

一致し、相互に矛盾のない株式の価額を合理的に算出することができる。つまり、相互に

株式を持ち合う「株式保有特定会社」の株式の適正な時価を求めるに当たっては、かかる

計算方法によることが も適切といえる。 

 そして、相互に株式を持ち合っている会社の株式の関係を数式化して価額を求める被告

主張の数式は、「資産税関係質疑応答事例集（平成１３年３月）」（乙８）に登載されてい

るところであり、これはすべての税務署の窓口に設置され、納税者において自由に閲覧で

きるようになっている。また、当該数式は、実務家向けの複数の公刊物にも記載され（乙

９、１０。乙９の税務相談事例集については、平成元年版から、その考え方が登載されて

いる〔乙１７〕。）、さらには、相互に株式を持ち合ったいずれもの会社がいずれも株式保

有特定会社に該当する場合の評価についても、一部の公刊物（乙１８、１９）に示されて

いる。これらのことからすれば、原告らは、本件各会社株式の評価額を算定するに当たり、

被告主張の方式により株式の評価額を算定しなければならないことを容易に認識できた

ものと考えられる。加えて、評価通達１の(3)は、「財産の評価に当たっては、その財産の

価額に影響を及ぼすべきすべての事情を考慮する。」と定めているところ、このような株

式の持ち合いが行われているという事情は、財産の価額に影響を及ぼす事情であることは

明らかである。以上のとおり、本件は、原告らが「納税義務の発生についての予測可能性

の確保という意味での租税法律主義に反する」として、殊更に租税法律主義を問題とすべ

きような場面ではない。 

(イ) 被告が主張する評価方式を採らない場合の不合理性 

 前記(ア)において述べたところを、被告別表１４－３「設例を用いた計算の検証」にお

いて検証すると、以下のとおり、相互に株式を持ち合っている場合の株式の評価額の算定

においては、被告が主張する評価方式を用いることによってこそ適正な株価を算定するこ

とができるのであって、これを用いない場合には、著しく不合理な株価が算定されること

となる。 

ａ 被告別表１４－３の本件設例１に記載したとおり、Ａ社及びＢ社が株式の持合いをし

ていない場合、甲の保有する資産は、Ａ社株式２億円とＢ社株式２０００万円との合計

金額である２億２０００万円と算定することができる。他方、同別表の本件設例２に記

載したとおり、本件設例１と同様の資産状況でありながら、Ａ社及びＢ社が相互に高い

割合で株式の持合いをしていた場合、本件設例２の２(1)に記載のとおり、調整計算を
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行わずに、単純に他の一方を純資産価額に加算すると、実質的には、甲がその企業価値

２億２０００万円のすべてを保有・支配（仮に、Ａ社及びＢ社を解散又は清算した場合

の財産は、株式を保有している甲株主にすべて帰属することとなる。）しているにもか

かわらず、甲が保有する各株式の評価額は、Ａ社株式が４３６０万円、Ｂ社株式が１８

００万円で、その合計金額は６１６０万円となり、甲がＡ社株式及びＢ社株式を直接保

有する場合の２億２０００万円と比し、著しく低い価額で評価されることとなる。この

ように、単純に他の一方を加算しただけでは、法人間で相互に保有している価値が 終

的に個人に帰属する株式の価値に適正に反映されず、著しく不合理な株価が算定される

結果となる。 

ｂ 被告別表１４－３の本件設例２の２(2)に記載したとおり、Ａ社及びＢ社が相互に保

有する株価の算定において被告が主張する調整計算を行ったところ、同ア及びイに記載

のとおり、甲が保有する各株式の評価額は、Ａ社株式が１億５５７０万円、Ｂ社株式が

６４２８万５６００円で、その合計金額は２億１９９８万５６００円となり、これは、

甲がＡ社株式及びＢ社株式を直接保有する場合の２億２０００万円とほぼ同額である。

したがって、被告主張の調整計算を行うことにより、甲がＡ社及びＢ社の各株式を保有

し、両社を支配している場合の企業価値（２億２０００万円）を、同人が保有する各株

式（Ａ社株式２万株及びＢ社株式２０００株）の価額に適正に反映させることができる。 

ｃ 前記ａ及びｂのとおり、いずれも株式保有特定会社であるＡ社及びＢ社が株式を相互

に持ち合っている場合において適正な株価を算定するには、被告が主張する連立方程式

を用いた方式を行うことは必須であり、特に、その相互に持ち合う株式の割合が高いと

きには、この方式を用いなければ、看過できないほどに不合理な株価が算定されること

となる。本件においては、本件各会社が株式保有特定会社に該当し、両社の株式を純資

産価額方式若しくは「Ｓ１＋Ｓ２」方式で評価することになるから、株式の評価額が相

互に連鎖することとなり（被告別表１４－１参照）、必然的に、被告が主張する連立方

程式による調整計算によらなければ、本件各会社株式の評価額、すなわち企業価値が正

しく算定されないものであって、原告らが主張する評価方式では、そもそも適正な株価

を算定できないことが明らかである。 

なお、前記ａ及びｂのような被告の主張は、相互に株価が連鎖することの調整を行わ

なければ正しい企業価値が算定できないことを明らかにするために、分かりやすい簡単

な数字を当てはめて示したものであって、これを論難する原告らの主張は、被告の主張

を曲解するものである。 

(4) 原告らにつき通則法６５条４項に規定する正当な理由が認められるか否か（争点４） 

ア 原告らの主張の要点 

 通則法６５条４項は、過少申告であったことについて正当な理由があると認められる場合

には過少申告加算税を課さない旨を規定しているところ、ここに「正当な理由があると認め

られる」場合とは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、当初か

ら適法に申告し納税した納税者との間の客観的不公平の実質的な是正を図るとともに、過少

申告による納税義務違反の発生を防止し、適正な申告納税の実現を図り、もって納税の実を

挙げようとするという過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に過少申告加算税

を賦課することが不当又は酷になる場合と解されている（ 高裁平成●●年（○○）第●●
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号、第●●号同１８年４月２５日第三小法廷判決・民集６０巻４号１７２８頁参照）。 

仮に、前記(3)イにおいて被告が主張する評価方法が、本件各会社株式を評価するに当た

って用いられるべき方法であると 終的に判断されることがあったとしても、株式保有特定

会社２社が株式を持ち合っている場合にそれらの株式をいかに評価すべきかについては、法

令・通達の定め等があるわけではないのであって、前記(3)ア(イ)ａに述べたとおり合理性

を有する評価方法を用いて申告を行った原告らを責めて過少申告加算まで課するというの

は、明らかに納税者である原告らに酷であるし、それは客観的に納税者に入手可能であって、

かつ、申告の際に納税者が依拠できる評価方法についての指針が欠如していたという、納税

者の責めに帰することのできない客観的事情に基づくものである。したがって、本件では、

前記(3)ア(イ)ａにおいて述べた評価方法を用いて本件申告を行ったことにつき正当な理由

があり、原告らに対して本件各賦課決定処分をし、過少申告加算税を課することは、通則法

６５条４項に反するというべきである。 

イ 被告の主張の要点 

前記(3)イにおいて述べたとおり、連立方程式による調整計算を行わない方法では、そも

そも適正な株価を算定できないことは明らかであり、原告らが本件申告において採用した本

件各会社株式の評価方法は、合理的なものではないから、原告らが申告で用いた本件各会社

株式の評価方法が合理性を有することを前提として、本件各賦課決定処分が原告らに酷であ

るとの原告らの主張は、その前提から理由がない。また、「客観的に納税者に入手可能であ

って、かつ、申告の際に納税者が依拠できる評価方法についての指針が欠如していた」との

原告らの主張に理由がないことも、前記(3)イ(ア)において述べたところに照らして明らか

である。以上からすれば、本件申告において原告らが前記(3)ア(イ)のような評価方法を採

用したことについて、通則法６５条４項所定の正当な理由は認められない。 

第３ 当裁判所の判断 

１ Ｔが株式保有特定会社（評価通達１８９の(2)）に該当するか否か（争点２）について 

(1) 相続財産の価額の評価に関する基本的な考え方について 

ア 相続税法２２条は、相続により取得した財産の価額につき、同法第３章において特別の定

めがあるものを除き、当該財産の取得の時における時価によるべき旨を定めているところ、

ここにいう時価とは、当該財産の客観的な交換価値をいうものと解される。 

イ ところで、相続税に係る課税実務においては、評価通達において相続財産の価額の評価に

関する一般的基準を定め、画一的な評価方式によって相続財産の価額を評価することとされ

ている。このような方法が採られているのは、相続税の課税対象である財産には多種多様な

ものがあり、その客観的な交換価値が必ずしも一義的に確定されるものではないため、相続

財産の客観的な交換価格（時価）を上記のような画一的な評価方式によることなく個別事案

ごとに評価することにすると、その評価方式、基礎資料の選択の仕方等により異なった金額

が相続財産の「時価」として導かれる結果が生ずることを避け難く、また、課税庁の事務負

担が過重なものとなり、課税事務の効率的な処理が困難となるおそれもあることから、相続

財産の価額をあらかじめ定められた評価方式によって画一的に評価することとするのが相

当であるとの理由に基づくものと解される。 

ウ そして、評価通達に定められた評価方式が当該財産の取得の時における時価を算定するた

めの手法として合理的なものであると認められる場合においては、①前記イのような相続税
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に係る課税実務は、納税者間の公平、納税者の便宜、効率的な徴税といった租税法律関係の

確定に際して求められる種々の要請を満たし、国民の納税義務の適正な履行の確保（通則法

１条、相続税法１条参照）に資するものとして、同法２２条の規定の許容するところである

と解され、②また、取引相場のない株式については、反復継続的に取引がされず、客観的な

市場価額が形成されることがないことから、合理的と考えられる評価方式によって時価を評

価するほかないものというべきところ、上記①において指摘した観点に照らせば、同通達の

定める評価方式によって算定された金額をもってその「時価」であるものと評価することも

また、同条の規定の許容するところであると解される。 

 さらに、上記の場合においては、同通達の定める評価方式が形式的に全ての納税者に係る

相続財産の価額の評価において用いられることによって、基本的には租税負担の実質的な公

平を実現することができるものと解されるのであって、同条の規定もいわゆる租税法の基本

原則の１つである租税平等主義を当然の前提としているものと考えられることに照らせば、

特段の事情があるとき（同通達６参照）を除き、特定の納税者あるいは特定の相続財産につ

いてのみ同通達の定める評価方式以外の評価方式によってその価額を評価することは、たと

えその評価方式によって算定された金額がそれ自体では同条の定める時価として許容範囲

内にあるといい得るものであったとしても、租税平等主義に反するものとして許されないも

のというべきである。 

エ なお、これまで述べたところからすれば、評価通達に定められた評価方式が当該財産の取

得の時における時価を算定するための手法として合理的なものであることについては、被告

側においてこれを立証すべきものというべきである。 

(2) 評価通達１８９の(2)の定めのうち、大会社につき株式保有割合が２５％以上である評価会

社を一律に株式保有特定会社としてその株式の価額を同通達１８９－３の定めにより評価す

べきものとする部分に合理性が認められるか否かについて 

ア 評価通達に株式保有特定会社の株式の価額につき特別な評価方式によって評価すべきも

のとする旨の定めが置かれた経緯等 

(ア) 評価通達は、評価会社をその事業規模に応じて大会社、中会社及び小会社に区分し（同

通達１７８）、それぞれの区分に属する評価会社の株式の価額の評価において用いるべき

原則的評価方式を定めている（同通達１７９。類似業種比準方式は、大会社の株式の価額

の評価において用いるべき評価方式とされているが〔同項の(1)〕、中会社及び小会社の株

式の価額の評価においても、同方式による評価額が考慮され得るものとされている〔同項

の(2)及び(3)〕。）。 

(イ) しかし、評価会社の中には、会社の資産構成が類似業種比準方式における標本会社に

比して著しく株式等に偏っているものが見受けられる。このような評価会社の株式の価額

は、その有する株式等の価値に依存する割合が高いものと考えられるため、上記のような

原則的評価方式によっては適正な株式の価額の評価を行い難く、原則的評価方式による評

価額と適正な時価との間に開差が生ずることとなり、このような開差がこれを利用したい

わゆる租税回避行為の原因ともなっていたため、課税の公平の観点から、そのような開差

の是正及び株式の価額の評価の一層の適正化を図ることを目的として、評価通達の平成２

年改正により、株式保有特定会社の株式の価額につき、いわゆる純資産価額方式又はＳ１

＋Ｓ２方式という原則的評価方式とは異なる特別な評価方式によって評価すべき旨の定
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めが置かれるに至ったものである（現行の同通達１８９の(2)及び１８９－３参照。乙４、

１１、弁論の全趣旨）。 

イ 前記アのような評価通達の枠組みの合理性について 

(ア) まず、前記ア(ア)のような評価通達における原則的評価方式の定めに関しては、取引

相場のない株式の価額の評価について、取引相場のない株式の発行会社である評価会社に

はその規模が上場会社に匹敵するものから個人企業と変わらないものまで千差万別のも

のがあることを踏まえ、前記(1)イにおいて述べた種々の要請に応えつつ合理的かつ実態

に即した株式の価額の評価を行うための評価方式として、合理的なものであると認められ

る。 

(イ) 次に、株式保有特定会社の株式の価額の評価に関する評価通達の定め（ただし、株式

保有特定会社に該当するか否かの基準の合理性については、後記ウにおいて別途検討す

る。）に関しても、資産構成が類似業種比準方式における標本会社に比して著しく株式等

に偏っている評価会社の株式の価額の評価について、評価通達の平成２年改正の理由とし

て述べられているとおり（前記ア(イ)）、このような評価会社の株式の価額はその有する

株式等の価値に依存する割合が一般に高いものと考えられることを考慮した上で、①当該

会社の有する資産の価値を的確に反映し得る評価方式である純資産価額方式又は②株式

保有特定会社の事業の実態を株式の価額の評価に反映させるために部分的に類似業種比

準方式を取り入れた評価方式であるＳ１＋Ｓ２方式によるべきこととしたものであって、

これらは、前記(1)イにおいて述べた種々の要請に応えつつ合理的かつ実態に即した評価

を行うための株式の価額の評価方式として合理的なものであると認められる。 

ウ 評価通達１８９の(2)の定めのうち、大会社につき株式保有割合が２５％以上である評価

会社を一律に株式保有特定会社としてその株式の価額を同通達１８９－３の定めにより評

価すべきものとする部分の合理性について 

(ア) この点、被告は、評価通達１８９の(2)の定めのうち、大会社につき株式保有割合が

２５％以上である評価会社を一律に株式保有特定会社としてその株式の価額を同通達１

８９－３の定めにより評価すべきものとする部分の合理性につき、①法人企業統計等では、

資本金１０億円以上の会社の株式保有割合は７．８％とされているところ、相続税評価額

ベースに直すとこの数値を若干下回ると考えられ、２５％という数値は一般会社の３、４

倍（あるいは、平均的な株式保有割合の倍くらい）となるから、評価通達においては、大

会社につき株式保有割合２５％を株式保有特定会社に該当するか否かの基準としたなど

とする評価通達の平成２年改正の立案担当者の発言（甲５、乙１１）を引用した上で、②

法人企業統計（乙１２の１・２）において、資本金１０億円以上の金融業及び保険業を除

く全ての業種の営利法人全数につき、固定資産の「投資有価証券」のみが総資産に占める

割合（株式保有割合）は、平成元年度が７．３８％、平成２年度が７．８８％とされてお

り、上記①の説明と整合していること、③本件相続の開始の日を含む平成１５年度の法人

企業統計（乙１３）における上記②と同様の範囲の営利法人全数についての株式保有割合

は１６．３１％とされているところ、この数値は、評価通達１８９の(2)に定める大会社

についての２５％の基準に比してなお低い水準であり、また、法人企業統計における資産

価額が簿価に基づき計算されているものとしても、全ての法人につき、簿価により算出さ

れた株式保有割合が相続税評価額により算出されたそれよりも割合が低くなるとは限ら
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ず、平成１５年度において、法人企業統計の対象法人の株式保有割合を時価に基づいて計

算した場合の平均値が２５％以上となっているとはいえないことからすれば、評価通達１

８９の(2)に定める大会社についての２５％の基準が不合理であるとはいえないなどと主

張する。 

(イ)ａ しかし、被告も自認するとおり、法人企業統計における営利法人の資産の価額は、

簿価に基づき算定されているものであるのに対し、評価通達における株式保有割合の

計算は、課税時期において評価会社の有する各資産を同通達に定めるところにより評

価した価額、すなわち時価に基づいてすべきものとされている（同通達１８９の(2)）

ことからすれば、被告主張の法人企業統計を基に算定された株式保有割合をもって、

上記統計の調査期間における評価通達に定める方法により算定した大会社の株式保

有割合の実態と常に一致するものと断ずることはできないものというべきである。 

ｂ もっとも、法人企業統計を基に算定された資本金１０億円以上の金融業及び保険業

を除く全ての業種の営利法人の株式保有割合の数値が、平成元年度においては７．３

８％、平成２年度においては７．８８％と、同通達１８９の(2)において大会社が株

式保有特定会社に該当するか否かの基準とされている２５％と比して一見して格段

に低いものとなっていたこと（乙１２の１・２）からすれば、評価通達の平成２年改

正がされた当時においては、前記ａにおいて指摘した点を考慮してもなお、評価通達

に定めるところにより算定した株式保有割合が２５％以上である大会社につき、一律

に、資産構成が類似業種比準方式における標本会社に比して著しく株式等に偏ってい

るものとして株式保有特定会社に該当するものと扱うことには、前記(1)イにおいて

述べた観点に照らし、合理性があったものというべきである。 

 しかし、①評価通達の平成２年改正がされた後、平成９年の独占禁止法の改正によ

って従来は全面的に禁止されていた持株会社が一部容認されることとなり（同法９条

４項１号参照）、これを契機として、商法等において、持株会社や完全親子会社を創

設するための株式交換等の制度の創設、会社の合併に関する制度の合理化、会社分割

制度の創設といった企業の組織再編に必要な規定の整備が進められるなど、本件相続

の開始時においては、評価通達の平成２年改正がされた当時と比して、会社の株式保

有に関する状況は大きく変化したものというべきところ、②本件相続の開始時を調査

期間に含む平成１５年度の法人企業統計を基に算定された資本金１０億円以上の金

融業及び保険業を除く全ての業種の営利法人の株式保有割合の数値は１６．３１％で

あり（乙１３）、平成元年度及び平成２年度のそれのように同通達１８９の(2)におい

て大会社が株式保有特定会社に該当するか否かの基準とされている２５％と比して、

一見して「格段に低い」ものとまでは評価し難いこと、③本件全証拠によっても、本

件相続の開始時において上記②の営利法人につき時価（相続税評価額）に基づいて株

式保有割合を算定した場合の数値が、おしなべて平成１５年度の法人企業統計を基に

算定された上記②の株式保有割合の数値（１６．３１％）よりも大幅に低くなるもの

と推認すべきような証拠ないし事情は見当たらないこと、④法令上、子会社の株式の

取得価額（ 終の貸借対照表において別に付した価額があるときはその価額）の合計

額の当該会社の総資産の額に対する割合が１００分の５０を超える会社が持株会社

とされ、特別な規制がされていること（独占禁止法９条４項１号〔本件相続開始時の
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同条５項１号〕）などに鑑みれば、前記(1)イにおいて述べた観点を考慮しても、少な

くとも本件相続の開始時においては、評価通達に定めるところにより算定した株式保

有割合が２５％以上である大会社の全てについて、一律に、資産構成が類似業種比準

方式における標本会社に比して著しく株式等に偏っており、その株式の価額の評価に

おいて類似業種比準方式を用いるべき前提を欠くものと評価すべきとまでは断じ難

いものというべきである。そうすると、少なくとも本件相続の開始時を基準とすると、

評価通達１８９の(2)の定めのうち、大会社につき株式保有割合が２５％以上である

評価会社を一律に株式保有特定会社としてその株式の価額を同通達１８９－３の定

めにより評価すべきものとする部分については、いまだその合理性は十分に立証され

ているものとは認めるに足りないものといわざるを得ない。 

(3) Ｔが株式保有特定会社に該当するか否かについて 

ア これまで述べたとおり、①資産構成が類似業種比準方式における標本会社に比して著しく

株式等に偏っている会社を株式保有特定会社とし、その発行に係る取引相場のない株式の価

額の評価において純資産価額方式又はＳ１＋Ｓ２方式という特別な評価方式を用いること

自体には合理性が認められるものというべきであるが、②少なくとも本件相続の開始時にお

いては、評価通達に定めるところにより算定した株式保有割合が２５％以上である大会社を

一律に株式保有特定会社としてその株式の価額を同通達１８９－３の定めにより評価すべ

きものとすることの合理性を認めるに足りないものというべきことからすれば、本件相続の

開始時において大会社に該当するＴが株式保有特定会社に該当するか否かについては、株式

保有割合に加えて、その企業としての規模や事業の実態等を総合考慮して判断するほかない

ものというべきである。 

イ Ｔは、昭和●年に設立された資本金の額が４億３２００万円の株式会社であり、本件相続

の開始の日の直前期末である平成１５年５月３１日の時点における総資産価額（帳簿価格）

は２１２０億７５６８万０５６５円、従業員数は５２９１名であり、当該直前期末以前１年

間である平成１４年６月１日から平成１５年５月３１日までの事業年度における同社の取

引金額は１８８２億０００１万０６３７円であって、東京都江東区内に所在する本店の外に

全国各地に工場ないし研究施設を有している会社である（前提事実、甲３３、乙６、弁論の

全趣旨）。また、Ｔ株式の時価総額を、類似業種比準価額の計算において用いられる標本会

社である上場企業の平成１６年３月３１日時点における株式の時価総額と比較すると、本件

裁決において認定されたＴ株式の価額及び本件申告に係るＴ株式の価額のいずれを用いた

場合においても、Ｔ株式の時価総額は、上記標本会社たる上場企業の株式の時価総額の大部

分を上回っている（甲６）。これらの点からすれば、Ｔの企業としての規模や事業の実態等

は、上場企業に匹敵するものであったものというべきである。 

 また、被告の主張によってもＴの株式保有割合は約２５．９％にとどまるところ、大会社

における独占禁止法上の規制の変更等に伴う株式保有割合の前記(2)ウ(イ)ｂに述べたよう

な動向や、上記のようなＴの企業としての規模や事業の実態等にも照らせば、本件相続の開

始時において、Ｕがその発行済株式総数の約７４．７％を有していたことを考慮しても、Ｔ

株式の価額の評価に関しては、原則的評価方式による評価額と適正な時価との間の開差を利

用したいわゆる租税回避行為の弊害を危ぐしなければならないものとはいい難いものとい

うべきである（なお、被告においても、本件に関しては、その準備書面(5)２頁において述
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べるとおり、本件各会社が株式を持ち合っている状況につき、租税回避行為であるなどの主

張はしていないところである。）。 

 以上述べたところを勘案すると、本件相続の開始時のＴについては、その株式の価額の評

価において類似業種比準方式を用いるべき前提を欠く株式保有特定会社に該当するものと

は認めるに足りないものというべきである。 

２ 本件相続開始時に本件各会社が有していた資産（本件各会社株式を除く。）の価額に係る評価

額（争点１）並びに本件各会社株式の「時価」（相続税法２２条）の評価方式及びその金額（争

点３）について 

(1) Ｔ株式について 

 Ｔは、大会社に該当する一方（前提事実）、前記１のとおり、現行の評価通達１８９の(2)の

定めるところに従って株式保有特定会社に該当するものとしてその株式の価額を同通達１８

９－３の定めにより評価することは相当とは認められないから、Ｔ株式の価額については、原

則的評価方式である類似業種比準方式によって評価するのが相当というべきである（したがっ

て、Ｔに関しては、争点１につき判断する必要がないことになる。また、Ｔが評価通達１８９

の(2)の株式保有特定会社に該当するものとの前提をとらない以上、本件各会社がいずれも株

式保有特定会社に該当する場合において問題となる争点３についても判断する必要がないこ

とになる。）。 

 そうすると、本件相続の開始時におけるＴ株式の「時価」（相続税法２２条）は、１株当た

り４６５３円ということになる（前提事実）。 

(2) Ｕ株式について 

ア 本件相続開始時におけるＵの資産の価額及び負債に係る評価額について 

(ア) 本件相続の開始時におけるＵの資産の価額及び負債のうち、Ｔ株式及びＧ社の株式の

価額以外のものに係る評価額については、当事者間に争いがない。 

(イ) 前記(1)のとおり、本件相続の開始時におけるＴ株式の価額に係る評価額は１株当た

り４６５３円であるから、Ｕの有するＴ株式６４５万３４００株（前提事実）の価額に係

る評価額は、４６５３円×６４５万３４００株＝３００億２７６７万０２００円となる。 

(ウ) Ｇ社の株式については、①１米ドル当たり１０８．５７円として、同社の有する資産

の価額及び負債につきその金額の邦貨としての計算をすべきこと、②同社のＨ社に対する

２５５万２２６３．５０米ドルの債権の価額については、同社の再生計画において切り捨

てられる金額及び課税時期後５年を経過した日より後に弁済されることとなる部分の金

額の合計額である２１０万６５２２．１２米ドルを除いた金額と評価すべきことは、当事

者間に争いがなく（なお、この債権の価額に算入しない金額の邦貨への換算については、

２１０万６５２２．１２米ドル×１０８．５７円≒２億２８７０万５１０６円〔円未満切

捨て。被告主張額〕とするのが相当である。）、弁論の全趣旨によれば、Ｇ社の株式の価額

については、被告別表２２の第３表「４．株式及び株式に関する権利の価額」欄内の「株

式の評価額」欄に記載されているとおり、１株当たり２８６万６６１４円と評価するのが

相当である。 

 そうすると、Ｕの有するＧ社の株式４０株（当事者間に争いがない。）の価額に係る評

価額は、２８６万６６１４円×４０株＝１億１４６６万４５６０円となる。 

(エ) 以上述べたところからすれば、本件相続の開始時におけるＵの資産の価額及び負債に
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係る評価額は、被告別表９の「資産の部」欄及び「負債の部」欄の各「相続税評価額」欄

に記載されているとおりとなる。 

イ Ｕ株式の「時価」（相続税法２２条）の評価方式及びその金額について 

(ア) Ｕは中会社に該当するものであるところ（前提事実）、前記アにおいて述べたところ

からすれば、同社の有する資産の価額（相続税評価額）の合計額は６６５億３７７２万７

０００円であり、その有する株式等の価額の合計額は６０４億０４４７万００００円であ

って、その株式保有割合は約９０．８％ということになるから、同社が評価通達１８９の

(2)にいう株式保有特定会社に該当することは明らかというべきである（なお、本件にお

いては、原告らも、同社が株式保有特定会社に該当することを自認している。）。 

(イ) 前記(ア)からすれば、Ｕ株式の価額については、評価通達１８９－３の定めによって

評価するのが相当である。 

 そして、①前記アにおいて述べたＵの資産の価額及び負債に係る評価額を前提とすれば、

Ｕ株式の１株当たりの純資産価額（相続税評価額）は３万２２１２円（被告別表９の⑪の

金額）となる。②また、弁論の全趣旨に照らせば、Ｕ株式の１株当たりの類似業種比準価

額は６０６円（被告別表１０のおの金額）となるから、Ｓ１＋Ｓ２方式によった場合にお

けるＵ株式の価額に係る評価額は、被告別表１１及び１２のとおり、１株当たり３万１１

８９円となる。以上からすれば、本件相続に係る原告らの各相続税の課税価格等の計算に

おいては、Ｕ株式の価額につき、より低額な評価額である上記②（１株当たり３万１１８

９円）をもってその「時価」（相続税法２２条）であるものと認めるのが相当である。 

３ 本件相続に係る原告らの各相続税の課税価格及び納付すべき税額について 

 前提事実並びに前記１及び２で述べたところに加えて、本件全証拠及び弁論の全趣旨を勘案す

ると、本件相続に係る原告らの各相続税の課税価格及び納付すべき税額は、以下のとおりである

ものと認められる。 

(1) 課税価格の合計額（別紙４順号５「課税価格（３＋４）」欄のうち「合計」欄の金額） 

 上記金額は、本件相続人らに係る相続税の各課税価格の合計額であり、それぞれ次のアの本

件相続により取得した財産の価額の合計額から、同人らが承継又は負担をする次のイの債務等

の金額を控除し、さらに、相続税法１９条の規定により課税価格に加算する次のウの贈与によ

り取得した財産の価額を加算した金額につき、通則法１１８条１項の規定により１０００円未

満の端数を切り捨てた後の以下の各金額（別紙４順号５「課税価格（３＋４）」欄のうち「取

得者」欄の各金額）を合計した金額である。 

原告Ｖ １８億７７４７万３０００円 

原告乙 １９億０９９７万３０００円 

原告丙 １９億０９９７万３０００円 

原告丁 １９億０９９７万３０００円 

原告戊 １９億０７６９万３０００円 

他の相続人 ３８億１９９４万６０００円 

ア 取得財産の価額（別紙４順号１「取得財産の価額」欄のうち「取得者」欄の各金額） 

原告Ｖ １８億６０４６万５０１０円 

原告乙 １９億０４３０万２０１０円 

原告丙 １８億８８３６万７０１０円 
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原告丁 １９億０４３０万２０１０円 

原告戊 １８億８６０８万７０１０円 

他の相続人 ３８億０８６０万４０２１円 

 上記の各金額は、①相続税法５５条の規定に基づき、課税価格の計算上、本件相続人ら各

人が本件相続により取得したものとして計算するいわゆる未分割財産の各価額に、②同法３

条の規定に基づき本件相続人らが本件相続により取得したものとみなす財産の各価額（次の

(イ)の金額）をそれぞれ加算した金額である。 

 なお、同法５５条は、相続により取得した財産の全部又は一部が共同相続人によってまだ

分割されていないときは、その分割されていない財産については、各共同相続人が原則とし

て民法（同法９０４条の２を除く。）の規定による相続分の割合に従って当該財産を取得し

たものとしてその課税価格を計算する旨規定しているところ、ここにいう民法（同法９０４

条の２を除く。）の規定による相続分とは、同法９００条から９０３条までに規定する相続

分をいうものと解するのが相当である（基本通達５５－１〔乙２〕参照）。そうすると、次

の(ア)の未分割の本件相続財産（積極財産）の価額の合計額に本件相続人ら各人が取得した

民法９０３条に規定する特別受益の価額（別紙６順号１「特別受益の価額」欄のうち「合計」

欄の金額）を加算したものを本件相続に係る相続財産とみなし、これにつき同法９００条４

号に規定する本件相続人らの相続分の割合に応じたそれぞれの価額（同表順号５「本来的相

続分額（３×４）」欄のうち「取得者」欄の各金額）から、各人の特別受益の価額〔同表順

号１「特別受益の価額」欄のうち「取得者」欄の各金額〕を控除した金額（同表順号６「具

体的相続分額（５－１）」欄のうち「取得者」欄の各金額）をもって、本件相続人ら各人が

取得する上記①の未分割財産の価額とするのが相当である。 

(ア) 未分割の本件相続財産（積極財産）の価額の合計額 １１１億８７１２万７０７１円 

 上記金額は、次のａないしｅの各財産の価額に係る評価額の合計額である（別紙７の順

号６「評価額（円）」欄）。 

ａ Ｔ株式 ３０億０７６９万９２００円 

 前記２(1)において述べたとおり、本件相続の開始時におけるＴ株式の「時価」（相続

税法２２条）は、１株当たり４６５３円であるものと認められるから、本件相続財産中

のＴ株式６４万６４００株の価額に係る評価額は、４６５３円×６４万６４００株＝３

０億０７６９万９２００円となる（別紙７の順号１「評価額（円）」欄）。 

ｂ Ｕ株式 ５５億５７８７万９８００円 

前記２(2)イ(イ)において述べたとおり、本件相続の開始時におけるＵ株式の「時価」

（相続税法２２条）は、１株当たり３万１１８９円であるものと認められるから、本件

相続財産中のＵ株式１７万８２００株の価額に係る評価額は、３万１１８９円×１７万

８２００株＝５５億５７８７万９８００円となる（別紙７の順号２「評価額（円）」欄）。 

ｃ Ｌ株式 ３３８８万４４００円 

上記金額は、本件訴えにおいて原告らが主張するＬ株式の１株当たりの価額に係る評

価額９９６６円に本件相続財産中のＬ株式の株数３４００株を乗じた金額である（別紙

７の順号３「評価額（円）」欄）。 

ｄ Ｍ株式 ２億３４１８万４７２８円 

上記金額は、本件訴えにおいて原告らが主張するＭ株式の１株当たりの価額に係る評
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価額６１６万２７５６円に本件相続財産中のＭ株式の株数３８株を乗じた金額である

（別紙７の順号４「評価額（円）」欄）。 

ｅ その他の財産 ２３億５３４７万８９４３円 

上記金額は、本件相続財産のうちＴ株式、Ｕ株式、Ｌ株式及びＭ株式を除くその余の

財産の価額に係る評価額の合計額である（別紙７の順号５「評価額（円）」欄）。 

(イ) みなし相続財産の価額の合計額（別紙６順号７「みなし相続財産の価額」欄のうち「合

計」欄の金額） ２０億６５００万００００円 

 上記金額は、相続税法３条１項２号の規定により、本件相続人らが本件相続により取得

したものとみなす亡Ｅの死亡により支給が確定した退職手当金につき、同法１２条１項６

号に基づき計算した非課税限度額を超える部分の金額であり、本件相続人らが平成１６年

１２月２７日に江東東税務署長に提出した本件申告書（乙３）第１０表「退職手当金など

の明細書」記載の金額と同額である。 

なお、本件相続人ら各人につきその本件相続により取得した財産の価額に加算する各金

額（別紙６順号７「みなし相続財産の価額」欄のうち「取得者」欄の各金額）については、

上記非課税限度額を超える部分の金額を本件相続人ら各人が均等に取得したものとして

計算するのが相当である（基本通達３－２５の(2)ハ（注）。乙２）。 

イ 債務等の金額（別紙４順号２「債務等の金額」欄のうち「取得者」欄の各金額） 

原告Ｖ ４４９万３１６９円 

原告乙 ４４９万３１６９円 

原告丙 ４４９万３１６９円 

原告丁 ４４９万３１６９円 

原告戊 ４４９万３１６９円 

他の相続人 ８９８万６３３８円 

上記の各金額は、本件相続人らが承継又は負担をする亡Ｅの債務及び葬式費用の金額であ

り、本件申告書記載の本件相続人ら各人の「債務及び葬式費用の金額」（乙３・第１表及び

同表（続）③各欄並びに第１３表⑦各欄の金額）と同額である。 

ウ 相続開始前３年以内の贈与に係る加算額（別紙４順号４「法１９条による加算額」欄のう

ち「取得者」欄の各金額） 

原告Ｖ ２１５０万２０００円 

原告乙 １０１６万５０００円 

原告丙 ２６１０万００００円 

原告丁 １０１６万５０００円 

原告戊 ２６１０万００００円 

他の相続人 ２０３３万００００円 

 上記の各金額は、相続税法１９条１項の規定により本件相続人ら各人の課税価格に加算す

る本件相続開始前３年以内に上記各人が亡Ｅから贈与を受けた財産の価額であり、本件申告

書記載の上記各人の「純資産価額に加算される暦年課税分の贈与財産価額」（乙３・第１表

及び同表（続）⑤各欄並びに第１４表④各欄の金額）と同額である。 

(2) 納付すべき相続税額 

本件相続に係る原告らの納付すべき相続税額は、これまで述べたところを基にして相続税法
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１５条ないし１７条並びに１９条１項及び２０条の各規定に従って算定すると、次のとおりと

なる。 

ア 課税遺産総額（別紙５順号４「課税遺産総額（１－３）」欄の金額） 

１３２億１５０３万１０００円 

上記金額は、相続税法１５条の規定により、前記(1)の課税価格の合計額から、５０００

万円と１０００万円に本件相続に係る相続人の数である７を乗じた金額７０００万円との

合計額１億２０００万円（別紙５順号３「遺産に係る基礎控除額」欄の金額）を控除した金

額である。 

イ 法定相続分に応ずる取得金額（別紙５順号６「法定相続分に応ずる取得金額」欄のうち「取

得者」欄の各金額） 

原告Ｖ（法定相続分７分の１） １８億８７８６万１０００円 

原告乙（法定相続分７分の１） １８億８７８６万１０００円 

原告丙（法定相続分７分の１） １８億８７８６万１０００円 

原告丁（法定相続分７分の１） １８億８７８６万１０００円 

原告戊（法定相続分７分の１） １８億８７８６万１０００円 

他の相続人（法定相続分７分の１×２） ３７億７５７２万２０００円 

 上記の各金額は、相続税法１６条の規定により、前記アの課税遺産総額を本件相続人らが

民法９００条４号の規定による相続分の割合に応じて取得したものとした場合におけるそ

の各取得金額であり、基本通達１６－３（乙２）の取扱いにより、各人ごとに１０００円未

満の端数を切り捨てた後の金額である。 

ウ 相続税の総額（別紙４順号６「相続税の総額」欄のうち「合計」欄の金額及び別紙５順号

８「相続税の総額」欄の金額） 

６２億７８５１万３５００円 

上記金額は、前記イの各金額に、それぞれ相続税法１６条に規定する税率を乗じて算出し

た金額（別紙５順号７「相続税の総額の基となる税額」欄のうち「取得者」欄の各金額）の

合計額である。 

エ 原告ら各人の算出税額（別紙４順号８「算出税額（６×７）」欄のうち「取得者」欄の各

金額） 

原告Ｖ ８億８３９６万７９１７円 

原告乙 ８億９９２６万９８４５円 

原告丙 ８億９９２６万９８４５円 

原告丁 ８億９９２６万９８４５円 

原告戊 ８億９８１９万６３５６円 

上記の各金額は、相続税法１７条の規定により、前記ウの金額に、前記(1)の課税価格の

合計額（別紙４順号５「課税価格（３＋４）」欄のうち「合計額」欄の金額）のうちに原告

ら各人の課税価格（同別紙順号５「課税価格（３＋４）」欄のうち「取得者」欄の各金額）

が占める割合をそれぞれ乗じて算出した金額である。 

オ 税額控除額（別紙４順号９「税額控除額」欄のうち「取得者」欄の各金額） 

原告Ｖ ５２３万４０６８円 

原告乙 １２５万６４００円 
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原告丙 ６３４万９６８１円 

原告丁 １２５万６４００円 

原告戊 ６３４万９１４８円 

 上記の各金額は、次の(ア)及び(イ)の各金額を原告ら各人ごとに合計した金額である。 

(ア) 贈与税額控除額（別紙４付表順号１「贈与税額控除額」欄のうち「取得者」欄の各金

額） 

原告Ｖ ４８０万０９００円 

原告乙 ８１万３０００円 

原告丙 ５９１万００００円 

原告丁 ８１万３０００円 

原告戊 ５９１万００００円 

 上記の各金額は、相続税法１９条１項括弧書の規定により、原告ら各人の納付すべき相

続税額の計算上贈与税の税額として控除する金額であり、本件申告書記載の各人の「暦年

課税分の贈与税額控除額」（本件申告書〔乙３〕並びに原告準備書面(7)別紙５及び別紙１

０における各第１表及び同表（続）⑫欄の金額）と同額である。 

(イ) 相次相続控除額（別紙４付表順号２「相次相続控除額」欄のうち「取得者」欄の各金

額） 

原告Ｖ ４３万３１６８円 

原告乙 ４４万３４００円 

原告丙 ４３万９６８１円 

原告丁 ４４万３４００円 

原告戊 ４３万９１４８円 

 上記の各金額は、平成９年１２月２日の亡Ｋ（亡Ｅの夫）の死亡によって開始した本件

第一次相続により亡Ｅが取得した財産（その価額４６億５２１４万６７４９円）につき課

せられた相続税額７７１万４０００円（原告準備書面(7)別紙５及び同別紙１０における

各第７表の⑥欄の金額）に相当する金額について、相続税法２０条各号の規定により計算

した、原告ら各人の納付すべき相続税額の計算上控除する相次相続控除の金額である。 

カ 原告らの納付すべき相続税額（別紙４順号１０「納付すべき税額（８－９）」のうち「取

得者」欄の各金額） 

原告Ｖ ８億７８７３万３８００円 

原告乙 ８億９８０１万３４００円 

原告丙 ８億９２９２万０１００円 

原告丁 ８億９８０１万３４００円 

原告戊 ８億９１８４万７２００円 

上記の各金額は、前記エの原告ら各人の算出税額から、前記オの税額控除額をそれぞれ控

除した金額（ただし、通則法１１９条１項の規定により１００円未満の端数を切り捨てた後

のもの）である。 

４ 本件各処分の適法性について 

 本件相続に係る原告らの納付すべき相続税額は、それぞれ前記３(2)カのとおりであり、いず

れも本件申告において原告らが申告した納付すべき税額（被告別表１－１ないし１－５の各順号
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１の各「納付すべき税額」欄記載の金額）の範囲内であるから、本件各更正処分は、本件申告に

係る各納付すべき税額を超えるその全部が違法なものであるといわざるを得ない。そして、この

ことを前提とすると、本件各賦課決定処分もまた、その全部が違法なものであるということにな

る。 

５ 結論 

 以上の次第であって、原告らの請求はいずれも理由があるからこれらを認容し、訴訟費用の負

担につき行政事件訴訟法７条、民事訴訟法６１条を適用して、主文のとおり判決する。 

 

東京地方裁判所民事第３部 

裁判長裁判官 八木 一洋 

   裁判官 田中 一彦 

   裁判官 塚原 洋一 
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（別紙Ａ） 

処分目録 

 

１ 原告Ｖ関係 

(1) 被相続人Ｅ（以下「亡Ｅ」という。）の平成１６年２月２８日相続開始に係る原告Ｖの相続税に

係る更正処分（ただし、平成１９年６月２７日付け異議決定により一部取り消され、かつ、江東東

税務署長が平成２３年２月２８日付けでした更正処分により減額された後のもの。）のうち納付す

べき税額１０億７０９５万円を超える部分 

(2) 過少申告加算税賦課決定処分（ただし、平成１９年６月２７日付け異議決定により一部取り消

され、かつ、江東東税務署長が平成２３年２月２８日付けでした賦課決定処分により減額された後

のもの。） 

２ 原告乙関係 

(1) 亡Ｅの平成１６年２月２８日相続開始に係る原告乙の相続税に係る更正処分（ただし、平成１

９年６月２７日付け異議決定により一部取り消され、かつ、江東東税務署長が平成２３年２月２８

日付けでした更正処分により減額された後のもの。）のうち納付すべき税額１０億６９５４万８９

００円を超える部分 

(2) 過少申告加算税賦課決定処分（ただし、平成１９年６月２７日付け異議決定により一部取り消

され、かつ、江東東税務署長が平成２３年２月２８日付けでした賦課決定処分により減額された後

のもの。） 

３ 原告丙関係 

(1) 亡Ｅの平成１６年２月２８日相続開始に係る原告丙の相続税に係る更正処分（ただし、平成１

９年６月２７日付け異議決定により一部取り消され、かつ、江東東税務署長が平成２３年２月２８

日付けでした更正処分により減額された後のもの。）のうち納付すべき税額１０億７２０２万８１

００円を超える部分 

(2) 過少申告加算税賦課決定処分（ただし、平成１９年６月２７日付け異議決定により一部取り消

され、かつ、江東東税務署長が平成２３年２月２８日付けでした賦課決定処分により減額された後

のもの。） 

４ 原告丁関係 

(1) 亡Ｅの平成１６年２月２８日相続開始に係る原告丁の相続税に係る更正処分（ただし、平成１

９年６月２７日付け異議決定により一部取り消され、かつ、江東東税務署長が平成２３年２月２８

日付けでした更正処分により減額された後のもの。）のうち納付すべき税額１０億６９５４万８９

００円を超える部分 

(2) 過少申告加算税賦課決定処分（ただし、平成１９年６月２７日付け異議決定により一部取り消

され、かつ、江東東税務署長が平成２３年２月２８日付けでした賦課決定処分により減額された後

のもの。） 

５ 原告戊関係 

(1) 亡Ｅの平成１６年２月２８日相続開始に係る原告戊の相続税に係る更正処分（ただし、平成１

９年６月２７日付け異議決定により一部取り消され、かつ、江東東税務署長が平成２３年２月２８

日付けでした更正処分により減額された後のもの。）のうち納付すべき税額１０億７２０２万８１

００円を超える部分 
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(2) 過少申告加算税賦課決定処分（ただし、平成１９年６月２７日付け異議決定により一部取り消

され、かつ、江東東税務署長が平成２３年２月２８日付けでした賦課決定処分により減額された後

のもの。） 

以上 
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（別紙１） 

関係法令等の定め 

第１ 相続税法（平成１６年法律第８４号による改正前のもの。以下「相続税法」という。）の定め 

 相続税法２２条は、同法第３章で特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈又は贈与により取

得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務

の金額は、その時の現況による旨を定めている。 

第２ 財産評価基本通達（昭和３９年４月２５日付け直資５６・直審（資）１７による国税庁長官通達

であり、平成１７年５月１７日付け課評２－５「財産評価基本通達の一部改正について（法令解釈通

達）」による改正前のもの。乙１、２４。以下「評価通達」という。）の定め 

１ 評価通達１（評価の原則） 

 評価通達１の(2)は、財産の価額は、時価によるものとし、時価とは、課税時期（相続、遺贈若

しくは贈与により財産を取得した日若しくは相続税法の規定により相続、遺贈若しくは贈与により

取得したものとみなされた財産のその取得の日又は地価税法２条４号に規定する課税時期をいう。

以下同じ。）において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行わ

れる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、同通達の定めによって評価した価

額による旨を定めている。 

２ 評価通達６（同通達の定めにより難い場合の評価） 

評価通達６は、同通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、

国税庁長官の指示を受けて評価する旨を定めている。 

３ 評価通達１６８（評価単位） 

 評価通達１６８は、株式及び株式に関する権利の価額は、それらの銘柄の異なるごとに、次に掲

げる区分に従い、その１株又は１個ごとに評価する旨を定めている。 

(1) 上場株式（証券取引所〔平成１４年法律第６５号による改正前の証券取引法２条１４項に規

定する証券取引所をいう。以下同じ。〕）に上場されている株式をいう。以下同じ。） 

(2) 気配相場等のある株式 

気配相場等のある株式とは、①登録銘柄（日本証券業協会の内規によって登録銘柄として登録

されている株式〔日本銀行出資証券を含む。〕をいう。以下同じ。）及び店頭管理銘柄（同協会の

内規によって店頭管理銘柄として指定されている株式をいう。以下同じ。）、②公開途上にある株

式（証券取引所が内閣総理大臣に対して株式の上場の届出を行うことを明らかにした日から上場

の日の前日までのその株式〔登録銘柄を除く。〕及び日本証券業協会が株式を登録銘柄として登

録することを明らかにした日から登録の日の前日までのその株式〔店頭管理銘柄を除く。〕をい

う。）並びに③国税局長の指定する株式（上記①及び②以外の株式で評価通達１６９の定めによ

り国税局長が指定する株式をいう。）をいう。 

(3) 取引相場のない株式（前記(1)及び(2)に掲げる株式以外の株式をいう。以下同じ。） 

(4)～(8) （省略） 

４ 評価通達１７８（取引相場のない株式の評価上の区分） 

 評価通達１７８は、取引相場のない株式の価額は、評価しようとするその株式の発行会社（以下

「評価会社」という。）が次の表の大会社（以下「大会社」という。）、中会社（以下「中会社」と

いう。）又は小会社（以下「小会社」という。）のいずれに該当するかに応じて、それぞれ同通達１
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７９の定めによって評価するが（本文）、同族株主以外の株主等が取得した株式又は特定の評価会

社の株式の価額は、それぞれ評価通達１８８又は１８９の定めによって評価する（ただし書）旨を

定めている。 

規
模
区
分 

区分の内容 

総資産価額（帳簿価額によっ

て計算した金額）及び従業員

数 

直前期末以前１年

間における取引金

額 

卸売業 ２０億円以上（従業員数が５

０人以下の会社を除く。） 

８０億円以上 

小売・サービス業 １０億円以上（従業員数が５

０人以下の会社を除く。） 

２０億円以上 大
会
社 

従業員数が１００

人以上の会社又は

右のいずれかに該

当する会社 

卸売業、小売・サ

ービス業以外 

１０億円以上（従業員数が５

０人以下の会社を除く。） 

２０億円以上 

卸売業 ７０００万円以上（従業員数

が５人以下の会社を除く。） 

２億円以上８０億

円未満 

小売・サービス業 ４０００万円以上（従業員数

が５人以下の会社を除く。） 

６０００万円以上

２０億円未満 

中
会
社 

従業員数が１００

人未満の会社で右

のいずれか１に該

当する会社（大会社

に該当する場合を

除く。） 
卸売業、小売・サ

ービス業以外 

５０００万円以上（従業員数

が５人以下の会社を除く。） 

８０００万円以上

２０億円未満 

卸売業 ７０００万円未満又は従業員

数が５人以下 

２億円未満 

小売・サービス業 ４０００万円未満又は従業員

数が５人以下 

６０００万円未満小
会
社 

従業員数が１００

人未満の会社で右

のいずれにも該当

する会社 

卸売業、小売・サ

ービス業以外 

５０００万円未満又は従業員

数が５人以下 

８０００万円未満

 上の表の「総資産価額（帳簿価額によって計算した金額）及び従業員数」及び「直前期末以前１

年間における取引金額」は、それぞれ次の(1)から(3)により、「卸売業」、「小売・サービス業」又

は「卸売業、小売・サービス業以外」の判定は次の(4)による。 

(1) 「総資産価額（帳簿価額によって計算した金額）」は、課税時期の直前に終了した事業年度の

末日（以下「直前期末」という。）における評価会社の各資産の帳簿価額の合計額とする。 

(2) 「従業員数」は、直前期末以前１年間においてその期間継続して評価会社に勤務していた従

業員（就業規則等で定められた１週間当たりの労働時間が３０時間未満である従業員を除く。以

下同通達１７８において「継続勤務従業員」という。）の数に、直前期末以前１年間において評

価会社に勤務していた従業員（継続勤務従業員を除く。）のその１年間における労働時間の合計

時間数を従業員１人当たり年間平均労働時間数で除して求めた数を加算した数とする。この場合

における従業員１人当たり年間平均労働時間数は、１８００時間とする。 

(3) 「直前期末以前１年間における取引金額」は、その期間における評価会社の目的とする事業

に係る収入金額（金融業・証券業については収入利息及び収入手数料）とする。 

(4) 評価会社が「卸売業」、「小売・サービス業」又は「卸売業、小売・サービス業以外」のいず

れの業種に該当するかは、前記(3)の直前期末以前１年間における取引金額（以下同通達１７８

及び同通達１８１－２において「取引金額」という。）に基づいて判定し、当該取引金額のうち
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に２以上の業種に係る取引金額が含まれている場合には、それらの取引金額のうち も多い取引

金額に係る業種によって判定する。 

５ 評価通達１７９（取引相場のない株式の評価の原則。ここに定められている評価の方式を、以下

「原則的評価方式」ともいう。） 

(1) 評価通達１７９の(1)は、大会社の株式の価額は、類似業種比準価額によって評価するが（本

文。この評価方式を、以下「類似業種比準方式」という。）、納税義務者の選択により、１株当た

りの純資産価額（相続税評価額によって計算した金額）によって評価することができる（ただし

書）旨を定めている。 

(2) 評価通達１７９の(2)は、中会社の株式の価額は、次の算式により計算した金額によって評価

するが（本文）、納税義務者の選択により、算式中の類似業種比準価額を１株当たりの純資産価

額（相続税評価額によって計算した金額）によって計算することができる（ただし書）旨を定め

ている。 

類似業種比準価額×Ｌ＋１株当たりの純資産価額（相続税評価額によって計算した金額）×（１

－Ｌ） 

 上の算式中の「Ｌ」は、評価会社の同通達１７８に定める総資産価額（帳簿価額によって計

算した金額）及び従業員数又は直前期末以前１年間における取引金額に応じて、それぞれ次に

定める割合のうちいずれか大きい方の割合とする。 

ア 総資産価額（帳簿価額によって計算した金額）及び従業員数に応ずる割合 

卸売業 小売・サービス業 卸売業、小売・サービス業

以外 

割合

14億円以上（従業員数が50

人以下の会社を除く。） 

７億円以上（従業員数が50

人以下の会社を除く。） 

７億円以上（従業員数が50

人以下の会社を除く。） 

0.90

７億円以上（従業員数が30

人以下の会社を除く。） 

４億円以上（従業員数が30

人以下の会社を除く。） 

４億円以上（従業員数が30

人以下の会社を除く。） 

0.75

7000万円以上（従業員数が

５人以下の会社を除く。） 

4000万円以上（従業員数が

５人以下の会社を除く。） 

4000万円以上（従業員数が

５人以下の会社を除く。） 

0.60

（注）複数の区分に該当する場合には、上位の区分に該当するものとする。 

イ 直前期末以前１年間における取引金額に応ずる割合 

卸売業 小売・サービス業 卸売業、小売・サービス業

以外 

割合

50億円以上80億円未満 12億円以上20億円未満 14億円以上20億円未満 0.90

25億円以上50億円未満 ６億円以上12億円未満 ７億円以上14億円未満 0.75

２億円以上25億円未満 6000万円以上６億円未満 8000万円以上７億円未満 0.60

(3) 同通達１７９の(3)は、小会社の株式の価額は、１株当たりの純資産価額（相続税評価額によ

って計算した金額）によって評価するが（本文）、納税義務者の選択により、Ｌを０．５０とし

て同通達１７９の(2)の算式により計算した金額によって評価することができる（ただし書）旨

を定めている。 

６ 評価通達１８０（類似業種比準価額） 

 評価通達１８０は、同通達１７９の類似業種比準価額は、類似業種の株価並びに１株当たりの配
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当金額、年利益金額及び純資産価額（帳簿価額によって計算した金額）を基とし、次の算式によっ

て計算した金額とし（前段）、この場合において、評価会社の直前期末における資本金額を直前期

末における発行済株式数で除した金額（以下「１株当たりの資本金の額」という。）が５０円以外

の金額であるときは、その計算した金額に、１株当たりの資本金の額の５０円に対する倍数を乗じ

て計算した金額とする（後段）旨を定めている。 

 Ⓑ Ⓒ Ⓓ 

Ａ×  Ｂ 
＋ 

Ｃ 
×３＋ 

Ｄ  ×0.7

５ 

(1) 上記算式中の「Ａ」、「Ⓑ」、「Ⓒ」、「Ⓓ」、「Ｂ」、「Ｃ」及び「Ｄ」は、それぞれ次による。 

「Ａ」＝類似業種の株価 

「Ⓑ」＝評価会社の直前期末における１株当たりの配当金額 

「Ⓒ」＝評価会社の直前期末１年間における１株当たりの利益金額 

「Ⓓ」＝評価会社の直前期末における１株当たりの純資産価額（帳簿価額によって計算した金額） 

「Ｂ」＝課税時期の属する年の類似業種の１株当たりの配当金額 

「Ｃ」＝課税時期の属する年の類似業種の１株当たりの年利益金額 

「Ｄ」＝課税時期の属する年の類似業種の１株当たりの純資産価額（帳簿価額によって計算した

金額） 

(2) 上記算式中の「０．７」は、中会社の株式を評価する場合には「０．６」、小会社の株式を評

価する場合には「０．５」とする。 

(3) 上記算式中のⒸの金額が０の場合には、分母の「５」は「３」とする。 

７ 評価通達１８５（純資産価額） 

 評価通達１８５は、①同通達１７９の「１株当たりの純資産価額（相続税評価額によって計算し

た金額）」は、課税時期における各資産を同通達に定めるところにより評価した価額（この場合、

評価会社が課税時期前３年以内に取得又は新築した土地及び土地の上に存する権利〔以下「土地等」

という。〕並びに家屋及びその附属設備又は構築物〔以下「家屋等」という。〕の価額は、課税時期

における通常の取引価額に相当する金額によって評価するものとし、当該土地等又は当該家屋等に

係る帳簿価額が課税時期における通常の取引価額に相当すると認められる場合には、当該帳簿価額

に相当する金額によって評価することができるものとする。以下同じ。）の合計額から課税時期に

おける各負債の金額の合計額及び同通達１８６－２により計算した評価差額に対する法人税額等

に相当する金額を控除した金額を課税時期における発行済株式数（平成１７年法律第８７号による

改正前の商法〔以下「旧商法」という。〕２４１条２項に規定する自己の株式〔以下「自己株式」

という。〕を有する場合には、当該自己株式の数を控除した株式数によるものとする。同通達１８

６－３において同じ。）で除して計算した金額とするが（本文）、②同通達１７９の(2)の算式及び

同通達１７９の(3)の１株当たりの純資産価額（相続税評価額によって計算した価額）については、

株式の取得者とその同族関係者（同通達１８８の(1)に定める同族関係者をいう。）の有する議決権

の合計数が評価会社の議決権総数の５０％以下である場合においては、上記により計算した１株当

たりの純資産価額（相続税評価額によって計算した金額）に１００分の８０を乗じて計算した金額

とする（ただし書）旨を定めている。 

８ 評価通達１８８（同族株主以外の株主等が取得した株式） 

評価通達１８８は、同通達１７８の「同族株主以外の株主等が取得した株式」は、次のいずれか
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に該当する株式をいい、その株式の価額は、同通達１８８－２の定めによる旨を定めている。 

(1) 同族株主のいる会社の株式のうち、同族株主以外の株主の取得した株式 

この場合における「同族株主」とは、課税時期における評価会社の株主のうち、株主の１人及

びその同族関係者（法人税法施行令〔平成１８年政令第１２５号による改正前のもの。以下同じ。〕

４条に規定する特殊の関係のある個人又は法人をいう。ただし、当該法人の判定については、同

条２項中「株式の総数」は「議決権の数」と、「発行済株式の総数」は「議決権総数」と、「数の

株式」は「数の議決権」と読み替えるものとする。以下同じ。）の有する議決権の合計数がその

会社の議決権総数の３０％以上（その評価会社の株主のうち、株主の１人及びその同族関係者の

有する議決権の合計数が も多いグループの有する議決権の合計数が、その会社の議決権総数の

５０％超である会社にあっては、５０％超）である場合におけるその株主及びその同族関係者を

いう。 

(2) 中心的な同族株主のいる会社の株主のうち、中心的な同族株主以外の同族株主で、その者の

株式取得後の議決権の数がその会社の議決権総数の５％未満であるもの（課税時期において評価

会社の役員〔社長、理事長並びに法人税法施行令７１条１項１号及び３号に掲げる者をいう。以

下同じ。〕である者及び課税時期の翌日から法定申告期限までの間に役員となる者を除く。）の取

得した株式 

 この場合における「中心的な同族株主」とは、課税時期において同族株主の１人並びにその株

主の配偶者、直系血族、兄弟姉妹及び１親等の姻族（これらの者の同族関係者である会社のうち、

これらの者が有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の２５％以上である会社を含む。）

の有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の２５％以上である場合におけるその株主を

いう。 

(3) 同族株主のいない会社の株主のうち、課税時期において株主の１人及びその同族関係者の有

する議決権の合計数が、その会社の議決権総数の１５％未満である場合におけるその株主の取得

した株式 

(4) 中心的な株主がおり、かつ、同族株主のいない会社の株主のうち、課税時期において株主の

１人及びその同族関係者の有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の１５％以上である

場合におけるその株主で、その者の株式取得後の議決権の数がその会社の議決権総数の５％未満

であるもの（前記(2)の役員である者及び役員となる者を除く。）の取得した株式 

 この場合における「中心的な株主」とは、課税時期において株主の１人及びその同族関係者の

有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の１５％以上である株主グループのうち、いずれ

かのグループに単独でその会社の議決権総数の１０％以上の議決権を有している株主がいる場

合におけるその株主をいう。 

９ 評価通達１８９（特定の評価会社の株式） 

評価通達１８９は、同通達１７８の「特定の評価会社の株式」とは、評価会社の資産の保有状況、

営業の状態等に応じて定めた次のア～カに掲げる評価会社の株式をいい、その株式の価額は、次の

ア～カに掲げるところによることなどを定めている。 

(1) 比準要素数１の会社の株式（評価通達１８９の(1)） 

 評価通達１８３の(1)、(2)及び(3)に定める「１株当たりの配当金額」、「１株当たりの利益金

額」及び「１株当たりの純資産価額（帳簿価額によって計算した金額）」のそれぞれの金額のう

ち、いずれか２が０であり、かつ、直前々期末を基準にして同項の定めに準じそれぞれの金額を
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計算した場合に、それぞれの金額のうち、いずれか２以上が０である評価会社（次の(2)から(6)

に該当するものを除く。以下「比準要素数１の会社」という。）の株式の価額は、同通達１８９

－２の定めによる。 

(2) 株式保有特定会社の株式（評価通達１８９の(2)） 

 課税時期において評価会社の有する各資産を評価通達に定めるところにより評価した価額の

合計額のうちに占める株式及び出資の価額の合計額（以下「株式等の価額の合計額（相続税評価

額によって計算した金額）」という。）の割合（以下「株式保有割合」という。）が２５％以上（中

会社及び小会社については、５０％以上）である評価会社（同通達１８９の(3)～(6)のいずれか

に該当するものを除く。以下「株式保有特定会社」という。）の株式の価額は、同通達１８９－

３の定めによる。 

(3) 土地保有特定会社の株式（評価通達１８９の(3)） 

 課税時期において、次のいずれかに該当する会社（次の(4)から(6)までのいずれかに該当する

ものを除く。以下「土地保有特定会社」という。）の株式の価額は、評価通達１８９－４の定め

による。 

イ ①大会社又は②評価通達１７８に定める総資産価額（帳簿価額によって計算した金額）が、

評価会社の事業が卸売業に該当する場合には２０億円以上、卸売業以外に該当する場合には１

０億円以上の小会社で、その有する各資産をこの通達の定めるところにより評価した価額の合

計額のうちに占める土地等の価額の合計額の割合（以下「土地保有割合」という。）が７０％

以上である会社 

ロ ①中会社又は②評価通達１７８に定める総資産価額（帳簿価額によって計算した金額）が、

評価会社の事業が卸売業に該当する場合には７０００万円以上、小売・サービス業に該当する

場合には４０００万円以上、卸売業、小売・サービス業以外に該当する場合には５０００万円

以上で、前記イに該当しない小会社で、土地保有割合が９０％以上である会社 

(4) 開業後３年未満の会社等の株式（評価通達１８９の(4)） 

 課税時期において次に掲げるイ又はロに該当する評価会社（次の(5)又は(6)に該当するものを

除く。以下「開業後３年未満の会社等」という。）の株式の価額は、評価通達１８９－４の定め

による。 

イ 開業後３年未満であるもの 

ロ 評価通達１８３の(1)、(2)及び(3)に定める「１株当たりの配当金額」、「１株当たりの利益

金額」及び「１株当たりの純資産価額（帳簿価額によって計算した金額）」のそれぞれの金額

がいずれも０であるもの 

(5) 開業前又は休業中の会社の株式（評価通達１８９の(5)） 

 開業前又は休業中である評価会社の株式の価額は、評価通達１８９－５の定めによる。 

(6) 清算中の会社の株式（評価通達１８９の(6)） 

 清算中である評価会社の株式の価額は、評価通達１８９－６の定めによる。 

１０ 評価通達１８９－３（株式保有特定会社の株式の評価） 

 評価通達１８９－３は、同通達１８９の(2)の「株式保有特定会社の株式」の価額は、同通達１

８５本文の定めにより計算した１株当たりの純資産価額（相続税評価額によって計算した金額）に

よって評価し、この場合における当該１株当たりの純資産価額（相続税評価額によって計算した金

額）は、当該株式の取得者とその同族関係者の有する当該株式に係る議決権の合計数が株式保有特
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定会社の同通達１８５ただし書に定める議決権総数の５０％以下であるときには、上記により計算

した１株当たりの純資産価額（相続税評価額によって計算した金額）を基に同通達１８５ただし書

の定めにより計算した金額とするが（本文）、上記の株式保有特定会社の株式の価額は、納税義務

者の選択により、次の(1)の「Ｓ１の金額」（以下「Ｓ１の金額」という。）と(2)の「Ｓ２の金額」

（以下「Ｓ２の金額」という。）との合計額によって評価する（以下、この評価方式を「Ｓ１＋Ｓ

２方式」という。）ことができる（ただし書）旨などを定めている。 

(1) Ｓ１の金額 

 Ｓ１の金額は、株式保有特定会社の株式の価額を同通達１７８本文、１７９～１８４、１８５

本文、１８６及び１８６－２の定めに準じて計算した金額とするが、評価会社の株式が同通達１

８９の(1)の「比準要素数１の会社の株式」の要件（同通達１８９の(1)の括弧書の要件を除く。）

にも該当する場合には、大会社、中会社又は小会社の区分にかかわらず、同通達１８９－２の定

め（本文の括弧書、ただし書の括弧書及びなお書を除く。）に準じて計算した金額とし、これら

の場合において、同通達１８０に定める算式及び同通達１８５本文に定める１株当たりの純資産

価額（相続税評価額によって計算した金額）は、それぞれ次による。 

ア 評価通達１８０に定める算式は、次の算式による。 

Ⓑ－ⓑ Ⓒ－ⓒ Ⓓ－ⓓ

Ａ× Ｂ 
＋ 

Ｃ 
×３＋

Ｄ ×0.7

５ 

 上記算式の適用に当たっては、次による。 

(ア) 上記算式中、「Ａ」、「Ⓑ」、「Ⓒ」、「Ⓓ」、「Ｂ」、「Ｃ」及び「Ｄ」は、評価通達１８０の

定めにより、「ⓑ」、「ⓒ」及び「ⓓ」は、それぞれ次による。 

「ⓑ」＝評価通達１８３の(1)に定める評価会社の「１株当たりの配当金額」に、直前期末

以前２年間の受取配当金額（法人から受ける利益の配当及び剰余金の分配〔出資に係る

ものに限る。〕をいう。以下同じ。）の合計額と直前期末以前２年間の営業利益の金額の

合計額（当該営業利益の金額に受取配当金額が含まれている場合には、当該受取配当金

額の合計額を控除した金額）との合計額のうちに占める当該受取配当金額の合計額の割

合（当該割合が１を超える場合には１を限度とする。以下「受取配当金収受割合」とい

う。）を乗じて計算した金額 

「ⓒ」＝評価通達１８３の(2)に定める評価会社の「１株当たりの利益金額」に受取配当金

収受割合を乗じて計算した金額 

「ⓓ」＝次の①及び②に掲げる金額の合計額（上記計算式中の「Ⓓ」を限度とする。 

① 評価通達１８３の(3)に定める評価会社の「１株当たりの純資産価額（帳簿価額によ

って計算した金額）」に、同通達１７８の(1)に定める総資産価額（帳簿価額によって計

算した金額）のうちに占める株式及び出資の帳簿価額の合計額の割合を乗じて計算した

金額 

② 直前期末における法人税法２条１８号に規定する利益積立金額に相当する金額を直

前期末における発行済株式数（１株当たりの資本金の額が５０円以外の金額である場合

には、直前期末における資本金額を５０円で除して計算した数によるものとする。）で

除して求めた金額に受取配当金収受割合を乗じて計算した金額（利益積立金額に相当す

る金額が負数である場合には、０とする。） 
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(イ) 上記算式中の「０．７」は、中会社の株式を評価する場合には「０．６」、小会社の株

式を評価する場合には「０．５」とする。 

(ウ) 上記算式中のⒸの金額が０の場合には、分母の「５」は「３」とする。 

イ 評価通達１８５本文に定める１株当たりの純資産価額（相続税評価額によって計算した金

額）は、同通達１８５本文及び１８６－２の「各資産」を「各資産から株式及び出資を除いた

各資産」と読み替えて計算した金額とする。 

(2) Ｓ２の金額 

 Ｓ２の金額は、①同通達１８９の(2)の「株式等の価額の合計額（相続税評価額によって計算

した金額）」からその計算の基とした株式等の帳簿価額の合計額を控除した場合において残額が

あるときは、当該株式等の価額の合計額（相続税評価額によって計算した金額）から当該残額に

１８６－２に定める割合を乗じて計算した金額を控除し、当該控除後の金額を課税時期における

株式保有特定会社の発行済株式数（自己株式を有する場合には、当該自己株式の数を控除した株

式数をいう。以下同通達１８９－３において同じ。）で除して計算した金額とし（前段）、②この

場合において当該残額がないときは、当該株式等の価額の合計額（相続税評価額によって計算し

た金額）を課税時期における株式保有特定会社の発行済株式数で除して計算した金額とする（後

段）。 

以上 
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（別紙２） 

本件各処分の根拠等に関する被告の主張 

第１ 本件各更正処分の根拠及び適法性について 

 被告が主張する本件相続に係る原告らの各相続税の課税価格及び納付すべき税額（ただし、本件各

再更正処分後のもの。）は、被告別表２「課税価格及び納付すべき税額の計算明細表」に記載したと

おりであり、その計算根拠及び本件各更正処分の適法性は、次のとおりである。 

１ 課税価格の合計額（被告別表２順号５「課税価格（３＋４）」欄のうち「合計」欄の金額） 

２８６億１８９５万円 

 上記金額は、本件相続人らに係る相続税の各課税価格の合計額であり、それぞれ次の(1)の本件

相続により取得した財産の価額の合計額から、同人らが承継又は負担をする次の(2)の債務等の金

額を控除し、さらに、相続税法１９条の規定により課税価格に加算する次の(3)の贈与により取得

した財産の価額を加算した金額につき、通則法１１８条１項の規定により１０００円未満の端数を

切り捨てた後の以下の各金額（被告別表２順号５「課税価格（３＋４）」欄のうち「取得者」欄の

各金額）を合計した金額である。 

原告Ｖ ４０億６０８９万円 

原告乙 ４０億９３３９万円 

原告丙 ４０億９３３９万円 

原告丁 ４０億９３３９万円 

原告戊 ４０億９１１１万円 

他の相続人 ８１億８６７８万円 

(1) 取得財産の価額（被告別表２順号１「取得財産の価額」欄のうち「取得者」欄の各金額） 

原告Ｖ ４０億４３８８万２０６７円 

原告乙 ４０億８７７１万９０６７円 

原告丙 ４０億７１７８万４０６７円 

原告丁 ４０億８７７１万９０６７円 

原告戊 ４０億６９５０万４０６７円 

他の相続人 ８１億７５４３万８１３５円 

 上記の各金額は、①相続税法５５条の規定に基づき、課税価格の計算上、本件相続人ら各人が

本件相続により取得したものとして計算するいわゆる未分割財産の価額に、②同法３条に基づき

本件相続人らが取得したものとみなす財産の各価額（次のイの金額）をそれぞれ加算した金額で

ある。 

 ところで、同法５５条は、相続により取得した財産の全部又は一部が共同相続人によってまだ

分割されていないときは、その分割されていない財産については、各共同相続人が原則として民

法（同法９０４条の２を除く。）の規定による相続分の割合に従って当該財産を取得したものと

してその課税価格を計算する旨規定しているところ、ここにいう民法（同法９０４条の２を除

く。）の規定による相続分とは、同法９００条から９０３条までに規定する相続分をいうものと

されている（昭和３４年１月２８日付け直資１０による国税庁長官通達「相続税法基本通達の全

部改正について」〔平成１６年６月１０日付け課資２－６ほかによる改正前のもの。以下「基本

通達」という。〕５５－１。乙２）。 
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 したがって、次のアの未分割の本件相続財産（積極財産）の価額の合計額に民法９０３条に規

定する特別受益の価額（被告別表４順号１「特別受益の価額」欄のうち「合計」欄の金額）を加

算したものを相続財産とみなし、これにつき同法９００条４号に規定する本件相続人らの相続分

の割合に応じたそれぞれの価額（同表順号５「本来的相続分額（３×４）」欄のうち「取得者」

欄の各金額）から、各人の特別受益の価額〔同表順号１「特別受益の価額」欄のうち「取得者」

欄の各金額〕を控除した金額（同表順号６「具体的相続分額（５－１）」欄のうち「取得者」欄

の各金額）をもって、本件相続人ら各人が取得する未分割財産の価額（上記①）とした。 

 なお、上記で述べた金額の計算過程は、被告別表４に記載したとおりである。 

ア 未分割の本件相続財産（積極財産）の価額の合計額（被告別表５順号６「合計」欄のうち「評

価額（円）」欄の金額） ２６４億７１０４万６４７１円 

 上記金額は、次の(ア)ないし(オ)の各財産の価額に係る評価額の合計額である。なお、次の

(ア)及び(イ)の各株式の価額に係る評価額の根拠は、後記第３において述べる。 

(ア) Ｔ株式 １２２億８２８９万２８００円 

(イ) Ｕ株式 １１５億６６６０万５６００円 

(ウ) 株式会社Ｌ（以下「Ｌ」という。）の株式（以下「Ｌ株式」という。） 

３３８８万４４００円 

上記金額は、本件訴えにおいて原告らが主張するＬ株式の１株当たりの価額に係る評価額

９９６６円に本件相続財産中のＬ株式の株数３４００株を乗じた金額である。 

(エ) 株式会社Ｍ（以下「Ｍ」という。）の株式（以下「Ｍ株式」という。） 

２億３４１８万４７２８円 

上記金額は、本件訴えにおいて原告らが主張するＭ株式の１株当たりの価額に係る評価額

６１６万２７５６円に本件相続財産中のＭ株式の株数３８株を乗じた金額である。 

(オ) その他の財産 ２３億５３４７万８９４３円 

上記金額は、本件相続財産のうちＴ株式、Ｕ株式、Ｌ株式及びＭ株式を除くその余の財産

の価額に係る評価額の合計額である。 

イ みなし相続財産の価額の合計額（被告別表４順号７「みなし相続財産の価額」欄のうち「合

計」欄の金額） ２０億６５００万００００円 

 上記金額は、相続税法３条１項２号の規定により、本件相続人らが本件相続により取得した

ものとみなす亡Ｅの死亡による支給が確定した退職手当金につき、同法１２条１項６号に基づ

き計算した非課税限度額を超える部分の金額であり、本件相続人らが平成１６年１２月２７日

に江東東税務署長に提出した本件相続に係る相続税の申告書（乙３。以下「本件申告書」とい

う。）第１０表「退職手当金などの明細書」記載の金額と同額である。 

なお、本件相続人ら各人につきその本件相続により取得した財産の価額に加算する各金額

（被告別表４順号７「みなし相続財産の価額」欄のうち「取得者」欄の各金額）については、

上記非課税限度額を超える部分の金額を本件相続人ら各人が均等に取得するものとして計算

した（基本通達３－２５の(2)ハ（注）。乙２）。 

(2) 債務等の金額（被告別表２順号２「債務等の金額」欄のうち「取得者」欄の各金額） 

原告Ｖ ４４９万３１６９円 

原告乙 ４４９万３１６９円 

原告丙 ４４９万３１６９円 



48 

原告丁 ４４９万３１６９円 

原告戊 ４４９万３１６９円 

他の相続人 ８９８万６３３８円 

 上記の各金額は、本件相続人らが承継又は負担をする亡Ｅの債務及び葬式費用の金額であり、

本件申告書記載の本件相続人ら各人の「債務及び葬式費用の金額」（乙３・第１表及び同表（続）

③各欄並びに第１３表⑦各欄の金額）と同額である。

(3) 相続開始前３年以内の贈与に係る加算額（被告別表２順号４「法１９条による加算額」欄の

うち「取得者」欄の各金額） 

原告Ｖ ２１５０万２０００円 

原告乙 １０１６万５０００円 

原告丙 ２６１０万円 

原告丁 １０１６万５０００円 

原告戊 ２６１０万円 

他の相続人 ２０３３万円 

 上記の各金額は、相続税法１９条１項の規定により本件相続人ら各人の課税価格に加算する本

件相続開始前３年以内に上記各人が亡Ｅから贈与を受けた財産の価額であり、本件申告書記載の

上記各人の「純資産価額に加算される暦年課税分の贈与財産価額」（乙３・第１表及び同表（続）

⑤各欄並びに第１４表④各欄の金額）と同額である。

２ 納付すべき相続税額 

 本件相続に係る原告らの納付すべき相続税額は、相続税法１５条ないし１７条並びに１９条１項

及び２０条の各規定に基づき、次のとおり算定したものである。 

(1) 課税遺産総額（被告別表３順号４「課税遺産総額（１－３）」欄の金額） 

２８４億９８９５万円 

上記金額は、相続税法１５条の規定により、前記１の課税価格の合計額から、５０００万円と

１０００万円に本件相続に係る相続人の数である７を乗じた金額７０００万円との合計額１億

２０００万円（被告別表３順号３「遺産に係る基礎控除額」欄の金額）を控除した後の金額であ

る。 

(2) 法定相続分に応ずる取得金額（被告別表３順号６「法定相続分に応ずる取得金額」欄のうち

「取得者」欄の各金額） 

原告Ｖ（法定相続分７分の１） ４０億７１２７万８０００円 

原告乙（法定相続分７分の１） ４０億７１２７万８０００円 

原告丙（法定相続分７分の１） ４０億７１２７万８０００円 

原告丁（法定相続分７分の１） ４０億７１２７万８０００円 

原告戊（法定相続分７分の１） ４０億７１２７万８０００円 

他の相続人（法定相続分７分の１×２） ８１億４２５５万６０００円 

上記の各金額は、相続税法１６条の規定により、前記(1)の課税遺産総額を本件相続人らが民

法９００条４号の規定による相続分の割合に応じて取得したものとした場合におけるその各取

得金額であり、基本通達１６－３（乙２）の取扱いにより、各人ごとに１０００円未満の端数を

切り捨てた後の金額である。 

(3) 相続税の総額（被告別表２順号６「相続税の総額」欄のうち「合計」欄の金額及び被告別表
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３順号８「相続税の総額」欄の金額） １３９億２０４７万３０００円 

 上記金額は、前記(2)の各金額に、それぞれ相続税法１６条に規定する税率を乗じて算出した

金額（被告別表３順号７「相続税の総額の基となる税額」欄のうち「取得者」欄の各金額）の合

計額である。 

(4) 原告ら各人の算出税額（被告別表２順号８「算出税額（６×７）」欄のうち「取得者」欄の各

金額） 

原告Ｖ １９億７５２４万７５０５円 

原告乙 １９億９１０５万５７５０円 

原告丙 １９億９１０５万５７５０円 

原告丁 １９億９１０５万５７５０円 

原告戊 １９億８９９４万６７４１円 

上記の各金額は、相続税法１７条の規定により、前記(3)の金額に、前記１の課税価格の合計

額のうちに原告ら各人の課税価格（被告別表２順号５「課税価格（３＋４）」欄のうち「取得者」

欄の各金額）が占める割合をそれぞれ乗じて算出した金額である。 

(5) 税額控除額（被告別表２順号９「税額控除額」欄のうち「取得者」欄の各金額） 

原告Ｖ ５２３万８１６０円 

原告乙 １２５万５００６円 

原告丙 ６３５万０２８１円 

原告丁 １２５万５００６円 

原告戊 ６３５万００３４円 

 上記の各金額は、次のア及びイの各金額を原告ら各人ごとに合計した金額である。 

ア 贈与税額控除額（被告別表２付表順号１「贈与税額控除額」欄のうち「取得者」欄の各金額） 

原告Ｖ ４８０万０９００円 

原告乙 ８１万３０００円 

原告丙 ５９１万００００円 

原告丁 ８１万３０００円 

原告戊 ５９１万００００円 

 上記の各金額は、相続税法１９条１項括弧書の規定により、原告ら各人の納付すべき相続税

額の計算上贈与税の税額として控除する金額であり、本件申告書記載の各人の「暦年課税分の

贈与税額控除額」（乙３並びに原告準備書面(7)別紙５及び別紙１０における各第１表及び同

表（続）⑫欄の金額）と同額である。 

イ 相次相続控除額（被告別表２付表順号２「相次相続控除額」欄のうち「取得者」欄の各金額） 

原告Ｖ ４３万７２６０円 

原告乙 ４４万２００６円 

原告丙 ４４万０２８１円 

原告丁 ４４万２００６円 

原告戊 ４４万００３４円 

 上記の各金額は、平成９年１２月２日の亡Ｋ（亡Ｅの夫）の死亡によって開始した相続（以

下「本件第一次相続」という。）により亡Ｅが取得した財産（その価額４６億５２１４万６７

４９円）につき課せられた相続税額７７１万４０００円（原告準備書面(7)別紙５及び同別紙
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１０における各第７表の⑥欄の金額）に相当する金額について、相続税法２０条各号の規定に

より計算した、原告ら各人の納付すべき相続税額の計算上控除する相次相続控除の金額である。 

(6) 原告らの納付すべき相続税額（被告別表２順号１０「納付すべき税額（８－９）」のうち「取

得者」欄の各金額） 

原告Ｖ １９億７０００万９３００円 

原告乙 １９億８９８０万０７００円 

原告丙 １９億８４７０万５４００円 

原告丁 １９億８９８０万０７００円 

原告戊 １９億８３５９万６７００円 

上記の各金額は、上記(4)の原告ら各人の算出税額から、前記(5)の税額控除額をそれぞれ控除

した後の金額（ただし、通則法１１９条１項の規定により１００円未満の端数を切り捨てた後の

もの）である。 

３ 本件各更正処分の適法性 

被告が主張する本件相続に係る原告ら各人の納付すべき相続税額は、それぞれ前記２(6)のとお

りであるところ、本件各再更正処分により減額された後における原告らの納付すべき相続税額（乙

３０の１～５の各「○ 課税標準等及び税額等の計算明細」の「(1) 納付税額又は還付税額の計

算明細」と題する表のうち、「⑲差引税額」欄における「更正額」欄の金額）は、いずれもこれと

同額であるから、上記のとおり減額された後の本件各更正処分は適法である。 

第２ 本件各賦課決定処分の根拠及び適法性について 

 前記第１の３で述べたとおり、本件各再更正処分により減額された後の本件各更正処分は適法であ

るところ、原告らは、本件相続に係る納付すべき相続税額を過少に申告していたものである。 

 そして、原告らの申告に係る納付すべき相続税額が過少であったことにつき、通則法６５条４項に

規定する正当な理由は認められない。 

 したがって、原告らに対しては、通則法６５条１項の規定に基づき、本件各再更正処分により減額

となった、本件各更正処分による新たに納付すべきこととなった税額（同法１１８条３項の規定によ

り１万円未満の端数を切り捨てた後のもの。乙３０の１～５の各「○ 加算税の額の計算明細」と題

する表のうち、「過少申告加算税」欄の「変更決定後の賦課決定額」欄における「① 加算税の基礎

となる税額」欄の金額）に１００分の１０の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税が

課されることになる。 

 原告らに課される過少申告加算税の計算過程は、被告別表６に記載したとおりであり、その額は、

それぞれ、 

原告Ｖ ８９９０万５０００円 

原告乙 ９２０２万５０００円 

原告丙 ９１２６万７０００円 

原告丁 ９２０２万５０００円 

原告戊 ９１１５万６０００円 

 となるところ、本件各変更決定処分により減額された後の本件各賦課決定処分における原告らの納

付すべき過少申告加算税額（乙３０の１～５の各「○ 加算税の額の計算明細」と題する表のうち、

「過少申告加算税」欄の「変更決定後の賦課決定額」欄における「⑤ 加算税の額」欄の金額）は、

いずれもこれと同額であるから、上記のとおり減額された後の本件各賦課決定処分は適法である。 
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第３ 本件各会社株式の価額に係る評価額の根拠について 

１ 本件各会社株式の評価上の区分及び評価方式について 

 本件各会社株式は、いずれも評価通達１６８の(3)にいう取引相場のない株式である。したがっ

て、評価通達の定めによれば、本件各会社株式の価額の評価方式を決定するに当たっては、本件各

会社が大会社、中会社又は小会社のいずれであるかを判断するに先立ち、まずもって本件各会社株

式が評価通達１７８ただし書にいう「同族株主以外の株主等が取得した株式」又は「特定の評価会

社の株式」に当たるか否かを判定することとなるところ、以下に述べるとおり、①本件各会社株式

は、いずれも上記「同族株主以外の株主等が取得した株式」には該当せず、②本件各会社は、いず

れも「特定の評価会社の株式」のうち同通達１８９の(2)にいう「株式保有特定会社」に該当する

ことから、本件各会社株式の価額は、同通達１８９－３に定めるＳ１＋Ｓ２方式により評価するこ

とになる。 

(1) 本件各会社株式は「同族株主以外の株主等が取得した株式」（評価通達１８８）に該当しない

こと 

 本件相続財産のうちにはＴ株式（６４万６４００株）及びＵ株式（１７万８２００株）が含ま

れていたところ、ＴとＵとは、本文第２の３(2)ウのとおり相互に株式を持ち合っているいわゆ

る相互株式持ち合い会社であり、いずれも亡Ｅと本件相続人らの有する株式によって議決権総数

の大半を占める同族会社であるから（被告別表７）、本件各会社株式は、「同族株主以外の株主等

が取得した株式」（評価通達１８８）には当たらない。 

(2) Ｔの株式は評価通達１８９の(4)ないし(6)で定めるところの特定の評価会社のいずれの株式

にも該当しないこと 

 本文第２の３(2)アのとおり、Ｔは、昭和●年に設立された会社であり、従業員５０００人以

上を有し、事業を継続している会社であるから、同社は、評価通達１８９の(4)ないし(6)に定め

る特定の評価会社のいずれにも当たらない。 

(3) Ｔの株式は評価通達１８９の(3)で定めるところの「土地保有特定会社の株式」に該当しない

こと 

 本文第２の３(2)アのとおり、Ｔは大会社に該当するところ、同社のＵ株式を除く総資産価額

（相続税評価額）は２５５２億４８３１万９０００円（被告別表１３における①欄の金額３０６

９億９８３５万５０００円からＵ株式の価額５１７億５００３万６０００円を控除した金額）で

あり、Ｔが有する土地等の価額（相続税評価額）の合計額が４２３億９５５６万３０００円であ

ることから（被告別表１３における㋩欄の金額。同表における「土地」欄及び「借地権」欄の各

「相続税評価額」欄の金額の合計額）、Ｕ株式の価額を分母に含めずに計算しても、同社の総資

産価額のうちに占める土地等の価額の合計額の割合は７０％に及ばない。したがって、同社が同

通達１８９の(3)イに定める「土地保有特定会社」にも該当しないことは明らかである。 

(4) Ｔの株式は評価通達１８９の(2)に定める「株式保有特定会社の株式」に該当すること、また、

Ｕの株式も「株式保有特定会社の株式」に該当すること 

 次に、Ｔが評価通達１８９の(2)に定める「株式保有特定会社」に該当するか否かを判定する

こととなるが、Ｔの有する株式の中には取引相場のない株式であるＵ株式が含まれていることか

ら、Ｕ株式の価額を評価しなければＴの株式保有割合を算定することはできない。そこで、Ｕ株

式の価額を評価するためには、同社が評価通達１８９に定める「特定の評価会社」に該当するか

否かを判定することになり、Ｔが「株式保有特定会社」に該当するか否かを判定する過程で、Ｕ
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が「株式保有特定会社」に該当するか否かも判定されることとなる。 

ア 本文第２の２(2)イのとおり、Ｕは、昭和●年に設立された会社であり、従業員は５人以下

であるが、事業を継続していることから、同社は、評価通達１８９の(4)ないし(6)に定める特

定の評価会社のいずれにも当たらない。 

イ 本文第２の３(2)イのとおり、Ｕは中会社に当たる。また、同社においては、本件相続の開

始の日の直後に終了した事業年度の末日が平成１６年２月２９日であって、本件相続の開始の

日のわずか１日後であり、その間同社の資産及び負債について著しい増減があったとは認めら

れないことから、同社の総資産価額については、上記の事業年度の末日現在をもって算定すべ

きであるというべきところ、同社のＴ株式を除く総資産価額（相続税評価額）は３６５億１０

０５万７０００円（被告別表９における①の金額６６５億３７７２万７０００円からＴ株式の

価額３００億２７６７万円を控除した金額）であり、Ｕが有する土地等の価額（相続税評価額）

の合計額は４億８５６４万７０００円であることから（被告別表９における「土地」欄及び「課

税時期前３年以内に取得した土地」欄の各相続税評価額の合計額。原告準備書面(7)別紙２の

第５表における「土地」欄及び「３年以内取得土地」欄の各「相続税評価額」欄の金額の合計

額）、Ｔ株式の価額を分母に含めずに計算しても、同社の総資産価額のうちに占める土地等の

価額の合計額の割合は９０％に及ばず、同社は、同通達１８９の(3)ロに定める「土地保有特

定会社」に該当しない。 

ウ 次に、前記のとおり、Ｕが「株式保有特定会社」に当たるか否かを判定する（Ｕが「株式保

有特定会社」に当たることについては、原告らも争っていないものと思料されるところではあ

るが、念のため、同社が「株式保有特定会社」に該当することについて指摘しておく。）。 

 この点、Ｕが有する株式の中には、Ｔ株式が含まれていることから、Ｕにおける株式保有割

合を算定するためには、Ｔ株式の価額を算定しなければならない。 

 まず、Ｕについては、仮に、Ｔ株式の価額を除いたとしても、その有する株式等の価額の合

計は３０３億７６８０万００００円にも上るのであって（被告別表９における「有価証券」欄

のうち「Ｔ以外」欄の「相続税評価額」欄の金額）、これを前提に同社の株式保有割合を算定

すると、同社の株式保有割合は、 低でも８３％となる。したがって、Ｕは、仮にＴ株式を有

していなかったとしても、評価通達１８９の(2)の「株式保有特定会社」に該当することは明

らかである。 

 また、Ｕ株式を除く資産及び負債を基にしたＴの１株当たりの純資産価額（相続税評価額）

は、被告別表１３における①の金額３０６９億９８３５万５０００円から③の金額１２６６億

１０７４万６０００円及びＵ株式の相続税評価額５１７億５００３万６０００円を控除した

１２８６億３７５７万３０００円を、同社の発行済株式数である８６４万株で除することによ

って計算することができ、その金額は１万４８８８円となる。その一方、同社の株式の１株当

たりの類似業種比準価額は、４６５３円（被告別表８おの金額）となるから、評価通達１７９

の定める評価方式に照らせば、Ｔ株式については、類似業種比準方式によって評価した価額が

も低額になるため、Ｕが有するＴ株式６４５万３４００株の価額は、１株当たりの類似業種

比準価額４６５３円を基に計算した３００億２７６７万０２００円が も低額となる。これを

前提に算定したＵの総資産価額（相続税評価額）は、６６５億３７７２万７０００円（被告別

表９の①の金額）であり、そのうち株式等の価額は、６０４億０４４７万００００円となるか

ら（被告別表９の㋑の金額）、Ｔ株式につき原告らの主張する類似業種比準価額を採用したと
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しても、Ｕの株式保有割合は９０％となる。 

 したがって、いずれにしても、Ｕが、評価通達１８９の(2)にいう「株式保有特定会社」に

当たることは明らかである。 

エ Ｕ株式については、同社が「株式保有特定会社」に当たる以上、その価額は、評価通達１８

９－３の定めに基づき評価することになる。 

 なお、Ｔ株式の価額の評価上の区分はこの段階において確定したものではないものの、Ｕが

有するＴ株式の価額を、１株当たりの類似業種比準価額を４６５３円として計算した３００億

２７６７万０２００円とし、これを前提に計算すると、Ｕ株式の１株当たりの純資産価額（相

続税評価額）は、３万２２１２円になる（被告別表９の⑪の金額）。また、Ｕ株式の１株当た

りの類似業種比準価額は６０６円（被告別表１０のおの金額）となるから、Ｓ１＋Ｓ２方式（評

価通達１８９－３ただし書）の内容に照らせば、Ｕ株式については、純資産価額方式に比べ、

部分的に類似業種比準方式を取り入れたＳ１＋Ｓ２方式によって計算した価額の方がより低

額となることが明らかであり、Ｕ株式の価額を同方式によって計算した結果は、被告別表１１

及び１２のとおり、１株当たりの価額が３万１１８９円となる（被告別表１２のえの金額）。 

 この金額は、Ｕ株式の価額の評価において、Ｕが有するＴ株式の価額につき も低額となる

と認められる類似業種比準方式を用いて算定し、かつ、Ｕ株式の価額の評価において、評価通

達１８９－３に定める計算方法のうち も低額になると認められるＳ１＋Ｓ２方式を採用し

たものであるから、Ｕ株式の 低限の価値を算定したものといえる。 

オ Ｔの有するＵ株式の１株当たりの価額を３万１１８９円として計算すると、その１６５万９

２４０株の価額は５１７億５００３万６０００円となる（１０００円未満切捨て。被告別表１

３における「有価証券（株式及び出資）」欄のうち、「Ｕ」欄の「相続税評価額」欄の金額）。

これを前提にＴの総資産価額（相続税評価額）を計算すると、３０６９億９８３５万５０００

円となり（被告別表１３の①の金額）、そのうち株式等の価額は、７９５億５１５８万１００

０円となるから（同表の㋑の金額）、Ｔの株式保有割合は、２５％を超える約２５．９％とな

る。前記エで述べたとおり、１株当たり３万１１８９円という価額は、Ｕ株式の 低限の価値

を示すものであるから、Ｔの株式保有割合は、約２５．９パーセントを上回ることこそあれ、

下回ることはない。したがって、Ｔが評価通達１８９の(2)にいう「株式保有特定会社」に当

たることは明らかであるから、本件各会社株式の価額に係る相続税評価額の算定において、Ｔ

株式の価額として原則的評価方式である類似業種比準方式に基づく価額（類似業種比準価額）

を基礎に算定した本件各会社株式の価額に係る評価額を用いることはできない。 

 なお、被告別表１３の㋑の金額は、同表の資産の部の「有価証券（株式及び出資）」欄中の

各金額の合計額であり、同表資産の部の「有価証券（その他）」欄の金額は含まれない。本件

各更正処分（ただし、本件各再更正処分による減額前のもの。）に際しては、Ｔが有する次の

表に記載した各資産（価額の合計１０億５８３６万８０００円）を同欄に分類すべきものとさ

れていたが、これらの資産のうち、旧商法２２２条１項に規定するいわゆる優先株式に該当す

るものと認められる「Ｊ優先株式（価額合計１０億円。乙２７の１～乙２９。以下「Ｊ優先株

式」という。）については、評価通達１８８－４及び１８８－５の定めにおいて「株式」の語

が旧商法上の株式を意味するものとして使用されており、同通達１８９の(2)の定めにおける

「株式」の意義をこれと別異に解する理由がないことに照らせば、同通達１８９の(2)におけ

る「株式及び出資の価額の合計額」に含めるべき株式に当たるものというべきであるから、上
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記株式保有割合の算定上の「株式及び出資の価額の合計額」は、被告別表１３の㋑の金額のと

おり、Ｊ優先株式の価額１０億円を含むものとすべきである。 

№ 銘柄等 価額（単位：円） 

１ Ｊ優先株式 1,000,000,000

２ Ｎ事業組合 40,391,998

３ Ｏ事業組合 2,076,061

４ Ｐ局 15,900,000

合計額 1,058,368,059

カ 以上を踏まえ、株式保有特定会社としてのＴ株式の価額に係る相続税評価額算定のための評

価方式について検討すると、Ｔが有するＵ株式の価額を１株当たり３万１１８９円として計算

した場合のＴ株式の１株当たりの純資産価額（相続税評価額）は、２万０８７８円となるとこ

ろ（被告別表１３の⑪の金額）、同社の株式の１株当たりの類似業種比準価額は、前記ウのと

おり４６５３円であるから、Ｕ株式と同様に、純資産価額方式に比べＳ１＋Ｓ２方式によって

計算した価額の方がより低額となることが明らかであり、同方式によって計算するのが相当で

ある。 

２ 本件各会社株式の価額に係る評価額について 

(1) 前記１のとおり、本件各会社はいずれも「株式保有特定会社」に当たること及びＳ１＋Ｓ２

方式による評価額が純資産価額方式による評価額よりも低い価額が算定されることから、本件各

会社株式の価額については、いずれもＳ１＋Ｓ２方式により評価するのが相当である。同方式は、

「株式保有特定会社」の株式の価額につき、有する株式等の影響を排除した上で「一般の評価会

社」に適用される原則的評価方式に準じた方法によって計算したＳ１の金額と、有する株式等の

みを純資産価額方式によって計算した価額に相当するＳ２の金額との合計額をもって評価する

というものである。 

 この点、本件各会社のように相互に株式を持ち合っている「株式保有特定会社」の場合は、そ

れぞれのＳ２の金額の計算上、有する他方の会社の株式の価額を算入する必要があり、一見、相

互の株式の価額が計算上循環し、その価額を確定することができないかのように見える。しかし

ながら、相互に株式を持ち合っている「株式保有特定会社」の貸借対照表の関係を図示すれば、

被告別表１４－１上段の概要図のとおりであり、これらの関係を数式化すれば、同表下段のとお

りとなり、両社の株式の１株当たりの純資産価額（相続税評価額）の計算上算入される持ち合い

株式の各価額は、所与の数値を基にこの数式を用いて求めることができる。この方法によれば、

一方の会社の株式についてＳ１＋Ｓ２方式によって得られた１株当たりの価額（ただし、Ｓ２の

金額の計算上、法人税額等相当額を控除しないもの）が他方の会社の総資産価額（相続税評価額）

に算入される当該株式の１株当たりの価額と一致し、相互に矛盾のない株式の価額を合理的に算

出することができる。つまり、相互に株式を持ち合う「株式保有特定会社」の株式の適正な時価

を求めるに当たっては、かかる計算方法によることが も適切といえるのである。 

(2) そこで、被告別表１４－１下段の数式を用いて計算したＴが有するＵ株式の価額に係る相続

税評価額は１８２７億０５０８万００７６円となり（被告別表１４－２右下のＸの金額）、Ｕが

有するＴ株式の価額に係る相続税評価額は１８６２億９７９９万５１０６円となり（被告別表１

４－２右下のＹの金額）、これらの金額を基に計算した本件各会社の各資産及び各負債の金額は、

それぞれ被告別表１５及び１６記載のとおりである。 
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(3) 本件各会社株式に係る１株当たりの各類似業種比準価額（被告別表８及び同１０における各

おの金額）並びに各資産及び各負債の金額（被告別表１５及び同１６）を基に、評価通達１８９

－３(1)及び(2)所定の修正を加えた計算過程は、被告別表１７ないし２０記載のとおりであり、

結果として、Ｓ１＋Ｓ２方式に基づき計算したＴ株式の１株当たりの価額は１万９００２円、Ｕ

株式の１株当たりの価額は６万４９０８円（被告別表１８及び同２０における各えの金額）とな

る。 

 したがって、本件相続に係る相続税の課税価格の計算上、本件相続人らが本件相続により取得

したものとして計算するＴ株式６４万６４００株の価額に係る評価額は１２２億８２８９万２

８００円、Ｕ株式１７万８２００株の価額に係る評価額は１１５億６６６０万５６００円となる

（被告別表５順号１及び２の「評価額（円）」欄の金額）。 

以上 
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（別紙３） 

相続税額に関する原告らの主張 

 

第１ 原告らの主張に基づく税額 

１ Ｔの株式保有割合 

 本件各会社がそれぞれ保有する資産を本件各異議決定及び本件各裁決に記載されている価額で

評価した場合でも（ただし、Ｔ保有のＵ株式は原則的評価方式により評価した。）、Ｔの株式保有割

合は約１８％にすぎず、大会社を株式保有特定会社と評価すべき基準として評価通達１８９の(2)

が定める２５％を下回るので、Ｔは株式保有特定会社に当たらないことは明らかである。 

 また、上記の割合は、Ｔの株式保有割合を判定するに当たって、同社が保有するＵ株式を原則的

評価方式により評価して算出されたものであるが、被告主張のとおりＴ保有のＵ株式を株式保有特

定会社の株式として評価したとしても、本件各会社の各資産の正しい評価額を反映させると、Ｔの

株式保有割合はやはり２５％に達しないことになる。すなわち、Ｕの資産及び負債の内容は、原告

別紙１に記載したとおりとなるので、これに基づいて計算すると、原告別紙２記載のとおり、Ｓ１

の金額は６８２円、Ｓ２の金額は３万０５０７円となり、その合計額は３万１１８９円となる。こ

の価額は同社の１株当たりの純資産価額３万２２１２円を下回るので、Ｕ株式はＳ１＋Ｓ２方式に

より１株３万１１８９円と評価すべきことになる。その上で、この価額にＴが保有するＵ株式の数

である１６５万９２４０株を乗じると、その総額は５１７億５００３万６３６０円となり、本件に

おいて原告らが主張するＴが保有する他の資産の評価額をも加味すると、原告別紙３記載のとおり、

Ｔが保有する総資産の価額は３１８４億４６１０万９０００円、株式等の価額は７８５億５１５９

万円となり、Ｔの株式保有割合は約２４．６％となる。 

 このように、いずれにしても、Ｔは、株式保有割合が２５％以上の評価会社ではないから、株式

保有特定会社に当たらない。したがって、本件相続財産中のＴ株式は、原則的評価方式により評価

すべきことになる。 

２ 正しい税額 

(1) 税額 

 前記１のとおりＴ株式を原則的評価方式により評価することを前提とすると、原告ら各人の納

付すべき税額は、次のとおりとなる（原告別紙４及び５参照）。これらの金額は、いずれも、本

件申告書（乙３）に記載された金額を下回るものであるので、本件各処分は、その全てにおいて

違法であるものというべきであって、直ちに取り消されるべきである。 

 原告Ｖ ７億４０６２万４４００円 

 原告乙 ７億３９３４万０４００円 

 原告丙 ７億４１６５万４２００円 

 原告丁 ７億３９３３万５２００円 

 原告戊 ７億４１６５万４２００円 

(2) 計算根拠 

 前記(1)の結論に至る計算根拠につき、若干説明を補足する。 

 原告らが主張する取得財産の価額は、原告別紙６のとおりであるが、このうち、被相続人であ

る亡Ｅが保有していたＴ株式６４万６４００株については、同社が株式保有特定会社に当たらな

い以上、その株式は類似業種比準方式により算出することになるので、その評価額は、４６５３
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円（１株当たりの評価額）×６４万６４００株＝３０億０７６９万９２００円ということになる。 

 Ｕ株式については、株式保有特定会社の株式として評価することになるところ、Ｕが保有する

Ｔ株式は類似業種比準価額で評価するため、その評価額は、上記の１株４６５３円のままである

が、本件における原告らの主張を踏まえると、同社が保有する資産及び負債は原告別紙１の原告

らの主張欄記載のとおりとなる。これを基に、同社の１株当たりの純資産価額（法人税額等相当

額を控除したもの。）を算出すると、２万０２０８円となり、一方、Ｓ１の金額が６８２円、Ｓ

２の金額が１万８４５０円で、その合計額が１万９１３２円となって、上記の１株当たりの純資

産価額を下回ることになるので、同社を株式保有特定会社として評価した場合の価額（個人所有

の場合）は、１株当たり１万９１３２円となる（原告別紙７）。これに、亡Ｅが保有していた株

数１７万８２００株を乗じると、総額は３４億０９３２万２４００円となる。 

 その他、Ｅが保有していた株式及びＭ株式の正しい評価額（原告別紙８及び９）をも反映させ

た上で原告らの相続税額を算出すると、前記(1)記載のとおりの金額となる。なお、被告は、取

得財産の価額の計算に当たって、各相続人の特別受益を認定しているが、上記の計算に当たって

は、特別受益はないものとした。 

３ Ｔ株式を株式保有特定会社の株式として評価した場合の税額 

(1) 税額 

 Ｔが株式保有特定会社に該当するとしても、本件各会社が相互に保有する株式の価額は、被告

が主張する連立方程式を用いた評価方式ではなく、原告らが確定申告時に用いた評価方式により

評価されるべきであり、Ｔ株式を株式保有特定会社の株式として評価した場合における原告ら各

人の納付すべき税額は、それぞれ次のとおりとなる（原告別紙４及び１０参照）。これらの金額

も、本件申告書記載の金額を下回るので、やはり本件各処分はその全てが違法となる。 

 原告Ｖ ９億９４１９万６４００円 

 原告乙 ９億９２８１万０５００円 

 原告丙 ９億９５２６万４７００円 

 原告丁 ９億９２８１万０５００円 

 原告戊 ９億９５２６万４７００円 

(2) 計算根拠 

 本件各会社が相互に保有する株式は、原告らが確定申告の際に用いた方式、すなわち、以下の

方法により評価した。 

 まず、Ｔ株式の類似業種比準価額を基に、Ｕ株式をＳ１＋Ｓ２方式で評価する。その価額は、

既に述べたとおり１株当たり３万１１８９円となる。続いて、この評価額を基に、Ｔ株式をＳ１

＋Ｓ２方式で評価して、相続財産中のＴ株式の評価額とすることとなるが、その価額は、１株当

たり１万０１４４円となる（原告別紙１１）。 

 その他の財産の評価は、前記２の場合と同様の評価とし、その上で、原告らの相続税額を計算

すると、それぞれ前記(1)のとおりの金額となる。なお、Ｅが保有していたＬ株式及びＭ株式の

評価については既に述べたが、その他にＴ及びＵが保有していた関係会社の株式についても、念

のため評価明細書を添付して明らかにする（原告別紙１２～１６）。 

以上 
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別紙４ 課税価格及び納付すべき税額の計算明細表 

（単位：円） 

取得者 順

号 
区分 合計 

原告Ｖ 原告乙 原告丙 原告丁 原告戊 他の相続人(2名) 

1 取得財産の価額 13,252,127,071 1,860,465,010 1,904,302,010 1,888,367,010 1,904,302,010 1,886,087,010 3,808,604,021 

2 債務等の金額 31,452,183 4,493,169 4,493,169 4,493,169 4,493,169 4,493,169 8,986,338 

3 差引純資産価額(1-2) 13,220,674,888 1,855,971,841 1,899,808,841 1,883,873,841 1,899,808,841 1,881,593,841 3,799,617,683 

4 法19条による加算額 114,362,000 21,502,000 10,165,000 26,100,000 10,165,000 26,100,000 20,330,000 

5 課税価格(3+4) 13,335,031,000 1,877,473,000 1,909,973,000 1,909,973,000 1,909,973,000 1,907,693,000 3,819,946,000 

6 相続税の総額 6,278,513,500

7 相続税の総額のあん分割合 1 1877473/13335031 1909973/13335031 1909973/13335031 1909973/13335031 1907693/13335031 3819946/13335031 

8 算出税額(6×7) 883,967,917 899,269,845 899,269,845 899,269,845 898,196,356

9 税額控除額 5,234,068 1,256,400 6,349,681 1,256,400 6,349,148

10 納付すべき税額(8-9) 878,733,800 898,013,400 892,920,100 898,013,400 891,847,200

（注）１ 順号１の各金額は、別紙６順号８の各金額と同額である。 

２ 順号４の「取得者」欄の各金額は、相続税法19条により各人の課税価格に加算される贈与財産の価額である。 

３ 順号５の「取得者」欄の各金額は、順号３の金額に順号４の金額を加算し、1000円未満の端数を切り捨てた後の金額である。 

４ 順号６の金額は、別紙５順号８の金額と同額である。 

５ 順号７の各割合は、順号５「合計」欄の金額のうち同号「取得者」欄の各金額の占める割合である。 

６ 順号８の「取得者」欄の各金額は、順号６の金額に順号７の各割合を乗じた金額である。 

７ 順号９の「取得者」欄の各金額は、相続税法19条及び同法20条の規定に基づき計算した贈与税額控除額と相次相続控除額の合計額である。 

８ 順号10の「取得者」欄の各金額は、順号８の金額から順号９の金額を控除し、100円未満の端数を切り捨てた後の金額である。 
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別紙４付表 税額控除額の内訳 

（単位：円） 

取得者 
順号 区分 

原告Ｖ 原告乙 原告丙 原告丁 原告戊 

１ 贈与税額控除額 ４，８００，９００ ８１３，０００ ５，９１０，０００ ８１３，０００ ５，９１０，０００ 

２ 相次相続控除額 ４３３，１６８ ４４３，４００ ４３９，６８１ ４４３，４００ ４３９，１４８ 

３ 合計 ５，２３４，０６８ １，２５６，４００ ６，３４９，６８１ １，２５６，４００ ６，３４９，１４８ 

（注）順号２「相次相続控除額」の「取得者」欄の金額の算定根拠は以下のとおりである。 

○相次相続控除額の算定根拠

① 前の相続に係る被相続人 Ｋ ⑤ １０年－④の年数 ４年 

② 前の相続の年月日 平成９年１２月２日 ⑥ 亡Ｅが前の相続により取得した財産の純資産価額  4,652,146,749円 

③ 本件相続の相続開始日 平成１６年２月２８日 ⑦ 前の相続の際の亡Ｅの相続税額     7,714,400円 

④ 前の相続から本件相続までの期間 ６年 ⑧ ⑥－⑦の金額  4,644,432,749円 

（１年未満切捨て） ⑨ 本件相続によって財産を取得した全ての者の純資産額

の合計額

13,220,674,888円 

（相次相続控除額の総額の計算） 

7,714,000円（⑦の相続税額）×（13,220,674,888円〔⑨の金額〕／4,644,432,749円〔⑧の金額〕）×（４年〔⑤の年数〕／１０年） 

＝3,085,600円（Ⓐ） 

（注）上記算式の「⑨の金額／⑧の金額」の割合が１を超える場合は１ 

（原告らの相次相続控除額の計算） 

原告Ｖ 3,085,600円（Ⓐの金額）×1,855,971,841円（各人の差引純資産価額）／13,220,674,888（差引純資産価額の合計額） 

≒433,168円（円未満切捨て） 

（注）他の原告らについても、括弧内については同様とする。 
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原告乙 3,085,600円×1,899,808,841／13,220,674,888≒443,400円 

 

原告丙 3,085,600円×1,883,873,841／13,220,674,888≒439,681円 

 

原告丁 3,085,600円×1,899,808,841／13,220,674,888≒443,400円 

 

原告戊 3,085,600円×1,881,593,841／13,220,674,888≒439,148円 
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別紙５ 相続税の総額の計算明細表 

（単位：円） 

取得者 順
号 

区分 
原告Ｖ 原告乙 原告丙 原告丁 原告戊 他の相続人(2名) 

１ 課税価格の合計額 13,335,031,000 

２ 法定相続人数 7 

３ 遺産に係る基礎控除額 120,000,000 

４ 課税遺産総額(1-3) 13,215,031,000 

５ 法定相続分 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 2/7 

６ 法定相続分に応ずる取得金額 1,887,861,000 1,887,861,000 1,887,861,000 1,887,861,000 1,887,861,000 3,775,722,000 

７ 相続税の総額の基となる税額 896,930,500 896,930,500 896,930,500 896,930,500 896,930,500 1,793,861,000 

８ 相続税の総額 6,278,513,500 

（注）１ 順号１の金額は、別紙４順号５「課税価格」の「合計」欄の金額と同額である。 

２ 順号６の各金額は、順号４の金額に各人の民法900条に規定する相続分を乗じ、1000円未満の端数を切り捨てた後の金額である。 

３ 順号７の各金額は、順号６の各金額に相続税法16条所定の税率を乗じた金額である。 

４ 順号８の金額は、順号７の各金額の合計額である。 
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別紙６ 取得財産の価額の計算明細表 

（単位：円） 

取得者 順

号 
区分 合計 

原告Ｖ 原告乙 原告丙 原告丁 原告戊 他の相続人(2名) 

1 特別受益の価額 248,444,000 68,188,000 24,351,000 40,286,000 24,351,000 42,566,000 48,702,000 

2 未分割財産の価額 11,187,127,071

3 小計 11,435,571,071

4 法定相続分 1 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 2/7 

5 本来的相続分額(3×4) 11,435,571,071 1,633,653,010 1,633,653,010 1,633,653,010 1,633,653,010 1,633,653,010 3,267,306,021 

6 具体的相続分額(5-1) 11,187,127,071 1,565,465,010 1,609,302,010 1,593,367,010 1,609,302,010 1,591,087,010 3,218,604,021 

7 みなし相続財産の価額 2,065,000,000 295,000,000 295,000,000 295,000,000 295,000,000 295,000,000 590,000,000 

8 取得財産の価額(6+7) 13,252,127,071 1,860,465,010 1,904,302,010 1,888,367,010 1,904,302,010 1,886,087,010 3,808,604,021 

（注）１ 順号１の各金額は、各人が亡Ｅの生前に同人から生計の資本として贈与を受けた各財産に係る本件相続時の価額の合計額である。 

２ 順号２の金額は、別紙７順号６「合計」の「評価額」欄の金額である。 

３ 順号４の各割合は、民法900条に規定する相続分の割合である。 

４ 順号５の「取得者」欄の各金額は、順号３の「合計」欄の金額に順号４の各人に係る相続分の割合を乗じた金額である。 

５ 順号６の「取得者」欄の各金額は、順号５の金額から順号１の金額をそれぞれ控除した後の金額である。 

６ 順号７の各金額は、相続税法３条１項２号の規定により相続により取得したものとみなされる退職手当金の金額であり、同法12条１項６号に基

づき計算した非課税限度額を超える部分の金額を各人が均等に取得したものとした場合の金額である。 

７ 順号８の各金額は、順号６の金額と順号７の金額の合計額である。 
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別紙７ 未分割財産の内訳 

順

号 
種類（銘柄等） 数量（株） 単価（円） 評価額（円） 

1 Ｔ株式 646,400 4,653 3,007,699,200

2 Ｕ株式 178,200 31,189 5,557,879,800

3 Ｌ株式 3,400 9,966 33,884,400

4 Ｍ株式 38 6,162,756 234,184,728

5 その他の財産 2,353,478,943

6 合計 11,187,127,071
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被告別表１ 

課税の経緯 

１－１ （単位：円） 

（Ｖ） 

順

号 
区分 年月日 課税価格 納付すべき税額 過少申告加算税額

1 期 限 内 申 告 平成16年12月27日 2,263,744,000 1,070,950,000 －

2 本 件 各 処 分 平成19年2月13日 4,120,680,000 1,999,899,200 92,894,000

3 異 議 申 立 て 平成19年4月12日 2,263,744,000 1,070,950,000 －

4 同 上 決 定 平成19年6月27日 4,120,592,000 1,999,854,900 92,890,000

5 審 査 請 求 平成19年8月1日 2,263,744,000 1,070,950,000 －

6 同 上 裁 決 平成20年7月16日 棄却 

7 本件各再更正処分 平成23年2月28日 4,060,890,000 1,970,009,300 89,905,000

１－２ 

（乙） 

順

号 
区分 年月日 課税価格 納付すべき税額 過少申告加算税額

1 期 限 内 申 告 平成16年12月27日 2,252,407,000 1,069,548,900 －

2 本 件 各 処 分 平成19年2月13日 4,153,196,000 2,019,704,800 95,015,000

3 異 議 申 立 て 平成19年4月12日 2,252,407,000 1,069,548,900 －

4 同 上 決 定 平成19年6月27日 4,153,092,000 2,019,652,700 95,010,000

5 審 査 請 求 平成19年8月1日 2,252,407,000 1,069,548,900 －

6 同 上 裁 決 平成20年7月16日 棄却 

7 本件各再更正処分 平成23年2月28日 4,093,390,000 1,989,800,700 92,025,000

１－３ 

（丙） 

順

号 
区分 年月日 課税価格 納付すべき税額 過少申告加算税額

1 期 限 内 申 告 平成16年12月27日 2,268,342,000 1,072,028,100 －

2 本 件 各 処 分 平成19年2月13日 4,153,196,000 2,014,609,500 94,258,000

3 異 議 申 立 て 平成19年4月12日 2,268,342,000 1,072,028,100 －

4 同 上 決 定 平成19年6月27日 4,153,092,000 2,014,557,400 94,252,000

5 審 査 請 求 平成19年8月1日 2,268,342,000 1,072,028,100 －

6 同 上 裁 決 平成20年7月16日 棄却 

7 本件各再更正処分 平成23年2月28日 4,093,390,000 1,984,705,400 91,267,000
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１－４ 

（丁） 

順

号 
区分 年月日 課税価格 納付すべき税額 過少申告加算税額

1 期 限 内 申 告 平成16年12月27日 2,252,407,000 1,069,548,900 －

2 本 件 各 処 分 平成19年2月13日 4,153,196,000 2,019,704,800 95,015,000

3 異 議 申 立 て 平成19年4月12日 2,252,407,000 1,069,548,900 －

4 同 上 決 定 平成19年6月27日 4,153,092,000 2,019,652,700 95,010,000

5 審 査 請 求 平成19年8月1日 2,252,407,000 1,069,548,900 －

6 同 上 裁 決 平成20年7月16日 棄却 

7 本件各再更正処分 平成23年2月28日 4,093,390,000 1,989,800,700 92,025,000

１－５ 

（戊） 

順

号 
区分 年月日 課税価格 納付すべき税額 過少申告加算税類

1 期 限 内 申 告 平成16年12月27日 2,268,342,000 1,072,028,100 －

2 本 件 各 処 分 平成19年2月13日 4,150,916,000 2,013,500,300 94,147,000

3 異 議 申 立 て 平成19年4月12日 2,268,342,000 1,072,028,100 －

4 同 上 決 定 平成19年6月27日 4,150,812,000 2,013,448,200 94,142,000

5 審 査 請 求 平成19年8月1日 2,268,342,000 1,072,028,100 －

6 同 上 裁 決 平成20年7月16日 棄却 

7 本件各再更正処分 平成23年2月28日 4,091,110,000 1,983,596,700 91,156,000
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被告別表２ 課税価格及び納付すべき税額の計算明細表 

（単位：円） 

取得者 順

号 
区分 合計 

Ｖ 乙 丙 丁 戊 他の相続人(2名) 

1 取得財産の価額 28,536,046,470 4,043,882,067 4,087,719,067 4,071,784,067 4,087,719,067 4,069,504,067 8,175,438,135 

2 債務等の金額 31,452,183 4,493,169 4,493,169 4,493,169 4,493,169 4,493,169 8,986,338 

3 差引純資産価額(1-2) 28,504,594,287 4,039,388,898 4,083,225,898 4,067,290,898 4,083,225,898 4,065,010,898 8,166,451,797 

4 法19条による加算額 114,362,000 21,502,000 10,165,000 26,100,000 10,165,00 26,100,000 20,330,000 

5 課税価格(3+4) 28,618,950,000 4,060,890,000 4,093,390,000 4,093,390,000 4,093,390,000 4,091,110,000 8,186,780,000 

6 相続税の総額 13,920,473,000

7 相続税の総額のあん分割合 1 406089/2861895 409339/2861895 409339/2861895 409339/2861895 409111/2861895 818678/2861895 

8 算出税額(6×7) 1,975,247,505 1,991,055,750 1,991,055,750 1,991,055,750 1,989,946,741

9 税額控除額 5,238,160 1,255,006 6,350,281 1,255,006 6,350,034

10 納付すべき税額(8-9) 1,970,009,300 1,989,800,700 1,984,705,400 1,989,800,700 1,983,596,700

（注）１ 順号１の各金額は、被告別表４順号８の各金額と同額である。 

２ 順号４の「取得者」欄の各金額は、相続税法19条により各人の課税価格に加算される贈与財産の価額である。 

３ 順号５の「取得者」欄の各金額は、順号３の金額に順号４の金額を加算し、1000円未満の端数を切り捨てた後の金額である。 

４ 順号６の金額は、被告別表３順号８の金額と同額である。 

５ 順号７の各割合は、順号５「合計」欄の金額のうち同号「取得者」欄の各金額の占める割合である。 

６ 順号８の「取得者」欄の各金額は、順号６の金額に順号７の各割合を乗じた金額である。 

７ 順号９の「取得者」欄の各金額は、相続税法19条及び同法20条の規定に基づき計算した贈与税額控除額と相次相続控除額の合計額である。 

８ 順号10の「取得者」欄の各金額は、順号８の金額から順号９の金額を控除し、100円未満の端数を切り捨てた後の金額である。 

別表２付表 税額控除額の内訳 

取得者 順

号 Ｖ 乙 丙 丁 戊 

1 贈与税額控除額 4,800,900 813,000 5,910,000 813,000 5,910,000

2 相次相続控除額 437,260 442,006 440,281 442,006 440,034

3 合計 5,238,160 1,255,006 6,350,281 1,255,006 6,350,034

（注）順号２「相次相続控除額」の「取得者」欄の金額の算定根拠は以下のとおりである。 

○相次相続控除額の算定根拠

① 前の相続に係る被相続人 Ｋ ⑤ １０年－④の年数 ４年 

② 前の相続の年月日 平成９年１２月２日 ⑥ 亡Ｅが前の相続により取得した財産の純資産価額  4,652,146,749円 

③ 本件相続の相続開始日 平成１６年２月２８日 ⑦ 前の相続の際の亡Ｅの相続税額     7,714,000円 

④ 前の相続から本件相続までの期間 ６年 ⑧ ⑥－⑦の金額  4,644,432,749円 

（１年未満切捨て） ⑨ 本件相続によって財産を取得した全ての者の純資産価

額の合計額

28,504,594,287円 
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（相次相続控除額の総額の計算） 

（⑦の相続税額）   （⑨の金額） 

28,504,594,287 

（⑤の年数）

４年 
  7,714,000 × × ＝ 3,085,600円(A) 

 

（⑧の金額） 

4,644,432,749  

１０年 

  

（注）上記算式の「⑨の金額／⑧の金額」の割合が１を超える場合は「１」 

（原告らの相次相続控除額の計算） 

Ｖ 

(A)の金額  （各人の純資産価額） 

4,039,388,898 
3,085,600 × ＝ 437,260 

 

（純資産価額の合計額） 

28,504,594,287  

 

乙 

(A)の金額  （各人の純資産価額） 

4,083,225,898 
3,085,600 × ＝ 442,006 

 

（純資産価額の合計額） 

28,504,594,287  

 

丙 

(A)の金額  （各人の純資産価額） 

4,067,290,898 
3,085,600 × ＝ 440,281 

 

（純資産価額の合計額） 

28,504,594,287  

 

丁 

(A)の金額  （各人の純資産価額） 

4,083,225,898 
3,085,600 × ＝ 442,006 

 

（純資産価額の合計額） 

28,504,594,287  

 

戊 

(A)の金額  （各人の純資産価額） 

4,065,010,898 
3,085,600 × ＝ 440,034 

 

（純資産価額の合計額） 
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被告別表３ 相続税の総額の計算明細表 

（単位：円） 

取得者 順

号 
区分 

Ｖ 乙 丙 丁 戊 他の相続人(2名)

1 課税価格の合計額 28,618,950,000 

2 法定相続人数 7 

3 遺産に係る基礎控除額 120,000,000 

4 課税遺産総額(1-3) 28,498,950,000 

5 法定相続分 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 2/7 

6 法定相続分に応ずる取得金額 4,071,278,000 4,071,278,000 4,071,278,000 4,071,278,000 4,071,278,000 8,142,556,000

7 相続税の総額の基となる税額 1,988,639,000 1,988,639,000 1,988,639,000 1,988,639,000 1,988,639,000 3,977,278,000

8 相続税の総額 13,920,473,000 

（注）１ 順号１の金額は、被告別表２「課税価格」の順号５「合計」欄の金額と同額である。 

２ 順号６の各金額は、順号４の金額に各人の民法900条に規定する相続分を乗じ、1000円未満の端数を切り捨てた後の金額である。 

３ 順号７の各金額は、順号６の各金額に相続税法16条所定の税率を乗じた金額である。 

４ 順号８の金額は、順号７の各金額の合計額である。 

被告別表４ 取得財産の価額の計算明細表 

（単位：円） 

取得者 順

号 
区分 合計 

Ｖ 乙 丙 丁 戊 他の相続人(2名) 

1 特別受益の価額 248,444,000 68,188,000 24,351,000 40,286,000 24,351,000 42,566,000 48,702,000 

2 未分割財産の価額 26,471,046,471

3 小計 26,719,490,471

4 法定相続分 1 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 2/7 

5 本来的相続分額(3×4) 26,719,490,470 3,817,070,067 3,817,070,067 3,817,070,067 3,817,070,067 3,817,070,067 7,634,140,135 

6 具体的相続分額(5-1) 26,471,046,470 3,748,882,067 3,792,719,067 3,776,784,067 3,792,719,067 3,774,504,067 7,585,438,135 

7 みなし相続財産の価額 2,065,000,000 295,000,000 295,000,000 295,000,000 295,000,000 295,000,000 590,000,000 

8 取得財産の価額(6+7) 28,536,046,470 4,043,882,067 4,087,719,067 4,071,784,067 4,087,719,067 4,069,504,067 8,175,438,135 

（注）１ 順号１の各金額は、各人が亡Ｅの生前に同人から生計の資本として贈与を受けた各財産に係る本件相続時の価額の合計額である。 

２ 順号２の金額は、被告別表５順号６「合計」の「評価額」欄の金額である。 

３ 順号４の各割合は、民法900条に規定する相続分の割合である。 

４ 順号５の「取得者」欄の各金額は、順号３の「合計」欄の金額に順号４の各人に係る相続分の割合を乗じた金額である。 

５ 順号６の「取得者」欄の各金額は、順号５の金額から順号１の金額をそれぞれ控除した後の金額である。 

６ 順号７の各金額は、相続税法３条１項２号の規定により相続により取得したものとみなされる退職手当金の金額であり、同法12条１項６号に基

づき計算した非課税限度額を超える部分の金額を各人が均等に取得したものとした場合の金額である。 

７ 順号８の各金額は、順号６の金額と順号７の金額の合計額である。 
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被告別表５ 未分割財産の内訳 

順

号 
種類（銘柄等） 数量（株） 単価（円） 評価額（円） 

1 Ｔ株式 646,400 19,002 12,282,892,800

2 Ｕ株式 178,200 64,908 11,566,605,600

3 Ｌ株式 3,400 9,966 33,884,400

4 Ｍ株式 38 6,162,756 234,184,728

5 その他の財産  2,353,478,943

6 合計  26,471,046,471

（注） 順号１及び２の「単価」欄の各金額は、それぞれ被告別表18及び同20の「株式保有特定会社の株式の価額」欄の金額である。 

 

被告別表６ 加算税の額の計算明細書 

（単位：円） 

順

号 
区分 Ｖ 乙 丙 丁 戊 

1 本件各更正処分における 1,970,009,300 1,989,800,700 1,984,705,400 1,989,800,700 1,983,596,700

2 期限内申告納税額 1,070,950,000 1,069,548,900 1,072,028,100 1,069,548,900 1,072,028,100

3 新たに納付すべき税額(1-2) 899,059,300 920,251,800 912,677,300 920,251,800 911,568,600

4 加算税対象税額 899,050,000 920,250,000 912,670,000 920,250,000 911,560,000

5 過少申告加算税 89,905,000 92,025,000 91,267,000 92,025,000 91,156,000

（注）１ 順号１の各金額は、乙第３０号証の１ないし同号証の５の各「○ 課税標準等及び税額等の計算明細」の「(1) 納付税額又は還付税額の計算明

細」の「更正額」欄の「納付すべき税額」である。 

２ 順号２の各金額は、乙第３号証第１表及び同表（続）の各人に係る申告納税額である。 

３ 順号４の各金額は、順号３の金額について通則法118条３項の規定により１万円未満の端数を切り捨てた後のものである。 
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被告別表７ 

【本件相続時におけるＴ及びＵの株主・議決権の状況】 

Ｔ Ｕ 
社名 

項目 

割合 株式数 議決権割合 議決権数 割合 株式数 議決権割合 議決権数 

Ｔ  －  － 83.80% 1,659,240 0.00% 0

Ｕ 74.69% 6,453,400 0.00% 0 －  －

Ｑ㈱ 0.68% 59,000 2.70% 59,000 －  －

Ｒ㈱ 0.68% 59,000 2.70% 59,000 －  －

Ｅ 7.48% 646,400 29.56% 646,400 9.00% 178,200 55.56% 178,200

Ｖ 5.12% 442,200 20.22% 442,200 3.54% 70,160 21.87% 70,160

戊 0.93% 80,000 3.66% 80,000 0.66% 13,000 4.05% 13,000

乙 2.08% 180,000 8.23% 180,000 0.60% 11,880 3.70% 11,880

訴外 

Ｃ 
2.08% 180,000 8.23% 

94.60%

180,000 0.60% 11,880 3.70% 

100.00%

11,880

丙 2.08% 180,000 8.23% 180,000 0.60% 11,880 3.70% 11,880

丁 2,08% 180,000 8.23% 180,000 0.60% 11,880 3.70% 11,880

株
主 

訴外 

Ｄ 
2.08% 180,000 8.23% 180,000 0.60% 11,880 3.70% 11,880

合計 100% 8,640,000 100% 2,186,600 100% 1,980,000 100% 320,760

（参考）Ｔが所有するＵ株式及びＵが所有するＴ株式については、評価通達188-4により議決権を有しないものとして議決権割合を算

定した。 
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被告別表 ８ 

（第４表 類似業種比準価額等の計算明細書） 会社名    Ｔ      

直 前 期 末 の 資 本 金 額 
直 前 期 末 の

発 行 済 株 式 数

１ 株 当 た り の 資 

本 金 の 額 （ ① ÷ ② ） 

１株当たりの資本金の額を50円と
した場合の発行済株式数 

(①÷50円) １．１株当たりの資本金

の額等の計算 ①          千円 
432,000 

②           株
8,640,000 

③           円 
50 

④           株
8,640,000 

直前期末以前２(3)年間の年平均配当金額 
比準要素数１の会社・比準要素数０
の会社の判定要素の金額 

事業年度 
⑤ 

年配当金額 
⑥左のうち非経常
的な配当金額 

⑦差引経常的な年配

当金額（⑤－⑥）
年平均配当金額 

⑧

④
 

○B1   円
25 

銭
0

直 前 期 
千円 

216,000 
千円 

0 
㋑     千円

216,000 
⑨

④
 

○B2   円
25 

銭
0

⑧(㋑＋㋺)÷２    千円
 

216,000 
直前々期 

千円 
216,000 

千円 
0 

㋺     千円
216,000 １株(50円)当たりの年配当金額 

（○B1 の金額） 

１
株(

50
円)

当
た
り
の
年
配
当
金
額 

直前々期
の 前 期 

千円 
216,000 

千円 
0 

㋩     千円
216,000 

⑨(㋺＋㋩)÷２    千円
 

216,000 Ⓑ         25  円 0 銭

直前期末以前２(3)年間の利益金額 
比準要素数１の会社・比準要素数０
の会社の判定要素の金額 

事業年度 
⑩法人税の課

税所得金額 

⑪左のうち非

経常的な利

益金額 

⑫受取配当等

の益金不算

入額 

⑬左の所得税

額 

⑭損金算入し

た繰越欠損

金の控除額

⑮差引利益金額

（⑩－⑪＋⑫

－⑬＋⑭） 

㋥

④
又は

（㋥＋㋭）÷２

④
 
○C1        円

626 

直 前 期 
千円 

5,398,960  
千円 
0   

千円
49,006  

千円
33,987  

千円
0  

㋥    千円
5,413,979

㋭

④
又は

（㋭＋㋬）÷２

④
 
○C2        円

690 

直前々期 
千円 

6,211,963  
千円 
0   

千円
58,331  

千円
28,082  

千円
0  

㋭    千円
6,242,212

１株(50円)当たりの年利益金額 

㋥

④
又は

（㋥＋㋭）÷２

④
の金額 

１
株(

50
円)

当
た
り
の
年
利
益
金
額

直前々期
の 前 期 

千円 
5,653,067  

千円 
0   

千円
61,562  

千円
28,138  

千円
0  

㋬    千円
5,686,491 Ⓒ              626  円

直前期末（直前々期末）の純資産価額 
比準要素数１の会社・比準要素数０
の会社の判定要素の金額 

㋣

④
 

○D1            円
9,887 事業年度 ⑯ 資 本 金 額 ⑰資本積立金額 ⑱利益積立金額

⑲ 純 資 産 価 額
 （ ⑯ ＋ ⑰ ＋ ⑱ ）  

㋠

④
 

○D2            円
9,560 

直 前 期 
千円 

432,000 
千円 

0 
千円

84,998,606 
㋣          千円

85,430,606 
１株(50円)当たりの純資産価額 

（○D1の金額） 

２
．
比
準
要
素
等
の
金
額
の
計
算 

１
株(

50
円)

当
た
り
の
純
資
産
価
額

直前々期 
千円 

432,000 
千円 

0 
千円

82,173,252 
㋠          千円

82,605,252 Ⓓ             9,887  円

類似業種と
業種目番号 

化学工業 
(No. 26 ) 

区分 
１株(50円)当たり
の 年 配 当 金 額

１株(50円)当たり
の 年 利 益 金 額

１株(50円)当たり
の 純 資 産 価 額 

１株(50円)当たりの
比 準 価 額

課 税 時 期 の 
属 す る 月 

月 
２ 

㋷   円 
336 

評 価
会 社

Ⓑ
円

25 
銭
0

Ⓒ
円

626 
Ⓓ

円 
9,887  

課 税 時 期 の 
属する月の前月 

月 
１ 

㋦   円 
334 類 似

業 種
Ｂ

円
4 

銭
30

Ｃ
円

24 
Ｄ

円 
282  課 税 時 期 の 

属する月の前々月 
月 

12 
㋸   円 

319 

前 年 平 均 株 価 
㋾   円 

302 

要 素 別
比準割合

Ⓑ

Ｂ 5.81

Ⓒ

Ｃ 26.08

Ⓓ

Ｄ
 

35.06 

  あ ※ 
⑳×又は×0.7 

ぃ 
※ 

中会社は0.6

小会社は0.5

とします。 

 

類
似
業
種
の
株
価 

Ａ 
㋷、㋦、㋸及び㋾の

うち も低いもの 
  

⑳   円 
 

302 

比
準
割
合
の
計
算 

比 準
割 合
Ⓒ＞０の場合あ
Ⓒ＝０の場合ぃ

Ⓑ

Ｂ
＋
Ⓒ

Ｃ
×３＋

Ⓓ

Ｄ

５

あ 

23.82

Ⓑ

Ｂ
＋
Ⓓ

Ｄ

３
 

ぃ 

.  

い    円

5,035 

銭

50

類似業種と
業種目番号 

プラスチックス製品製造業 
(No. 29 ) 

区分 
１株(50円)当たり
の 年 配 当 金 額

１株(50円)当たり
の 年 利 益 金 額

１株(50円)当たり
の 純 資 産 価 額 

１株(50円)当たりの
比 準 価 額

課 税 時 期 の 
属 す る 月 

月 
２ 

㋻   円 
195 

評 価
会 社

Ⓑ
円

25 
銭
0

Ⓒ
円

626 
Ⓓ

円 
9,887  

課 税 時 期 の 
属する月の前月 

月 
１ 

㋕   円 
195 類 似

業 種
Ｂ

円
2 

銭
90

Ｃ
円

12 
Ｄ

円 
213  課 税 時 期 の 

属する月の前々月 
月 

12 
㋵   円 

181 

前 年 平 均 株 価 
㋟   円 

158 

要 素 別
比準割合

Ⓑ

Ｂ 8.62

Ⓒ

Ｃ 52.16

Ⓓ

Ｄ
 

46.41 

  う ※ 
ぅ×又は×0.7 

ぇ 
※ 

中会社は0.6

小会社は0.5

とします。 

 

１
株(

50
円)
当
た
り
の
比
準
価
額
の
計
算 

類
似
業
種
の
株
価 

Ａ 
㋻、㋕、㋵及び㋟の

うち も低いもの 
  

ぅ   円 
 

158 

比
準
割
合
の
計
算 

比 準
割 合
Ⓒ＞０の場合う
Ⓒ＝０の場合ぇ

Ⓑ

Ｂ
＋
Ⓒ

Ｃ
×３＋

Ⓓ

Ｄ

５

う 
42.30

Ⓑ

Ｂ
＋
Ⓓ

Ｄ

３
 

ぇ 
.  

え    円
4,678 

銭
30

１株当たりの比準価額 
比準価額（いとえとの 
いずれか低い方）    4,678 円   30銭  ×  

③の金額 50 円

50円
 

ぉ            円
4,678 

修正比準価額 直前期末の翌日から課税 
時期までの間に配当金交 
付の効力が発生した場合 

   比準価額（ぉ）     １株当たりの 
               配 当 金 額 
       4,678 円 －   25 円  00 銭 

お      円
4,653 

修正比準価額 

３
．
類
似
業
種
比
準
価
額
の
計
算 

比
準
価
額
の
修
正 

直前期末の翌日から課税 
時期までの間に新株式発 
行の効力が発生した場合 

   比準価額（ぉ）     新株式１株当た   １株当たりの新   １株当たりの新株式の 

   （おがあるときはお）  りの払込金額    株式の割当数    割当数又は交付数 

  （        円＋     円   銭×        株）÷（１株＋     株） 
か      円
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被告別表 ９ 

（第５表 １株当たりの純資産価額（相続税評価額）の計算明細書） 
会社名 Ｕ    

１．資産及び負債の金額（課税時期現在） 

資産の部 負債の部 

科目 相続税評価額 帳簿価額 備考 科目 相続税評価額 帳簿価額 備考

 
千円 

 

千円
  

千円 

 

千円
 

 

現 金 

 

333 333
 

 

預 り 金

 

1,933 1,933
 

 

当 座 預 金 

 

4,132 4,132
 

 

長 期 借 入 金

 

2,500,000 2,500,000
 

 

普 通 預 金 

 

380,852 380,852
 

 

未 払 消 費 税

 

193 193
 

 

定 期 預 金 

 

2,500,000 2,500,000
 

 

未 払 地 方 税

 

580 580
 

 

貸 付 金 

 

2,500,000 2,500,000
 

 

未 払 退 職 金

 

250,000 250,000
 

 

土 地 

 

170,905 428,696
 

 

未 払 固 定 資 産 税

 

3,695 3,695
 

課 税 時 期 前 ３ 年 以 内 

に 取 得 し た 土 地 

 

314,742 －
     

 

建 物 

 

35,471 141,604
     

 

構 築 物 

 

2,418 2,418
     

 

建 物 付 属 設 備 

 

0 743
     

 

器 具 備 品 

 

121,087 121,087
     

 

建 物 仮 

 

0 194,541
     

 

施 設 利 用 権 

 

78 78
     

 

電 話 加 入 権 

 

10 72
     

 

Ｔ 

 

30,027,670 3,140,147
     有価 

 

証券 
 

Ｔ 以 外 

 

30,376,800 425,711
     

 

ゴ ル フ 会 員 権 

 

55,575 60,000
     

 

未 収 法 人 税 

 

47,654 47,654
     

        

        

合計 
① 

66,537,727 

② 

9,948,068
 合計 

③ 

2,756,401 

④ 

2,756,401
 

株式及び出資の価額

の合計額 

㋑ 

60,404,470 

㋺ 

3,565,858
 

土地等の価額の合計

額 

㋩ 

485,647 
  

現物出資等受入れ資

産の価額の合計額 

㋥ 

0 

㋭ 

0
 

 

２．評価差額に対する法人税額等相当額の計算 ３．１株当たりの純資産価額の計算 

相続税評価額による純資産価額 

（①－③） 

⑤        千円

63,781,326   

課税時期現在の純資産価額 

（相続税評価額）         （⑤－⑧） 

⑨        千円

63,781,326   

帳簿価額による純資産価額 

((②＋(㋥－㋭)－④)、マイナスの場合は０） 

⑥        千円

7,191,667   

課税時期現在の発行済株式数 

（（第１表の１の①）－自己株式数） 

⑩         株

1,980,000   

評価差額に相当する金額 

（⑤－⑥、マイナスの場合は０） 

⑦        千円

56,589,659   

課税時期現在の１株当たりの純資産価額 

（相続税評価額）        （⑨÷⑩） 

⑪         円

32,212   

評価差額に対する法人税額等相当額 

（⑦×42％） 

⑧        千円

 

同族株主等の議決権割合（第１表の１の⑤の割

合）が50％以下の場合     （⑪×80％） 

⑫         円

 

（注）Ｔ株式の価額（相続税評価額）は、１株当たりの価額（類似業種比準価額）を4,653円として計算したものである。 
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被告別表 １０ 

（第４表 類似業種比準価額等の計算明細書） 会社名    Ｕ      

直 前 期 末 の 資 本 金 額 
直 前 期 末 の

発 行 済 株 式 数

１ 株 当 た り の 資 

本 金 の 額 （ ① ÷ ② ） 

１株当たりの資本金の額を50円と
した場合の発行済株式数 

(①÷50円) １．１株当たりの資本金

の額等の計算 ①          千円 
990,000 

②           株
1,980,000 

③           円 
500 

④           株
19,800,000 

直前期末以前２(3)年間の年平均配当金額 
比準要素数１の会社・比準要素数０
の会社の判定要素の金額 

事業年度 
⑤ 

年配当金額 
⑥左のうち非経常
的な配当金額 

⑦差引経常的な年配

当金額（⑤－⑥）
年平均配当金額 

⑧

④
 

○B1   円
0 

銭
0

直 前 期 
千円 

0 
千円 

0 
㋑     千円

0 
⑨

④
 

○B2   円
0 

銭
0

⑧(㋑＋㋺)÷２    千円
 
0 

直前々期 
千円 

0 
千円 

0 
㋺     千円

0 １株(50円)当たりの年配当金額 
（○B1 の金額） 

１
株(

50
円)

当
た
り
の
年
配
当
金
額 

直前々期
の 前 期 

千円 
0 

千円 
0 

㋩     千円
0 

⑨(㋺＋㋩)÷２    千円
 
0 Ⓑ          0  円 0 銭

直前期末以前２(3)年間の利益金額 
比準要素数１の会社・比準要素数０
の会社の判定要素の金額 

事業年度 
⑩法人税の課

税所得金額 

⑪左のうち非

経常的な利

益金額 

⑫受取配当等

の益金不算

入額 

⑬左の所得税

額 

⑭損金算入し

た繰越欠損

金の控除額

⑮差引利益金額

（⑩－⑪＋⑫

－⑬＋⑭） 

㋥

④
又は

（㋥＋㋭）÷２

④
 
○C1        円

4 

直 前 期 
千円 

△59,773  
千円 
0   

千円
229,472  

千円
47,565  

千円
0  

㋥    千円
122,134

㋭

④
又は

（㋭＋㋬）÷２

④
 
○C2        円

2 

直前々期 
千円 

△145,701  
千円 
0   

千円
237,823  

千円
47,565  

千円
0  

㋭    千円
44,557

１株(50円)当たりの年利益金額 

㋥

④
又は

（㋥＋㋭）÷２

④
の金額 

１
株(

50
円)

当
た
り
の
年
利
益
金
額

直前々期
の 前 期 

千円 
△54,596  

千円 
0   

千円
237,823  

千円
47,565  

千円
0  

㋬    千円
135,662 Ⓒ               4  円

直前期末（直前々期末）の純資産価額 
比準要素数１の会社・比準要素数０
の会社の判定要素の金額 

㋣

④
 

○D1            円
365 事業年度 ⑯ 資 本 金 額 ⑰資本積立金額 ⑱利益積立金額

⑲ 純 資 産 価 額
 （ ⑯ ＋ ⑰ ＋ ⑱ ）  

㋠

④
 

○D2            円
358 

直 前 期 
千円 

990,000 
千円 

0 
千円

6,248,865 
㋣          千円

7,238,865 
１株(50円)当たりの純資産価額 

（○D1の金額） 

２
．
比
準
要
素
等
の
金
額
の
計
算 

１
株(

50
円)

当
た
り
の
純
資
産
価
額

直前々期 
千円 

990,000 
千円 

0 
千円

6,116,264 
㋠          千円

7,106,264 Ⓓ              365  円

類似業種と
業種目番号 

その他の産業 
(No. 118 ) 

区分 
１株(50円)当たり
の 年 配 当 金 額

１株(50円)当たり
の 年 利 益 金 額

１株(50円)当たり
の 純 資 産 価 額 

１株(50円)当たりの
比 準 価 額

課 税 時 期 の 
属 す る 月 

月 
２ 

㋷   円 
331 

評 価
会 社

Ⓑ
円

0 
銭
0

Ⓒ
円

4 
Ⓓ

円 
365  

課 税 時 期 の 
属する月の前月 

月 
１ 

㋦   円 
332 類 似

業 種
Ｂ

円
3 

銭
80

Ｃ
円

23 
Ｄ

円 
277  課 税 時 期 の 

属する月の前々月 
月 

12 
㋸   円 

309 

前 年 平 均 株 価 
㋾   円 

281 

要 素 別
比準割合

Ⓑ

Ｂ 0.0 

Ⓒ

Ｃ 0.17

Ⓓ

Ｄ
 

1.31 

  あ ※ 
⑳×又は×0.7 

ぃ 
※ 

中会社は0.6

小会社は0.5

とします。 

 

類
似
業
種
の
株
価 

Ａ 
㋷、㋦、㋸及び㋾の

うち も低いもの 
  

⑳   円 
 

281 

比
準
割
合
の
計
算 

比 準
割 合
Ⓒ＞０の場合あ
Ⓒ＝０の場合ぃ

Ⓑ

Ｂ
＋
Ⓒ

Ｃ
×３＋

Ⓓ

Ｄ

５

あ 

0.36

Ⓑ

Ｂ
＋
Ⓓ

Ｄ

３
 

ぃ 

 .   

い    円

60 

銭

60

類似業種と
業種目番号 

 区分 
１株(50円)当たり
の 年 配 当 金 額

１株(50円)当たり
の 年 利 益 金 額

１株(50円)当たり
の 純 資 産 価 額 

１株(50円)当たりの
比 準 価 額

課 税 時 期 の 
属 す る 月 

月 
 

㋻   円 
 

評 価
会 社

Ⓑ
円
 

銭
0

Ⓒ
円
 

Ⓓ
円 
  

課 税 時 期 の 
属する月の前月 

月 
 

㋕   円 
 類 似

業 種
Ｂ

円
 

銭
0

Ｃ
円
 

Ｄ
円 
  課 税 時 期 の 

属する月の前々月 
月 

 
㋵   円 

 

前 年 平 均 株 価 
㋟   円 

 

要 素 別
比準割合

Ⓑ

Ｂ  .  

Ⓒ

Ｃ  .  

Ⓓ

Ｄ
 

 .   

  う ※ 
ぅ×又は×0.7 

ぇ 
※ 

中会社は0.6

小会社は0.5

とします。 

 

１
株(

50
円)
当
た
り
の
比
準
価
額
の
計
算 

類
似
業
種
の
株
価 

Ａ 
㋻、㋕、㋵及び㋟の

うち も低いもの 
  

ぅ   円 
 
 

比
準
割
合
の
計
算 

比 準
割 合
Ⓒ＞０の場合う
Ⓒ＝０の場合ぇ

Ⓑ

Ｂ
＋
Ⓒ

Ｃ
×３＋

Ⓓ

Ｄ

５

う 
 .  

Ⓑ

Ｂ
＋
Ⓓ

Ｄ

３
 

ぇ 
.  

え    円
 

銭
0

１株当たりの比準価額 
比準価額（いとえとの 
いずれか低い方）      60 円   60銭  ×  

③の金額 500 円

50円
 

ぉ            円
606 

修正比準価額 直前期末の翌日から課税 
時期までの間に配当金交 
付の効力が発生した場合 

   比準価額（ぉ）     １株当たりの 
               配 当 金 額 
        606 円 －    0 円  00 銭 

お      円
606 

修正比準価額 

３
．
類
似
業
種
比
準
価
額
の
計
算 

比
準
価
額
の
修
正 

直前期末の翌日から課税 
時期までの間に新株式発 
行の効力が発生した場合 

   比準価額（ぉ）     新株式１株当た   １株当たりの新   １株当たりの新株式の 

   （おがあるときはお）  りの払込金額    株式の割当数    割当数又は交付数 

  （        円＋     円   銭×        株）÷（１株＋     株） 
か      円
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被告別表 １１ 

（第７表 株式保有特定会社の株式の価額の計算明細書）   会社名 Ｕ     

事 業 年 度 ①直前期 ②直前々期 合計（①＋②） 受取配当金収受割合 
（㋑÷（㋑＋㋺）） 

※小数点以下３位未満切り捨て

受 取 配 当 金 額
千円

237,825 
千円

237,825 
㋑

千円 
475,650 

受取配当金収受 
 

割 合 の 計 算 

営業利益の金額
千円

0 
千円

0 
㋺

千円 
0 

㋩ 
 

1.00 
 

１株（50円）当たりの年 
配当金額（第４表のⒷ） 

受取配当金収受割合 
（㋩） 

ⓑの金額 
（③×㋩） 

Ⓑ－ⓑの金額 
（③－④） 

Ⓑ－ⓑの金額 

③ 
円 

0 
銭 
0 

④
円 

0 
銭 
0 

⑤ 
円

0 
銭
00

１株（50円）当たりの年 
利益金額（第４表のⒸ） 

ⓒの金額 
（⑥×㋩） 

Ⓒ－ⓒの金額 
（⑥－⑦） 

Ⓒ－ⓒの金額 

⑥ 
円 

4 

1.00 

⑦
円 

4 
⑧ 

円
0 

１株（50円）当たりの純 
資産価額（第４表のⒹ） 

直前期末の株式及び出 
資の帳簿価額の合計額 

直前期末の総資産価額 
（帳簿価額） 

(イ)の金額 
（⑨×（⑩÷⑪）） (イ)

の
金
額 ⑨ 

円 
365 

⑩ 
千円

3,565,858 
⑪

千円 
9,822,228 

⑫ 
円

132 

利益積立金額 
（第４表の⑱の「直前期」欄の金額） 

１株当たりの資本金額を50円
とした場合の発行済株式数
（第４表の④の株式数） 

受取配当金収受割合 
（㋩） 

(ロ)の金額 
（（⑬÷⑭）×㋩） 

Ⓓ－ⓓの金額 

(ロ)
の
金
額 ⑬ 

千円 
6,248,865 

⑭ 
株

19,800,000 
 

1.00 
⑮ 

円
315 

 ⓓの金額（⑫＋⑮） Ⓓ－ⓓの金額（⑨－⑯） 

 ⑯ 
円 

365 
⑰ 

円
0 

（注）１ ㋩の割合は、１を上限とします。 
 
   ２ ⑯の金額は、Ⓓの金額（⑨の金額）を上限としま

す。 

類似業種と
業種目番号 

その他の産業 
(No. 118 ) 

区分 
１株(50円)当たり
の 年 配 当 金 額

１株(50円)当たり
の 年 利 益 金 額

１株(50円)当たり
の 純 資 産 価 額 

１株(50円)当たりの
比 準 価 額

課 税 時 期 の 
属 す る 月 

月 
２ 

㋥   円 
331 

評 価
会 社

(⑤)
円

0 
銭
00

(⑧)
円

0 
(⑰) 

円 
0  

課 税 時 期 の 
属する月の前月 

月 
１ 

㋭   円 
332 類 似

業 種
Ｂ

円
3 

銭
80

Ｃ
円

23 
Ｄ

円 
277  課 税 時 期 の 

属する月の前々月 
月 

12 
㋬   円 

309 

前 年 平 均 株 価 
㋣   円 

281 

要 素 別
比準割合

(⑤)

Ｂ 0.0 
(⑧)

Ｃ 0. 0
(⑰)

Ｄ
 

 
0. 0 

  ⑲ ※ 
⑱×又は×0.7 

⑳ 
※ 

中会社は0.6

小会社は0.5

とします。 

 

類
似
業
種
の
株
価 

Ａ 
㋥、㋭、㋬及び㋣の

うち も低いもの 
  

⑱   円 
 

281 

比
準
割
合
の
計
算 

比 準
割 合
⑥＞０の場合⑲
⑥＝０の場合⑳

(⑤)

Ｂ
＋
(⑧)

Ｃ
×３＋

(⑰)

Ｄ

５

⑲ 

0.0 

(⑤)

Ｂ
＋
(⑰)

Ｄ

３
 

⑳ 

0.0 

あ    円

0 

銭

00

類似業種と
業種目番号 

 
(No.    ) 

区分 
１株(50円)当たり
の 年 配 当 金 額

１株(50円)当たり
の 年 利 益 金 額

１株(50円)当たり
の 純 資 産 価 額 

１株(50円)当たりの
比 準 価 額

課 税 時 期 の 
属 す る 月 

月 
 

㋠   円 
 

評 価
会 社

(⑤)
円
 

銭
0
(⑧)

円
 

(⑰) 
円 
  

課 税 時 期 の 
属する月の前月 

月 
 

㋷   円 
 類 似

業 種
Ｂ

円
 

銭
0

Ｃ
円
 

Ｄ
円 
  課 税 時 期 の 

属する月の前々月 
月 

 
㋦   円 

 

前 年 平 均 株 価 
㋸   円 

 

要 素 別
比準割合

(⑤)

Ｂ  .  
(⑧)

Ｃ  .  
(⑰)

Ｄ
 

 
 .   

  い ※ 
ぃ×又は×0.7 

ぅ 
※ 

中会社は0.6

小会社は0.5

とします。 

 

１
株(

50
円)

当
た
り
の
比
準
価
額
の
計
算 

類
似
業
種
の
株
価 

Ａ 
㋠、㋷、㋦及び㋸の

うち も低いもの 
  

ぃ   円 
 
 

比
準
割
合
の
計
算 

比 準
割 合
⑥＞０の場合(3)
⑥＝０の場合(4)

(⑤)

Ｂ
＋
(⑧)

Ｃ
×３＋

(⑰)

Ｄ

５

い 
 .  

(⑤)

Ｂ
＋
(⑰)

Ｄ

３
 

ぅ 
.  

う    円
 

銭
0

１株当たりの比準価額 
比準価額（あとうとの 
いずれか低い方）       0 円    0銭 × 

第4表の③の金額 500 円

50円
 

ぇ            円
0 

修正比準価額 直前期末の翌日から課税 
時期までの間に配当金交 
付の効力が発生した場合 

   比準価額（ぇ）     １株当たりの 
               配 当 金 額 
        0    円 －    0 円   0 銭 

え      円
0 

修正比準価額 

１
．
Ｓ１

の
金
額
（
類
似
業
種
比
準
価
額
の
修
正
計
算
） 

比
準
価
額
の
修
正 

直前期末の翌日から課税 
時期までの間に新株式発 
行の効力が発生した場合 

   比準価額（ぇ）     新株式１株当た   １株当たりの新   １株当たりの新株式の 

   （えがあるときはえ）  りの払込金額    株式の割当数    割当数又は交付数 

  （        円＋     円   銭×        株）÷（１株＋     株） 
ぉ      円
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被告別表 １２ 

（第８表 株式保有特定会社の株式の価額の計算明細書（続））   会社名 Ｕ     

相続税評価額による純資産価額 

（第５表の⑤の金額） 

課税時期現在の株式及び出資の価 

額の合計額（第５表の㋑の金額） 

差引 

（①－②） 

①               千円

63,781,326 

②               千円

60,404,470 

③               千円

3,376,856 

帳簿価額による純資産価額 

（第５表の⑥の金額） 

株式及び出資の帳簿価額の合計額 

（第５表の㋺＋（㋥－㋭）の金額）（注）

差引 

（④－⑤） 

④               千円

7,191,667 

⑤               千円

3,565,858 

⑥               千円

3,625,809 

評価差額に相当する金額 

（③－⑥） 

評価差額に対する法人税額等相当額 

（⑦×42％） 

課税時期現在の修正純資産価額 

（相続税評価額）（③－⑧） 

⑦               千円

0 

⑧               千円

0 

⑨               千円

3,376,856 

課税時期現在の発行済株式数 

（第５表の⑩の株式数） 

課税時期現在の修正後の１株当たりの

純資産価額（相続税評価額）（⑨÷⑩）

純 資 産 価 額 
（相続税評価額） 
の 修 正 計 算 

⑩                株

1,980,000 

⑪                円

1,705 

（注）第５表の㋥及び㋭の金額に株式及

び出資以外の資産に係る金額が含

まれている場合には、その金額を除

いて計算します。 

修正後の類似業種比準価額 

第７表のぇ、え又はぉの金額 

修正後の１株当たりの純資産価額

（相続税評価額）（⑪の金額） １株当たりのＳ1の金額 

の計算の基となる金額 
⑫              円

0 

⑬              円

1,705 

 

区分 １株当たりのＳ１の金額の算定方法 １株当たりのＳ１の金額 

比準要素数１ 

である会社の 

Ｓ１の金額 

⑬の金額と次の算式によって計算した金額とのいずれか低い方の金額 

   ⑫の金額          ⑬の金額 

 （       円×0.25）＋（        円×0.75）＝         円 

⑭            円

 

 

 

大会社の 

Ｓ１の金額 

⑫の金額と⑬の金額とのいずれか低い方の金額 

 

（⑬の記載がないときは⑫の金額） 

 

⑮            円

 

 

 

中会社の 

Ｓ１の金額 

⑫と⑬とのいずれか    Ｌの割合    ⑬の金額      Ｌの割合 

低い方の金額  

       0 円×0.       ＋    1,705  円×（１－0.6    ） 

⑯            円

 

682 

 

１
．
Ｓ１

の
金
額
（
続
） 

１
株
当
た
り
の
Ｓ１

の
金
額
の
計
算 

上
記
以
外
の
会
社 

小会社の 

Ｓ１の金額 

⑬の金額と次の算式によって計算した金額とのいずれか低い方の金額 

   ⑫の金額           ⑬の金額 

  （     円×0.50） ＋ （       円×0.50）＝          円 

⑰            円

 

 

 

課税時期現在の株式及び出資の 

価額の合計額 

（相続税評価額） 

（第５表の㋑の金額） 

株式及び出資の帳簿価額の 

合計額 

(第５表の㋺＋(㋥－㋭)の金額)(注)

株式及び出資に係る評価 

差額に相当する金額 

（⑱－⑲） 

⑳の評価差額に対する 

法人税額等相当額 

（⑳×42％） 

⑱             千円 

60,404,470 

⑲             千円

3,565,858 

⑳             千円 

56,838,612 

あ             千円

 

Ｓ２の純資産価額相当額 

（⑱－あ） 
課税時期現在の発行済株式数 

Ｓ２の金額 

（ぃ÷い） 

２
．
Ｓ２

の
金
額 

ぃ             千円 

60,404,470 

い              株

1,980,000 

ぅ              円 

30,507 

（注）第５表の㋥及び㋭の金額に株

式及び出資以外の資産に係る金額

が含まれている場合にはその金額

を除いて計算します。 

１株当たりの純資産価額（第５表の⑪の

金額（第５表の⑫の金額があるときはそ

の金額）） 

Ｓ１の金額とＳ２の金額との合計額 

（（⑭、⑮、⑯又は⑰）＋ぅ） 

株式保有特定会社の株式の価額 

（うとぇのいずれか低い方の金額） 

 

 

３．株式保有特定会社 

の株式の価額 
う                円

32,212 

ぇ                円

31,189 

え                円

31,189 
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被告別表 １３ 

（第５表 １株当たりの純資産価額（相続税評価額）の計算明細書） 
会社名   Ｔ      

１．資産及び負債の金額（課税時期現在） 

資産の部 負債の部 

科目 相続税評価額 帳簿価額 備考 科目 相続税評価額 帳簿価額 備考

 千円 千円   千円 千円  

現 金 11,309 11,309  支 払 手 形 120,287 120,287  

当 座 預 金 9,749 9,749  買 掛 金 18,173,072 18,173,072  

普 通 預 金 450,097 450,097  短 期 借 入 金 100,114,105 100,114,105  

通 知 預 金 4,020,000 4,020,000  未 払 金 105,476 105,476  

定 期 預 金 18,661,200 18,661,200  未 払 費 用 3,294,803 3,294,803  

受 取 手 形 9,888,730 9,888,730  預 り 金 380,907 380,907  

売 掛 金 47,070,888 47,070,888  仮 受 金 18,046 18,046  

未 収 入 金 744,906 744,906  長 期 借 入 金 1,475,000 1,475,000  

貸 付 金 1,418,574 1,418,574  退 職 給 与 引 当 金 2,183 2,183  

仮 払 金 198,705 198,705  未 払 法 人 税 777,211 777,211  

立 替 金 6,282 6,282  未 払 消 費 税 211,153 211,153  

前 払 費 用 4,227 4,227  未 払 地 方 税 164,626 164,626  

製 品 5,271,784 5,271,784  未 払 事 業 税 233,869 233,869  

仕 掛 品 1,420,755 1,420,755  未 払 配 当 金 216,000 216,000  

原 材 料 787,001 787,001  未 払 役 員 賞 与 60,000 60,000  

貯 蔵 品 4,638,769 4,638,769  未 払 退 職 金 1,250,000 1,250,000  

土 地 41,479,814 16,687,002  社 葬 費 用 14,008 14,008  

借 地 権 915,749 254,204      

建 物 15,541,002 15,541,002      

建 物 付 属 設 備 2,741,927 2,741,927      

構 築 物 986,828 986,828      

機 械 装 置 48,388,175 48,388,175      

車 両 運 搬 具 125,415 125,415      

工 具 9,429,784 9,429,784      

器 具 備 品 686,162 686,162      

建 設 仮 11,935,138 11,935,138      

Ｕ 51,750,036 907,620      有価証券 
(株式及
び出資) Ｕ 以 外 27,801,545 6,642,253      

有 価 証 券 （ そ の 他 ） 58,368 1,058,368      

施 設 利 用 権 110,246 110,246      

電 話 加 入 権 16,479 16,479      

そ の 他 228,827 186,605      

ゴ ル フ 会 員 権 112,747 248,870      

配 当 期 待 権 67,737 67,737      

未 収 配 当 金 19,400 19,400      

合計 
① 

306,998,355 

② 

210,636,191
 合計 

③ 

126,610,746 

④ 

126,610,746
 

株式及び出資の価額

の合計額 

㋑ 

79,551,581 

㋺ 

7,549,873
 

土地等の価額の合計

額 

㋩ 

42,395,563 
  

現物出資等受入れ資

産の価額の合計額 

㋥ 

0 

㋭ 

0
 

 

２．評価差額に対する法人税額等相当額の計算 ３．１株当たりの純資産価額の計算 

相続税評価額による純資産価額 

（①－③） 

⑤        千円

180,387,609   

課税時期現在の純資産価額 

（相続税評価額）         （⑤－⑧） 

⑨        千円

180,387,609   

帳簿価額による純資産価額 

((②＋(㋥－㋭)－④)、マイナスの場合は０） 

⑥        千円

84,025,445   

課税時期現在の発行済株式数 

（（第１表の１の①）－自己株式数） 

⑩         株

8,640,000   

評価差額に相当する金額 

（⑤－⑥、マイナスの場合は０） 

⑦        千円

96,362,164   

課税時期現在の１株当たりの純資産価額 

（相続税評価額）        （⑨÷⑩） 

⑪         円

20,878   

評価差額に対する法人税額等相当額 

（⑦×42％） 

⑧        千円

 

同族株主等の議決権割合（第１表の１の⑤の割

合）が50％以下の場合     （⑪×80％） 

⑫         円

 

（注）有価証券のうちＵ株式の価額は、１株当たりの価額を31,189円として計算したものである。 
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被告別表 １４－１ 

【相互に株式を持ち合う株式保有特定会社の株式の計算方法（Ｓ１＋Ｓ２方式）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被告別表 １４－２ 

【本件各株式の純資産価額の計算上算入されるそれぞれの株式の価額】 

 

 Ａ社＝Ｔ 

     発行済株式総数 8,640,000 株  所有するＢ社株式数  1,659,240 株 

 Ｂ社＝Ｕ 

     発行済株式総数 1,980,000 株  所有するＡ社株式数  6,453,400 株 

 

  Ｘ ＝Ａ社の所有するＢ社株式の相続税評価額 

  Ｙ ＝Ｂ社の所有するＡ社株式の相続税評価額 

  α ＝Ｂ社の発行済株式総数のうちＡ社が所有する株式数の割合   α  1,659,240／1,980,000 

  β ＝Ａ社の発行済株式総数のうちＢ社が所有する株式数の割合   β  6,453,400／8,640,000 

  ｃ ＝Ａ社のＢ社株式を除く株式のみの純資産価額（相続税評価額） ｃ     27,801,545,302 円 

  ｄ ＝Ｂ社のＡ社株式を除く株式のみの純資産価額（相続税評価額） ｄ     30,376,800,116 円 

 ＡＳ１＝Ａ社のＳ１部分の相続税評価額（S1×Ａ社の発行済株式総数）      （ S1  4,504 円） 

                                 ＡＳ１    38,914,560,000 円 

 ＢＳ１＝Ｂ社のＳ１部分の相続税評価額（S1×Ｂ社の発行済株式総数）      （ S1   682 円） 

                                 ＢＳ１     1,350,360,000 円 

 

                             Ｘ ＝α（BS1＋ｄ＋β（AS1＋ｃ））／（1－αβ） 

                               ＝          182,705,080,076 円 

                             Ｙ ＝β（AS1＋ｃ＋α（BS1＋ｄ））／（1－αβ） 

                               ＝          186,297,995,106 円 

                              １株当たりの価額（Ｘ又はＹ／所有株式数） 

                             Ｂ社＝              110,113 円 

                             Ａ社＝               28,868 円 

Ｘ＝α（ＢＳ１＋ＢＳ２） 

 ＝α（ＢＳ１＋ｄ＋Ｙ） 

 ＝α（ＢＳ１＋ｄ＋β（ＡＳ１＋ｃ））／（１－αβ） 

 

Ｙ＝β（ＡＳ１＋ＡＳ２） 

 ＝β（ＡＳ１＋ｃ＋Ｘ） 

 ＝β（ＡＳ１＋ｃ＋α（ＢＳ１＋ｄ））／（１－αβ） 

Ａ社（Ｂ／Ｓ） 

（資産） （負債） 

ＡＳ１ 

（資本） 

Ａ社の 

純資産 

ｃ 

Ｘ 

Ｂ社株 

ＡＳ２ 

Ｂ社（Ｂ／Ｓ） 

（資産） （負債） 

ＢＳ１ 

（資本） 

Ｂ社の 

純資産 

ｄ 

Ｙ 

Ａ社株

ＢＳ２

β％ 

（持株割合）

α％ 
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被告別表１４－３ 

 

設例を用いた計算の検証 

 

本件設例１ 

１ 株式持合いに係る調整計算の検証のため、下記の株主・資産構成を有するＡ社及びＢ社を仮定する。 

Ａ社 ＝ 甲が100％保有 

     発行済株式総数  100,000 株 

     １株当たりの価額  2,000 円 

Ｂ社 ＝ 甲が100％保有 

     発行済株式総数   2,000 株 

     １株当たりの価額 10,000 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 上記１の場合、甲のＡ社及びＢ社に係る保有資産はＡ社株式の２億円とＢ社株式の２０００万円の合計２億

２０００万円となる（下記計算式参照）。 

 

  （Ａ社及びＢ社に係る甲の保有資産の計算式） 

 （Ａ社株式） 

 100,000株×＠2,000円＝200,000,000円 

 

 （Ｂ社株式） 

 2,000株×＠10,000円＝20,000,000円 

 

本件設例２ 

１ 次に、本件設例１と同様の資産状況ではあるが、仮にＡ社及びＢ社の双方が、次に記載するとおり、相互に

高い割合で株式の持ち合いをしていたとする。 

Ａ社 ＝ 発行済株式総数  100,000 株 

     →Ａ社はＢ社の株式を90％保有 

     (残りのＢ社株式10％(200株)に 

     ついては甲が保有) 

Ｂ社 ＝ 発行済株式総数  2,000 株 

     →Ｂ社はＡ社の株式を80％保有 

     (残りのＡ社株式20％(20,000 

     株)については甲が保有) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ社（Ｂ／Ｓ） 

（資産） （負債） 

（資本） 

Ａ社の 

純資産 

ａ 

Ｂ社（Ｂ／Ｓ） 

（資産） （負債） 

（資本） 

Ｂ社の 

純資産 

株持合なし
ｂ 

Ａ社（Ｂ／Ｓ） 

（資産） （負債） 

ａ 

（資本） 

Ａ社の 

純資産 
Ｘ 

Ｂ社株式 

Ｂ社（Ｂ／Ｓ） 

（資産） （負債） 

ｂ 

（資本） 

Ｂ社の 

純資産 

80％（残り20％は甲保有）

（持株割合）

90％（残り10％は甲保有）

Ｙ 

Ａ社株式
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２ 上記１による株式保有形態（相互持合）の場合における株式評価額の算出方法について、調整計算式（別表 

１の２）の採用の有無による評価額の比較 

 

(1) 調整計算を行わず、単純に他の一方の株式を純資産に加算して計算した場合 

 

ア 甲が保有するＡ社株式（20,000株）の価額 

 Ａ社株式の１株当たりの価額＝(200,000,000円＋20,000,000円×90％)÷100,000株＝＠2180円 

 甲保有のＡ社株式の価額＝2180円×20,000株＝43,600,000円･････① 

 

イ 甲保有のＢ社株式（200株）の価額 

 Ｂ社株式の１株当たりの価額＝(20,000,000＋200,000,000×80％)÷2,000株＝＠90,000円 

 甲保有のＢ社株式の価額＝90,000円×200株＝18,000,000円･･････② 

 

ウ 甲が保有するＡ社株式及びＢ社株式の評価額（合計金額） 

 43,600,000円(①)＋18,000,000(②)＝61,600,000円 

 

 以上のとおり、実質的には、甲がその企業価値２億２０００万円のすべてを保有・支配している（仮に、

Ａ社及びＢ社を解散・清算した場合には、すべての財産が甲株主に帰属することになる）にもかかわらず、

Ａ社及びＢ社株式の評価額の合計額は６１６０万円と著しく低い価額が算出される。 

 

 

(2) Ａ社及びＢ社の正確な企業価値を甲が保有する株式に適正に反映させるため、別紙１の２に記載の「（計

算式）」（持合の場合の調整計算式）に当てはめて計算した場合 

 

ア 甲保有のＡ社株式の価額について 

 

 Ｘ（Ａ社の所有するＢ社株式の相続税評価額） 

 ＝0.9×(20,000,000円＋0.8×200,000,000円)÷(1－0.9×0.8)＝578,571,428円 

 

 Ａ社株式の１株当たりの価額＝{200,000,000円＋Ｘ(578,571,428円)}÷100,000株＝＠7,785円 

 

 甲保有のＡ社株式の価額＝7,785円×20,000株＝155,700,000円･････････････① 

 

イ 甲保有のＢ社株式の価額 

 

 Ｙ（Ｂ社の所有するＡ社株式の相続税評価額） 

 ＝0.8×(200,000,000円＋0.9×20,000,000円)÷(1－0.9×0.8)＝622,857,142円 

 

 Ｂ社株式の１株当たりの価額＝{20,000,000円＋Ｙ(622,857,142円)}÷2,000株＝＠321,428円 

 

 甲保有のＢ社株式の価額＝321,428円×200株＝64,285,600円････････････････② 

 

ウ 甲が保有するＡ社株式及びＢ社株式の評価額（合計金額） 

 155,700,000円(①)＋64,285,600円(②)＝219,985,600円≒220,000,000円 

 

 以上のとおり、株価単価の端数処理の関係で、若干の誤差はあるものの、調整計算を行うことにより、

甲の保有するＡ社株式及びＢ社株式の評価額の合計額は、おおよそ２億２０００万円と算出することがで

き、Ａ社及びＢ社の正確な企業価値を甲の保有する株式の評価額に適切に反映させることができる。 
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被告別表１５～２２及び原告別紙１～１７ 省略 




